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明治時代の住宅改良．と中廊下形住宅様式の成立

　木　村　徳　国

（昭和34年2月28日受理）

　　　　　　　　騨

Ueber　die　Wohnhausverbesserung　der　Meizi－Zeit

　　und　Entstehung　des　lnnenkorridor．Hausstils

Norikuni　K二IMURA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abriss

　　　Der　lnnenkorridor－Hausstil　entstand　um　das　5．　Jahr　Taisho　｛1916）　nach　der　Wohn－

hausverbesserungsbewegung　der　Meizi－Z．．eit　（30－43　Meizi），　und，　hat　sich　als　der　verbesserter

Hausstil　Japans，　in　der　modernen　Zeit　sehr　verbreitet．

　　　Der　Aufsatz　behandelt　die　Wohnhausverbesserung　der　Meizi－Zeit　und　die　Entstehung

cles　lnnenkorridor－Hausstils．　Er　hat　folgende　Kapitel．
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Ueber　den　Plan　des　lnnenkorridor－Hausstils．

Ueber　den　Hintergrund　der　Wohnhausverbesserung　der　Meizi－Zeit．

Ueber　die　technishe　Entwicklung　der　Wohnhausverbesserung　der

Meizi－Zeit．

Ueber　die　lebensgedankliche　Entwicklung　in　cler　Meizi－Zeit．

Uber　dle　Entstehung　des　lnnenkorridor－Hrusstils．

Ueber　die　geschlcht｝ichen　Charaktere　des　Innenkorridor－Hausstils．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は　し　が　き

　　　ノ］・零高は途葎者の　「EIオ期旦〈代都市独立：信三宅様式の成立と展醗ヨにii：渇する史正解轟究」

　　　　　　1．乃’法論的序章　　　　　　　　　　（北大工学部研究報告，No．1．9，昭和33年7月刊＞

　　　　　　2。明治時代の住宅改畏と1：i’＝1廊下形住宅様式の史的成立　　　　　　　　　　体　　稿＞

　　　　　　3．大正蒔代の住宅改良と居間中心形｛主旨様式の史的成立

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ltt－Ut二，　No．　18，　i｝召禾「133＜4三5月「i：lj＞

　　　　　　4。　lll”和初期｝こおける中廊柵ドヲ彦・1湯間rl二I」心ヲ彦住宅イ叢旗亡の展開と緻合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1貫1」二，NQ．20，　ll召牽【：13344三12月＝｛：IJ）

　　　　　　5．結論，中廊下形・下間巾」〔LN形．住宅様式の史的位．1璽1（同上，　No．21，昭和34年5月刊）

の第2章にあたり，章題について資料を引きつつまとめたものである。時問的には明治時代，

そのうち特に明治30年から大正4年の頃までを取り扱っている。



52　　　　　　　　　　木村徳圏　　　　　　　　　　2
　　明治時代は，あらためていうまでもなく，わが国近代の開始期であり，住宅史的にも大き

な飛躍の時代である。そして主対象たる都市中流の住宅階層もこの年中に発生する。小稿の主

題はあくまで中廊下形住宅様式の史的成立，つまり中流規模の都市独立住宅の問題にあったの

だが，このような事情はこの住宅様式の成立の背崇として，歴史的な住宅洋風化の問題，また

明治大邸宅・都市下層住宅その他についても概観を試みる必要を生じた。それゆえこれらを含

んだ小稿は，表題を越えて，建治時代都市住宅一般に関する史的概説としても遇し得るものと

なった。

　　小稿の史料は創樹以来の建築雑誌を主とし，単行書は白蔵以外に東京大学中央図書館・同

建築学科図書室・醒会1図書館上野図二蓮誉館所蔵等を利用させて戴いた。厚く謝意を表わす次第で

ある。ただ筆者の位置によって，博捜を心掛けつつも及び得ないものも多かった。が，時代の

住宅改良と住宅様式の成立に関しては大過なからうことを期す。

　　小稿の簡単な梗概に当るものに，「史的に見たる申廊下住宅の成立」（学会研究報告，No．15，

昭和26年）があり，関係論文として「明治から大正へ」健築雑誌，昭和25年，No．76！＞「住宅史的

に見たる明治割勘邸宅」（北大工学音区研究報告，No．16，昭和32年）がある。　併せ読まれれば幸であ

る。

　　小稿の挿図製作・作表・原稿浄書・校正等について松本暎子中入の助力が大きい。厚く謝

意を表す。

　　なお小稿第5節の一部に，次章「大正時代の住宅改良と居間中心形住宅様式の成立」と些

少の重なりがあるが，次章が先に書かれた事情また小稿を独立論文とする必要から止むを得な

かった。諒されたいと思う。

第1節　中廊下形住宅平耐
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54 木　村　徳 4

　　　　　　　　　　　　　　　第1節　中廊下形住宅平面

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本節の課題

　　われわれは本営で，申廊下形住宅様式の史的な丁半を申心課題としてとり上げようと試み

ている。そしてこの住宅様式は，すでに簡単に報告しだ）ように，明治中期以来の社会的な中

流往宅改良に契機を発し，大正初年に具体的に成立したと考えられるのである。が，形成年代

の比較的な古さにもかかわらず，次章に述べる大工i三年末に成立した居間中心形住宅様式と並ん

で，いなそれを抑えて，この度の大戦萌までわが国都市独立住宅様式の主流となり，都車内外

の住宅地にひろく普及したものであった。それゆえこの住宅様式は，時代の経過のうちに多少

の変質を見せてはいるが，わが国近代の都市独立住宅様式を代表するといっても云い過ぎるこ

とはないのである。

　　さて玉手下形住宅様式と1乎ぶ時，方法論的序章2）に説いたように．われわれは住宅観一生

濡思想をも含めて統一的にとり上げているのである。しかし，もとよりそれは住宅轡形を離れ

てあるのではない。かえってその類形　　一特に生活思想のもっとも直接的な反映と晃られる平

面馬形によって四聖様式はそれ白身の存在をも実証され得るのである。それゆえこの性宅様式

の史的成立を追跡しようとするわれわれは，これがいかなる平緬言現形を根拠にして把握される

かをはじめに明らかにしておかなくてはならない。　しかもこの場合，この住宅様式に属して

「中廊下なき」平面弓形や，中廊下を有しながらもこの様式に属さぬ平面類形が存するので，中

廊下形住宅様式の平ifLl形を隈笹しておく必要は，他の住宅様式の場合より特に重いのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　典形的平面例

　　しかしまた，この住宅様式に属す地形例を探ると，これは極めて類似した形を示す。そし

て言葉で平面を云いあらわすことができるほどである。すなわち，昭和期に入ってもっとも数

多く見られる建坪3・40坪程度の規模のものでは，次のように述べることができるであろう。

　　a．平冠全体は東餌に長い矩形にコムパクトにまとまり，その中心部長手やや北寄りに，

　　　　申廊下が東西に貫通し，一端はふくれて独立した玄関ホールとなる。

　　b．中廊下の南側は居住部であって，玄関ホ～ルに接して洋風客室（応接窯）1室がとられ，

　　　　次に連続した和室が並ぶ。その南側には縁側がとられて，南庭に接している。

　　c．洋風客室はたいてい主人の書斎にも兼帯される。

　　　　連続した和室は，多く8帖，6帖であって，8帖（主座敷）には床・棚が設けられ，こ

　　　　れにつらなる6帖（次ノ間）は，普通居闘ないし茶ノ閥と呼ばれ，主座敷にフスマで仕

　　　　切り＝つながるだけではなく，欄間でも通じている。

　1）拙稿「更的に見たる中廊下住宅の成立」：学会研究報告，No．15，昭和26年11月刷．

2＞北大工学部研究報告，No．19，昭和33年7月刊．
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巾廊下の北側には，玄関ホ

ールに接して便所がとられ，

女中部蟹．・台所・浴窯また

納戸・内玄関等の附帯部分

が北画して設けられる。

　　ここには，昭和歴代の大小2つ

の押形例を示す（1，2図）3）。第1図は

建’坪21．5坪で，中廊下をとり，かつ

それが有効な下町に近い例である。

この例では茶ノ聞（次ノ1｛三日）は4帖半

に縮小され広平がとられているが，

これを6帖にしてあるものも多い。

これはil召和も規制に1亟く近い実例で

あって，i司潤会の「広縁をとる」主

張の影響が晃えている。また浜田ミ

ホ女史はこの例を引いて，　「21．5坪

で，やや小さいが，間取としては非

常に轡形的である。会社の「課長級1

でこうした問取の家に住んでいる入

たちは，かなり多いことだろう。こ

うした普遍性のある住宅は家族の社

v
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2図　中廊下形住宅単葉　（49坪）

会的・経済的な生活条件が似ている場合には，その門々の誰にもよくわかる。そしてまた『住

みやすい』ものである。……j4）と述べられた。

　　第2図はやはり昭不「110年頃の実例で，建坪49坪強，1本の中廊下で動線の解決できる上

限に近い実例として良い。（もっとも，この例では室数が多いために，南側海端の書斎・寝室は

中廊下から直接入室できぬが，それぞれ東西へ移せばそれが可能になる。しかしこの場合，平

面形のコムパクトネスーつまり住請1率の高さ・建築費の経済性が，低下して来る。）

　　またこの実例では連続した和風の2寵，客間・茶ノ間が6帖8帖となって室規模が転位し

ているが，これも時代の進みによる変化の1例で’ ?る。しかし後に見るように昭和4・5年以前

では8帖・6帖が通例で，この平癒でもそのままかくすることは可能である。

　　われわれは以上の2例から，下形的中廊下形一山の規模が，居住窪地4叢以上7室以下程

　3）第1図：モダンリヅィング，No．6，　p．74，婦人画報社，　llB和28年10月刊．

　　第2図：山田醇「申涜苺住宅設計騒」第8図，誠交堂新光社，昭和11年3月刊．

　4）浜ロミホ「生活時聞・生活空間」：建築学大系一1，彰圏祉，昭和29年7月刊．
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度において最も有意味に成立することを推察し得るが，この規模こそ建坪で20坪から5・60坪

ほどに当り，序章第5節に兇た爬1杯「116年全国都市寒茎用住宅規模分布中，持膣の焼模分布の2／3

を掩うものであることを知るであろう。そして現実に，この規模の住宅の大半が上述のような

中廊下形であったことは，資料の絶対的不足から醐接的には実証し得ないにしても，幾多の傍

証から類推できる。この事柄については後に第4章「昭和初期における中廊下形・／l尋問中心形

住宅様式の展開と融合」5）で触れたいと思う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　廊　下

　　このような典形的平面では，中廊下は，現実の住い方の点でもまた建築費の経済性の点で

も，極めて二野的に有効な働きを見せている。それゆえこのような平面の住宅を「中廊下形」

と呼ぶのはまことに素直な呼び方なのである。そしてこの場合の印廊下の鋤きは，次の3点に

集約して考えられるであろう。すなわち中廊下は，

　　a．最小限の長さ（面積／で，

　　b．これに接する諦室　　特に連続した主座敷・次ノ閲　　の分離王学を可能1こしつつ，

　　c．平面形を極めてコムパク｝にまとめ得しめている。

　　d．附帯部の北側集約はパイピングその他を縮干するに役立っている。と。

　　上項中，aと。とは建築費の軽減に非常に大きく働らいている。つまり「安い」のである。

またb項，連続和室の独立使用の可能性の確保は，主座敷・次ノ聞を機能｝：1’IJ　・格式的に連続し

て使用することも，また単独に分離して使用することをも許し，限られた居住室の使い方にヴ

ァラエティーを与えている。つまり「住み良いj　　より正確に云うならば，このような室使

用の仕方に価値を置く生活思想のもとにおいて「住み良い」　　のである。

　　そしてこの「安く住みよい」という2要件は，安さを問題にせぬ大邸宅とまた住み良ささ

え追求できぬ極小住宅の中間にあるいわゆる中流階層の住宅にとって，まさに最大の魅力に外

ならず，「安く住みよい」は中廊一’1“形住宅のキャッチフレーズとなってもてはやされたのであ

った。そして「一般都事の居住者が畳式の場合において概して3室において既に中廊下を希望

する者が多いが，これは住み方より見ても全く無意味である許か住面率においても非常に損失

であり徒らに各室を独立させたがる小市民的観念であると断ぜざるを得ない。」6）という市浦氏

の批判さえ見られるように，動線解決法として様式にまで昇華したと遇し得るほど，都市独立

住宅に普及して行ったのである。（引用中，中廊下と部屋の独立使用とのかかわりが明らかなこ

とに注意。、

5）北大工学部研究報告，No．20，昭和33年12月刊．

6）宿浦　健「住宅の平面計画」＝相模書房，昭和18年秘．
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　　しかしこのような中廊下形平面にも計函学的欠点がないわけではない。この場合最大の欠

点は，最も屋外気候条件から守られている平面中央部を動線2；9間に使用することの勿体なさに

あるのだが，これは直：接的問題ではない。現実には，

　　a．中廊』ド形平心1の南北通風の不充分

　　b．中廊下そのものの陰轡さ

が問題になるのである。そして昭和1幽｝奪における一一般門中鵬1下形平面批判は，底に「月並・陳

腐」を避けようとする建築家の気持を秘めて，主として上のような自然科学的見地から進めら

れたので，「申廊下なき中1郎下形住宅」とでも呼ぶべきものを生み｝」二1したのである。

　　第3図　はその1例で，戦後の東京に

建てられた。時代の進みにより，生活思想

酌に野間中心形に近づいているが，住宅様

式的にはやはり中廊下形の範疇に属すもの

である。この例で1調馬i廊下を片｝／ミ1ζ下にして

あるために，廊下の暗さはなく，爾北通風

も良くはかられている。そしてこのように

中降下を片廊下に近づけて「改良」した実

例は，後に見るように大正初期中廊下形住

宅様式繊立直後から，たとえば澗潤会の分

譲住宅にも非常に多く見られるケースなの

である。

　　さて中廊下形住宅参装式のうちに「中廊

入

押入

璽
寝蜜

押

入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3図　中廊下を欠く中廊下形住宅様式平面
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（30坪）　　｛IH　lil：130蒋三

下なき」平面形式を含めるということは，やや奇妙な感がないでもない。しかしこの矛盾が強

く思われるとすれば，　それは普通おこなわれている計画学的（非歴史的）様式分類と歴史的な

それとの混同が簾因である。

　　ここで非歴史的計画学i19〈J分類法の特質について詳細に述べている暇はない。しかし結論的

にいうならば，このグルーピング法の最も特徴的な点は本質的にヲ｛多式的なことである。（様式に

対して形式というので無珊珊というのではない。）何故なら計画学的催然科学的）分類法とは，

孕る定められた住宅様式（住宅観）を前提として成立すると考えられるからで，少くとも我が

i三郎i源掩ではそうであった。

　　巌時では，都市独立住宅の住宅観＝生活思想は，一般的には，中廊下形・居間昨1心形に隈

定されていたといってよい。それ故，この佐野観の上に殆ど無意識的に立脚している平面計画

考にとっては，現実の計画の場合，動線解淡の各方式の意味であるとか，二二の関係・規模・

方位等の意味とかが最も有意昧かつ重要な分類法となってくるのであって，そのはなはだしい
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場合には，玄関入口の：方位による分類法までをわれわれは見出すのである7）。　しかし，これら

も定められた住宅観の上に立つ限り，現実の計画に認る程度力あるのはもとよりであろう。そ

してかかる非歴史的類形法（ここでは動線解決の仕方による分類法）に立つ限り，「中廊下なき

中廊下形四生」とは，まさに矛盾もはなはだしいものになるのである。

　　しかし立脚点を変え，歴史的住宅様式の観点に立つ時は，先程の矛盾は単に形式的なもの

に転化する。そしてこのことの理解は，澗じく矛盾的な「中廊下ある非中廊下形」を見る時に

明らかになるであろう。
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第4図　申廊下を有する非中廊下形住宅様式平面（砿725埆

　　第4図はその1例で，戦後の東京に実現した8）。　この平面も動線の解決には中廊下を綾用

している。そして，中廊下を動線解決に使用している限りでは，倥宅として計蘭学的な利点・

欠点は「中廊下を持つ中廊下形住宅」と共通している。然しこの例は，歴史的住宅様式として

の「中廊下形」に包含させることはできない。その根拠は，序章に述べたように，それぞれの

居住者が「住みかわつた場合」，それぞれ相当の「とまどい」を覚えるだろうからであり，そ

れは，両者が生活思想において大きな開きを見せていることを証するのであろ。

　　第2図と第4図の住宅平面では規模に大差は無い。しかし，それぞれの有する室の機能的

構成には大きな相違がある。そのため，前者から後者へ移り住んだ家族は，来客の場含，どこ

へ通すかにまずとまどうに違いない。そして居閲へ通すにしても，「客間が無いものですから，

大変取りちらかしておりますが」という言葉が発せられたり，或いは子供室1室を接客室とし

て転用することになるかも知れない。また，後者から前者へ移り代つた人は，鋼室の確立度が

はなはだしく低いために，安らかな眠りを眠り得ないかも知れないのである。

7＞たとえば，岡田孝男「小住宅プランの研究」：建築と祉会，昭和8年4，6月号．

8＞第4図：モダンリヴィング，No．3，婦人顛報社．
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　　この場含注意しておかなくてはならないのは，座方式の問題である。一般にかかる2例が

提出される時，両者の相違は，離者のユヵ座主調（つまり和風）後者のイス座（つまり洋風）と

して対立させられ易い。もとより，座方式の相違も，歴史的・伝統的なものであることに違い

はない。しかし座方式は，生活思想に直結しているところの住宅平面には，実は直接結びつい

てはいないのである。そのことは，上．掲の類推において，後毒の板の聞がすべてタタミ床であ

っても成立するところに明らかに理解し得るであろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中廊下形住宅様式の諸類形

　　さて，上述のように「住みかわった場合のとまどいの蔚無」つまり生活思想の飯岡を根拠

にして，中廊下形住宅様式に属する住宅形を分類すると，規模によりおよそ大・中・小の3者に

まとめることができ，わが園近代都市独立住宅中きわめて大きなひろがりを持つことがわかる。

　1．小規模のもの（三三形）

　　中廊下形住宅様式1こ属すもっとも小規模のものは，居住室数3以下で，多くは縁側によっ

て動線を解決している。それゆえ縁側形と呼ぶことができる。策51ヌPはその一三例で，規模

にして約19坪，膚住室数3室，タタミ数で18。5帖を

示し，昭和10年前後，東京近郊の小形分譲住宅に良

く貝、られるものである。　昭和16年全国都τ1了専用住宅

親模分布（序章第5節参照）申の持屋の第：2のぼ1を形成

する規模に当てはまる。

　　またこの類形が中廊下をとらないのは，先に市浦

氏の批判に見たように，居柱室が3室以下では巾廊下

をとることが不経済だからである。そして居住室3室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第5図　縁虹11形平海（18．75　INZ）
は，独立した接客室（多くは洋風）および，床ノ寄附

8帖の座敷と茶ノ間兼用の次ノ聞の6帖が択ばれる。しかも縁側によって両者は独立的に使用

し得るようになっているのは申廊下ある平面と岡様である。

　　またこれより規模が小さくなると，先づ省かれるのが独立接客室で，主座戯が客窯に転用

されることになる。この場合生活思想的には大差ないとしても，すでに独立住宅（1戸建〉では

ないことが多いし，また八高下形の特劇的フ”t一チャーである独立（洋風）接客室が失なわれ

ているので，筆者は中廊下形住宅様式一El本近代に成立した都布面台南宅の様式一からは

除きたいと考える。

　2．中規模のもの（面形的中廊下形ないし片廊下形）

　　いうまでもなく中廊下形住宅様式の中心をなすものであって，建坪にして20坪ないし5・

　9）　　第3隊i，第51翼は筆者採拾平面．
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60坪程度，延坪100坪以下。多くは第1図と第2図の中間にひろがる。動線は1本の中廊下

（ないしその改良された片廊下）による。1階の居倥盆数4室以上7・8室程度。このうち！室は

かならず独立した（洋風）客室。また平諏の主要部に南面して主座敷・次ノ問形式がとられ，

附帯部分は北面するのが普通である。

　　なお居住室数がより多くなると，i本の中三一ドでは動線の解決が難しくなるので，多くは

廊下の代りに階段をとって，2階建となるのが普通である。この場合，膏土も主座敷・次ノ間

形式とし客闘に利用するものも多い。一．一般に居住室機能が明確ではない。

　　また独立した洋嵐接客窯の建築形式を禾i：属ユカ座にしたものも稀ではないが，之が独立し

ている場合，むしろ洋風から和風にかえったと見るべきであって，生活思想的には大差はない。

　3．大規模のもの

　　これは1本の中廊下では動線の解決が不可能な規模を有するもので，実数は相対的に極め

て少ないと云えよう。（昭和16年の統謂‘によれば，60111！似上の規模を有するものは全専用住宅

中1．1％を示すのみであるD）多くは様式的洋館部と様式t糞垂和風邸館部分とを結合したような形

式を有し，経済的な自由度によって佃室の確立度も比較的高い。

　　中廊一ド形住宅様式は後に示すように，いわゆるrl．1流住宅の住宅様式であって，本来100坪

以上にも及ぶ大規摸な住宅はこのうちに含ませ難いのであるが，実生活にとって抽象的な格式

的建築様式を重視して，現実的な生活機能を圧縮している点に，生活思想的に中廊下形住宅様
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式と色濃い親近性があり，むしろ中廊下形の弓形としての意味が強いのである。ここには大規

模のものに属する最小例を示しておく1。）（第6図）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称と成立

　　中廊下形住宅様式は現実に以上のようなひろがりを示すのであるが，この時「中廊下」を

住宅様式の名前として冠するのは次のような理由によっている。

　　1．昭和16年統計による全国都市専月捕三宅規1莫分布中，簾2の由（独立住宅のピーク，

30～36帖，4．6％）の規模が，」二項典形的グループの規摸に該当しているからである。もとより

この山の幾分をこの住宅様式が占めているかは資料の絶対的不足から実証は困難だが，次章以

下に触れるように，いわゆる中流住宅階層の改良の中心はこの規模に集中しており，特に昭和

年代に入っては，この住宅様式の中廊下を有する平面を中流住宅の代表例として考えて良いこ

とは疑がない。（第4章参照〉　つまり社会的なひろがりを前提とする時，「中廊下形」はこの住宅

様式の典形と遇し得るからである。

　　2．より本質的に，この住宅様式は「中廊下」を導入することによってはじめて成立し得，

またこの佳宅様式の得ki歴史的発展も，「中廊下」なしにはあり得なかったからである。この

住宅様式は本質鰐に中産階級の住宅様式である。そして明治維新によってはじy）て誕生したこ

の階級は「中廊下」を利用することによってはじめて自らの住宅様式を持つことができたので

ある。そしてこの「中廊下」の意味を尋ねることは，すでにこの住宅様式の史的成立を探るこ

とに外ならないであろう。

　　今，この住宅平面の成立をふりかえると，明治中期以降大正初年にかけて，次の3段階を

明らかにしつつおこなわれている。

　　1．在来和風住宅への独立洋風接客蕪の応力「i。

　　2．中廊下の導入。

　　3．中廊下形平面としてのコムパクトなまとまり。

　　そしてこの段階を経つつ，この住宅様式の生活思想も順次自らを固定して行ったのである

が，この中第1は明治時代の住宅洋風化を前提とし，またここに成立した明治大邸宅の様式を

範として，中流住宅が「より立派な」住宅たらんとした様式志向に発している。また第2は

「より住み良く」あろうとする機能志向に発しているが，その背後には明治の変革を背景にし

た生活思想の発展を認めることができる。第3はすでに技術的問題である。上2項を1：1『提する

時，おのつから技術の到達する段階として良い。われわれは以下，明治時代中流住宅改良の背

禦から，この住宅様式の成立を追求してゆくことにする。

10）第6図：「住宅建築図集」，p。105，　M氏邸，清水組，昭和10年刊．
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第2節　明治時代中流住宅改夏の背景

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住宅史と明治変革　　，

　　わが国の一切の歴史において明治の大変革の持つ大きな意味は今更いうまでもない。そし

て建築史としてこれを問題にする時，その最大の意義は洋風建築技術の流入にあるとして良い

であろう。もとより，社会体綱の変化によって生じた新らしい建築物の必要，も忘れることは

できないとしても，それらも既に洋風建築技術はエキザムプルをその中に有しており，それを

借用することが可能だつたからである。

　　しかし住宅史においてはいささか事情を異にしている。この場合でも勿論，洋風建築技術

は非常に大きな影響をもたらしたことは断るまでもない。が，住宅史の場合にはエキザムプル

をすべて借用して済ませ得たのではなく，長い伝統のうちに形成されてきたわが国在来の住宅

観一生活思想と新来の洋風生活思想との葛藤のうちに，自らを新らしく作り上げなくてはなら

なかったからである。それゆえ，住宅史における明治変革の意味は建築史におけるよりはるか

に広く把握される必要があると考えられるのである。

　　特に都市独立住宅を念頭におきつつ，その住宅観za生活思想の新らしい成立に重くかかわ

った条件として，次の4者を上げることができよう。

　　1．社会体制の変化に伴なう都市中流住宅階層の成立

　　2．民主々義思想の流入による家庭内生活倫理思想の変化

　　3．技術的生活設備の発達

　　4．洋風建築技術の住宅への反映

本節ではこれらを含めて，部市中流住宅成立の脊景をごく簡単に眺めておくことにする。

　都市的背景
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都市中流住宅階／蕾の発生

　　明治維新による社会体制の変革が都市住宅史にかかわる第1の点として，これがわが国近

代都市の出発点であったことが上げられよう。

　　江戸時代の社会が一つの封建社会であったという規定は，当然に農業が全生産において主

要生産であり，従って農民が全入口の圧倒的大多数を占め，また農業および工業が乗だ広汎に

結合されており，町人の大部分が商入だつた事を示すのだが1），事実，幕末におけるわが国総

人ロ約3干2百万人の身分別人口構成は，武士6～7％，百姓80～85％，町人5～6％，神宮僧

尼15％，エタ・非人1．6％ほどであり，有業者職業別人口構成は農民80％以上，手工業者3

　1＞土堅喬雄「明治初年の入口構成に関する一考察」：社会経済史学，第1巻，第1号，昭和6年．
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％，商業者6％，その他10％程度と考えられている。そして都市入口としては，普通の藩の都

布入口は藩総人口の5％位，これに武士の数を加えても10％位，また江戸・大阪・京都等都

市の入口を加えても，数千入以上の都市の入口は，町入・武士を併せて全国合計3百7・8十万

入ほどで全国総入口の12％程度に過ぎなかったのである2）。

　　それゆえ，かかる封建都市における都市独立住宅　　敷地を確立し一家の主入が敷地内を

主宰する　　を考えると，それは武家および一部富裕町人の住宅と想像し得るが，全国的に見

て極めて少数であったことが類推できるのである。

　　しかるに明治維新による社会組織の大変革が進められ，また「身分制の排除」朔治2年）

「移転の巨旺U（4鋼等封建制的経済外的強制が撤廃されるにつれて，都市は資本主義経済在会

の基地として，都市人口を増加し，職業的入口構成を～博し，また市政形態を近代化して，そ

の中に，都市独立焦宅階層という新らしい住宅層を生み駕していったのである。

第1表　　明治年中居任地階級別人口比の変化

人。鰍鵬，、聯12、．・。，、、末
31年末

1万以下
（村　落）

1万～5万
（小都会）

5：乏ゴ～＝LO）コ

（申都会）

34，935，642

　　87．1

3s，344，142　1

　　84．0

37，359，807

　　82．S

　　　　i
2，213，719　1　　　　　　3，412，420
　　s．sI　’　’s．1

3，772，843

　　8．＄

534，499

　　1．3

789，441

　　L9

772，481

　　1．7

366耳三ヲ1ミ 41年宋

10万以上
（大・都会〉

38，493，655　i　38，843，905

　　　　　i
　　79．1　i　75．1
　　　　　1

　　　　i
4，502，459　1　　　　　　6，009，181
　　g．31　’　｝1．6

　　　　1

2，421，619

　　6．0

40，105，479

　　100．0

2，514，973

　　6．0

　　　　1
1，077，058　1

　　　　L
　　2．2

3，497，glo　1　4，46g，s64

　　×7i　9．2
　　　　’t1

42，060，976

iooD　i

45，403，041

　　エOO．0

48，542，736

　　100．O

1，352，565

　　2．6

5，536，835

　　10．7

51，742，486

　　エ00．0

大正2年末

39．907，3e8

　　72．4

7，430，708

　　13．5

1，855，550

　　3．4

5，937，704

　　10．8

55，131，270

　　100．0

（イタリックは％：ageを示す〉

　　今明治年闇の居住地別入口比の変化を見ると第1表のようになる3、。　しかもわが国産業革

命期に入るや，大都市には特に強い入口集中が見られるのである。今全国入口増加率の各期間

における平均を100として，東京・大阪の増加率の推移を書くとグラフ或のようになる4）。

　2）麗山蔭太郎「近世日本の人口構成」：吉絹弘交館，昭和33年刊．

　3）本蕉栄治郎「人口及人口聞題」：日本評論社，昭和5年刊．

　4）小田橋貞寿「我岡人口の地方的分布と其移動」：上田貞次郎編「日本人口問題研究」第3輯，協調会，

　　昭零1：i12年刊．
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　　そし℃このような大都市への入口集中の原因

は，当然，工業入口の増大を示すものであり，そ

れは同時に，封建的身分制的階級社会から，資本

主義的経済的階級社会への都市の変質’を示してい

るのである。そして資本家層と無産労働二二との

中闇に，いわゆる中産階級を’誕生させることにな

った。

　　現在のところ，経済史的研究から，かかる申

産階級の発生過程を実証的に抜くのは，根本資料

の不備によってか極めて難かしい5）。　しかし，資

本主義的祉会への変質は当然，　「仕舞太屋」に住

まうところのホワイトカラー階級を生み出すこと

が考えられるし，その上位のものこそ，明治部市

独立住宅の住み手であった。その職種として明治

薪政府の上級嘗吏・上級軍人また大会社の高級職員を，かつその出身は主として教育ある士族

であったことを類推し得るのである。そしてここに，前代武家住宅の系統をいろ濃く引きつつ

武家ならざる中産市民階層の往宅が，新制度の都市内に出現することになった。後に示すよう

に，このような階層が社会的に定着するのは日清戦争の後，明治30年の頃からと考えられる。

そして｝湾代との大きな相異は，まず独立住宅戸数の比較的の増大に求めることができるであろ

う6）。

　　（なお都市人口の増大と都市中流住宅に関して，わが国で中流住宅の問題が極だつて高まる

明治30年以降の数年間，また大正初期の数年間は，上掲グラフによれば策京・大阪の人口増

加率が極めて高い時期に該当しており，この点何らかの相関を想像せしめる。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二二内倫理思想の変化

　　また上述のような社会体制の変化と共に，明治変革に伴なう近代的・民主的な思想的変化

も，後の生活思想に大きく影響したと考えられる。それは技術的な生活設備の向上の影響のよ

うに直接的ではない。或いは明治中流住宅観に直ちには反映しなかったかも知れない。しかし

何れにせよ，現実に生きている入髪の遺制的な封建的生活思想に対立して，新らしくあるべき

生活思想の方向を根底的に指し示すものであった。加えて，中流住宅層の居住者が，当時の知

　5＞因みにいえば，わが国のもっとも信頼し得べき統計資料としての国勢調査は大正9年にはじめて行なわ

　　れる。

　6＞なお市政形態の法制的な変化発展lcついては，明治文化史法制編ICよって知り得るが，直接｛E宅に関係

　　しないので略す。また以上諸点については是永純弘氏（北大経済学部）の教承を得た点が多い。厚く謝

　　意を表す。
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識階級だつたことを想うと，逸する事はできないであろう。

　　さて明治時代の思想的潮流が，「欧化」を前提にしていfとはいえ，10年代の顕著さに比較

すれば20年代には反動的傾向も生ずる7），というようにその流れも暦1観して平坦ではない。また

当時の民主々義思想とは，主として藩閥的専制政府に対する政治上の民主思想を主にしていて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　必らずしも下人ないし家庭に直結するものばかりではない。しかし「天賦」の形而下的入権を主

張することは，自ら家庭内の押入・子供また使用入にもこれを認めなければならぬことである。

　　そしてこのような思想を，比較的早く，峻烈に，わかり易く説いて，しかも大いに世に流

行したのは，［ヨ本入に「西洋文明の空気を吹込み，貸下の一心を根底から転覆し」ようという

覚悟を持っていた福沢諭吉の「学問のす＼め」である。

　　諭吉は夫嫌の関係を考えるにあたっても独立自尊の原則を守った。　「学闇のす＼め」では

特に第8編「我輩を以て他人の身を制す可らず」（明治7年4月刊）を家庭内倫理の問題にあてて

いる。ここで諭吉は，夫婦の関係を「男も人なり女も人なり。此世に欠く可らざる用を為す所

を以て云へば，天下一口も男なかる可らず遊女なかる可らず。」という易女平等の原則を出発点

としている。男女ともに独立した人間として他に隷属したりまた自他共に犠牲になったりする

ことを認めず，人間としての「権義」は「等しい」として把えるのである。そして従来婦人に

ばかり厳しく片手落だつた「女大学」の「三従・七去」の「道」を「腕のカを本にして男女上

下の名分を立たる教」と攻撃し，また従来の畜妾の風を「禽獣と云ふも妨なし」と痛罵したの

であった。

　　また家学内における親子の関係については，　「親に孝行するは固より人たる者の当然」だ

が，「父は子の財を貧らんとし，姑は娘の心を悩ましめ，……父母の不理範は尤にして子供の申

し分は少しも立たず，娘は恰も餓鬼の地獄に落ちたるが如」きは「入閻家内の道」ではないと

説き，親子の道徳を中心とした従来の封建的家内道徳に対立する夫婦中心の近代的家庭道徳を

高く掲げたのである。

　　以上はもとより1例に過ぎない。そして当時きわめて新らしい思想だつたので，かかる思

想が直ちに一般化したわけではなかった。現実には，明治3　Y，，1：一1に制定された新民法の親属篇・

相続篇が，かえって封建的家族制度を復活し岡定するもの（ことに長子相続制度は町人階級に

みられない武士階級の法度だといわれる）だったようにS），新らしい家庭内生活倫理ひいて生

活思想の近代化もその後の長年月を要するのである。

　　しかしここに新らしく輸入された家族成員各個入　　特に主婦　　の尊厳を重視する近代

的家庭像は，明治年間を麺じて次第に普及し，またこれなしには，大当期居間中心ヲ形住宅様式

の成立さえ考えられぬ程なのである。そして先走って云えば，この後わが困の都市独立住宅の

7＞和辻哲郎「日本倫理思想史」下巻：岩波書店，昭和27年刊．

8）ここでは瀬沼茂樹「近代臼本文学のなり立ち，第2部，家と社会」によっている：河出文庫，19A。昭

　和30年干彗．



66

様式は，

あった。

木　村　徳　国 16

ここに掲げられた近代的家庭像を目指す生活思想の発展の方向にむかって進んだので

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都市生活設備の発達9）

　　また明治開国に伴なって輸入された近代技術による都市の各・種公共的設備も後の都市生活

に重大な影響を及ぼした。特に控宅に関わり深いものとして，電燈・都市ガス・上下水道事業

が上げられよう。

　　燈火わが国の電気供給事業のはじめは東京電燈会社で明治20年（1887年）の末か

ら架空電線による電燈の供給を開始し，23年の暮から電力供給をもはじめている。ついで神戸

（明治21年9月1，大阪（22年5月），京都（22年7月｝，名古屋（22年12月），品川（23年4月）以下各地

に電燈会社の設立が見られ，明治25年末には会社数11，電燈供給戸数7，133，取付男数35，647

に達したが，主として官庁・兵嘗・会栓事務所が主対象であり，石油燈に比較して高価につい

たから，一般家庭には浸透しなかった。

　　　　　　　　　　　　　第2表　　東京市内瓦斯燈・電灯数の対照

戸 数

　無　　　　度

・9・・鞭治33釧
19G2孟｛三　（　同　　35左套三）　　i

、9。4三岡37年■

、9。、年嗣39蕉■

・9・8年（同・・年一

・9・・年（岡43年）1

・9・2年嗣・・隔心

ガ　ス　燈

灯 i奴

エ2，483

17，036

24，484

39，130

67，870

86，538

267，560

電　　　燈　　　　ガ　ス　燈

　6，s46　1　60，0s2
10，0sl　1，　77，001
　　　　　　1
　13，885　1　103，733
34，406　li　i42，7e4

　79，252　ll　201，829
113，812　1　267，364
　　　　　　1
360，152　1　667，701
　　　　　　i

電 燈

　57，924

　76，171

106，977

191，444

344，571

490，341

1，177，448

　　またこれより先ガス燈事業が明治7年から京浜地方で，また神戸・大阪では34年・38年

に行われている。そして第2表に見るように東京ではrl露戦争当時まで電燈と対抗し得ている

が，その後電燈が圧倒的に進出する。この戸数には官公庁・会社・工場をも含んでいるため，

東京の全戸数との比較をなし得ない。しかし一般的に見て，住宅へ電燈が進出するのはこの表

からも，明治43年以降であることが推察できるのである。

　　そして明治時代の都市住宅の燈火は一般的には明治初年来の石油ラムプと考えて良いので

ある。

　都市ガス　　都市ガスは上に触れたようにはじめは主として燐火として利用された。それ

9）この項は主として「明治文化史」生活編・風俗編：隔国百年紀念文化事業会編，洋々社，昭和31年刊

　わよび「朋治工業史」の関係篇を参考にした。
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が熱用に供されるようになるのはおよそ明治42年以降である。　この頃都車ガスの供給会祉も

続々と設立され，その主なもの，明治40年以前ではエ0祉に過ぎぬものが，41年には新たに2

社，43年には新たに8社，43年には岡じく23社，44年には20祉，45年には11社の設立を

冤ており10），そのすべてが旧庵用ではなかったとしても，ガス供給の普及を想像することがで

きる。

　　そしてそれ以前の家庭用燃料は薪か木炭であったが，帯ガスの供給は台所を縮少する方向

に向かい，主として大正時代の住宅改良でとり上げられることになるのである。

　　上水道　旧式の上水道は措き，近代技術による都市水．道は明治23年の「世道は了1澗r

村其公費を以てする」ことを定めた「水道条例」発布以降に，3府5港またはこれに準ずる都

市に多額の国警補助を行って建設されたと一般的に考えて良い、、これより早いものは横浜水道

伽治10年），函館水道（明治22年）で，以下長崎市水道124年），大阪市承道（28年〉，広島帯水道

（31年），東京帯水道（31嫡，岡由車水道（38倒，紳戸押水一道（38鋼，下関水道（39綱等である。

このように水道事業はもっとも孚く公益事業として確立されたが，大都市の末端にまで水道が

供紛されるのは，実は大li三時代をまたなくてはならないのである。

　　下水事業　　一方下水事業の普及は上水より遙かに遅れる。大正元年の衛生局年報は，

　　　f下水道の築造は全部一時に起工するは甚だ稀にして，多くは全市又は全町を区副し，其の一一部より

　　漸次起工するを以て，竣工を告ぐるも亦従って一部つつなり，故に上水道の如く，起工竣功の年月を記

　　すること難しと難も，本月末に於て完成したるものと未完成のものを区別して列記すれば左の如し。

　　　　完成のもの　　仙台市・神戸市1下関市・長崎市

　　　　未完成のもの　　東京市・横浜〒i／9・名古屋市・大阪市・一癖県関石町・隅山了i∫・広島市・函館区」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（県名は除いた）

と告げて，明治末年の状態をおぼろ気ながら推察することができる。

　　そして以上を通じて云い得るのは，明治という時代の大都1：1了が社会経済的にまた思想的に

近代的都布住宅を発生せしめる基礎となった事は簡単に触れた通りだが，明治年間を通じて技

術的には全く前代の水準にあったことで，都市独立住宅もまた，環境条件としての都市からは

可能性以外には何ものも受け得なかったということができよう。

住宅洋風化と都市小住宅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　洋風建築技術の輸入

洋風建築呪術の輪入は，輸入の形に着工1すれば，コンドル先生の工部大学着壬1丘朔治1G年）

10）明治工業史化工篇，p．173．
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をエポックとして，大きく前後の2期に分けることができよう。

　　すなわち前期は御雇外人技師らの捲導による直接的かつ非体系的輸入期であり，後期は工

部大学造家学科を通した間接的だが体系酌かつ正統的な輸入期である。もっとも工部大学造家

学科の第1園卒業生は明治12年に出るので，　現象的に邦人建築家による輸入が進められるの

はもっと遅れると考えなくてはならないが，工部省の建築関係外人技師も大体明治13・4年に

は解傭されているから11），萌期的直接的洋風輸入は案外早く終ったと考えて良かろう。そして

この後約30・年，明治40年代に入ればいわゆる「様式論争」の存在にも推測できるように，技

術的には洋風建築は一応わが國内に消化されたと考えて畏いのである12）。

　　そしてここに輸入され，消化された洋風建築とは，主として木造ないし組積造による様式

主義的建築であり，また当時の新構造法たる鉄骨構造，後れてコンクリート構造であり，また

ガラス等の新材料であった。

　　そしてこの往宅への反映は，当然ながら明治大邸宅を通じて進められたのである。またそ

の洋風採用のあり方は後の中流住宅に大きな影響をおよぼしたと考えられる。が，都市小住宅

にも洋風化の例は皆無ではない。われわれは以下，まず住宅洋風化とあわせて明治時代の都市

小住宅をかえり見ておきたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　銀座煉瓦地

　　住宅洋風化が大邸宅を立役者として進行したのは上に触れた通りだが，明治になってもっ

とも早くかつ大規模に洋風住宅が建設されたのは，かえって大邸宅ならざる連続住宅，いわゆ

る「銀座煉瓦地」である。

　　これは明治5年の大火後，直ちにウォトルスの計爾に従い，南北は京橋から新橋に，東西

は数寄断橋から三原橋に及ぶ地域にわたって，

　一、入民苦情ヲ嘱フルァリトモ東京府二於テ改正ノ趣意家屋ノ有益ヲ巨細説明承服セシムベシ（明治5年）

という政令のもとに，明治5年頃ら岡10年にかけて建て進められたものである。その建設経

緯については「銀座煉瓦街建設始末」13）がもっとも詳しい。

　　建物には4級の区別があり，

　　　「其第一等ノ建築法ハ家屋ノ鋼面高サ三舞迄ノ壁培ヲ造り家屋ハ三丈ヨリ四丈迄ノ高サニ建築スベシ

　　第二寵遇高サ＝：丈五尺二過ギザル壁培ヲ置キニ丈ヨリ三丈迄ノ高サニ家屋ヲ造ルベシ

　　第三等ハニ丈ヨリ高カラザル壁培ヲ造り高サー丈二尺ヨリニ丈マデノ家屋ヲ建築スベシ

　　第四等川舟サー丈五尺ヲ越エザル壁培ヲ築キ高サー丈二尺以内ノ家屋ヲ建ルナリ（下略）」

11＞石井昭「工部省の営繕事務について」こ学会論文報告集，No．60，昭和33年10月刊．

12）拙稿「開治から大正へ」：建築雑誌，昭和25年，No．761．

13）東京都史紀要第4．r市区改正の端緒一銀座煉瓦衛建設始末」：東京都総務局交審課，昭和25年刊（ガリ

　　刷り）．
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というので・1等は「京橋より新橋にi蓋る間の銀座逓り」，2等は「その他の大遜り」，3等は「新

道および横町」に配置されたのであった。（4等不詳）

　　こうしてわれわれが当時の錦絵等によって親しい，前西にオーダーを並べた銀座遜りが現

出したわけだが，建築史的にはその洋風建築技術，都市計画史的には↑1∫区改正の端緒として，

また扱術丈的には煉瓦等新材料の製造に関3坐して大きな史的興味を存するのである。

　　しかし住宅史的にはいかがであったろうか。これがわが国はじめての，市民生活に直接的

関連をもつた洋風建築であったことを思うとこの点を逸することができない。そして当時の往

宅観＝：生活思想と煉瓦地との関係は，遂に両者の綿互拒否に終ったと考えられる。

　　たとえば「明治事物起原」は次のようにいう。

　「（前略）これより深き，煉瓦婬築の令二つるや，煉瓦内に棲むべきものは，唯家守娯舩の類にして人

蒋し之に棲む時は，必ず膏膨れとなりて死すべしとなし，町民大いに反対し，名主笠原五郎兵術等を

総代として，総門：罫に陳馴したりしが，顧みられずして工事は進捗せり，故に其落成を予ても，最初は礁

一人棲む者なく，明治7・8年頃よりは，香貝師が此の煉瓦空家を織り受けて興業物に用い，一種興行区

の観をなせり，今其の重なるものを挙ぐれば，銀座二丁昌に熊の相撲，竹川町に犬の踊り，銀座四丁日

に貝細工，竹川町なる榊厭健吉の笑覧会など，明治12・3年頃までは，恰も大阪の千日煎，浅略の奥山

に彷佛し，代る代る極々の見世物掛りて，客を呼ぶ榎れ声のみ喧しかりし。燕もはいれず改正の赤煉瓦。

冷呵」

　　これは明治も融く初期のことであるから無理ないとしても，明治中・後期においても，や

はり，在来和風生活と煉瓦士也とはとけあっていない。永井荷風は芸．妓屋となった「三等煉瓦の

貸長屋」の内部生活を次のように写している14）e

　「俗に三三等山臥の貸長屋と云はれている此の農の二階は，今日でも朋治初年を追想される荒廃した一

種の記念物とも見られるだけに，不慣議な穫拙なく不便に出来ている。立てば丈身の融くほど低い天井

は紙張りにしてある為めに，二野と見られぬばかり，鼠の小便と薩漏りの斑点と，数知れぬ切り張りと

に湾され，間数は襖を引き得可き敷居の溝を以って境とすれば三腿と数えられるのであるが，梯子の下
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シあミネリ
ロの一澗と，それに：続いた次の闘とには，丁度西洋室の媛炉の煙筒を見るやうな太い煉瓦の柱が突出し

ている為めに，出れも二帖半と三紳lii半と云．S、やうな不思議な畳の半数を示している。他の一・腿だけは梢

々広く，八帖ほどの畳が敷かれてあるが，後から付出した一闘半の押入がここにも邪魔らしく突lilして

いる上に，次の間を区切る敷居の上には，どう考えても解釈のつかない飛んでもない処に，細い柱が然

も2本並んで立っている。　最初男は増着（芸妓）と二人でこの貸騒を見に来た時，猫に爪を磨かせる為

めわぎわざこんな柱を立てたのちやないかと云って笑ったことがあった。」

そしてこの2階の「みしみし鳴る梯子」の下の1階は，　「手で押せば直ぐに抜けるかと危ぶま

れる斜壁」で仕切られて，こちらは「僅かに三帖の一閥も二野道具のさまざまに狭められて，

下女一入がやっと寝起きされるばかり」になっており，向こうは煎餅屋が借りていて，「年寄

つた煎餅屋の老禄の咳嘲の声」が絶間なく聞こえるのであった。

　　ここに明治の都市庶民生活と煉瓦地碧倉風建築との違和　　不調和にしっくり肴かぬ様子

14）　永井荷風「新橋夜話」中「風邪ごこち」明～台42薙稿．
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を，ありありと見ることができるであろう。

　　つまり，「条約改正の撮め」東京の玄関1：1を「立派に」築こうという臼的から，「入民苦情

ヲ唱フ｝モ……承服セシムベシ」という政令によって，官が強圧的に試みた銀座練瓦地は，そ

の街並みの外観によって，洋風建築の一端を都市民衆に｝三1像づけたとはいえ，生活の場の建設

としては完全に失欺だつた。そしてかえってこの後の都市庶民の往宅観聰生活恩想に，「洋風

住宅とは住み難いものだ！という印象を与えなかったかが危ぶまれるのである。そしてかかる

結果をもたらした最：大原詠iは，限定された庶民生活の本拠を・蔽ちに直写臼勺に洋風化したところ

に存したと考えられるのである。

　　上は洋楓梅田の癬∫鮒に行われた様式的洋風輸入の1例に過ぎぬが，技術的な面での小住宅

への適用の早い編を明治9｛iこに建設された札幌近郊琴似兵村に見られるキングポストトラスの

使月ゴに怠ることができる。これは都市住宅とはいい難い国字平爾のノ」・農家（3．5閥X5間）だが，

一種の団地焦．宅であり，ポストが陸材から抜けないように大きな犬釘を使用したのである。こ

れも小住宅への洋風技術適用の1ヲi髪容として注意してよかろう王5）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都市下1曽住宅と綱限法令

　　都市の小住宅について続けて云えば，洋風輸入の後期つまり明治14・5年以降でも，防火

のためというような宮よりする強制を除いては，洋風化はほとんど例を見ないとしてよい。こ

れはみつからの中に技術的向一ヒの余力を持たぬ小倥宅として当然のことである。しかし，時勢

の進みにつれて，官は法的制限を発し，小住宅にも多少の向上が見られたのも事実である。そ

してこれも都市的背景であろうから，洋風化からははずれるが，一瞥をここに加えておこう。

　　そしてこの場合，かかる制隈法令の対象になったのは，当然都市最下層の住居建築であっ

た。明治に入っても，かかる住居建築の多くは，前代江戸期そのままの「棟割長屋」建てであ

った。その比較的早い実状を，われわれは，西田長寿編「部市下層社会」16）中に歴然と見出す

ことができる。

　　しかしここには，建築雑誌に．最も早くあらわれた新形式のスラムについての報告18）を引い

ておく。

15）筆者らの採拾による．

16）西田長寿編「都市下層祉会」：生活社，昭和24年頃．

　　このうちには，1．最暗黒の東京，明治26年．

　　　　　　　　2．貧天地磯寒窟探検記，明治23俸．

　　　　　　　　3．大阪名護町貧民社会の実況紀略，明治21年．

　　　　　　　　4．東京府下貧民の真況，明治19年．

　　が収録され，また開治時代スラムの解説が附されている。

18）建築雑誌，明治34年，No．171．
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　「貧民窟の実況（本所横1騨∫）

　本月半ばのことなりき。窪田内務書ll己富，松井警視庁第二部長，繍岡鼓師等打揃ふて，本所横1駅∫七

十番地なる貧民窟の実地探検に出かけたるが，今・その取調べの要領を聞くに，

　此等貧民窟に於ける家主が家屡建築の揮｝的は営利專門にて，小資を投じて赤貧者を相手に便溜の貸屋

を為し，利益を得んとするにありて，

　家主の身分といえば所有者は本所塾則∫十九番地平斑木賃宿営業者にして，長屋内には男IIに差酎入の知

き者を置き日i卦け，即ち家賃の集収其他の整理を為さしむ

　建家の構造戸数は木造平屋瓦葺｝こて総建坪三十六坪六含寿ミ，巾央に三二尺の通路を設け，その突当りIC

は大便所一四所，入目の右方は炊1↓賜，左方六畳敷の懸は世ill尋人の縢室其他，通路の霜鋼に九側，左側

に八個の三畳敷の貸室あり，都含一一棟に十八彌の世幣を構成するものにて，現在届住人約六十人，此の

建築費額は八百三菰“1’一円余，勿論所有者自己の所持金にあらで，他より惜り入れたるもののよし，家賃

額は崇三畳敷一一室にて月額二型＋銭，毎日七銭の日掛けなれば，従来の貸屋に比すれば決して低廉なら

ざるも強て窮属を忍ばば多数の家族を有するも，それがため増額せられるることなきを以て木賃宿の宿

料は安し，而して此黛畳敷一室に多きは六人の家族を有す

　貸屋に居住せる者の意陶を児るに居住者の便利とする処は畳建県其他不充分ながらも，炊事具の備付

あれば引移り当日の如きも日掛七銭を入るれば敷金は勿論其他総ての雑費を要せざるが故に，至極簡便

なりと礁も，彼等が不便なりといふを聞くに，共岡生活の有様なれば，炊嘉場の狭隆なると，制器呉の

不足なるにより，毎日一寛の特闘内は非’1轍こ雑踏を極め，通路の如き僅かに三尺なるが故に往来の不便

非常にして，実に困難なりといふ。されど彼等は闘より其1器ヨ難を家主に訴ふるが如きことは為さぎるが

如し。又彼等の生活の状況に至りては十申の八九は却て世人の想像するが如く自己の不幸を怨むなどの

念なく，偶々余裕あれば飲み喰ひ，酔ふては眠り凡てを飽くほど酒食に費し去りて，意に介せざる者の

如く，至って楽天的のものなりとなむ。」

、と考えられ，

央に3尺の中廊下をとった長さ約10間rD約3聞主iムの短形平面となり，平面のみをとり一しげる

．と，むしろ洋風の影響さえうかがい得るのである。

　　それはさておき，以上のような現婁に臨んでは，対策は法的舗限をカ：iえる外はない。明治

38年の建築雑誌（No．228）は，当時東京警祝庁で調査・立案中であること，またその主眼は

「ペスト等悪疫予防の為」で調査は特設した防疫評議会が行ったこと㈹40年No．241）等を報

じている。　そして明治40年3月1「｛にわが国はじめての「長屋構造制限令」が警視庁管下の

東京府下一円に施行されることになったのである19）。

　　その眼｝讐1は第3条にあって下記の通りである。

こ．の居住者はもとより未だ鳥脅的無産労働者ではなく，人力車夫とか一一一一・銭島人また小職入

　　　　蔚近代的都市下1蛍華収入者であるが，上掲からこの長騰の平面を画いて留ると，中

第三条　長羅の構造は左の制限：に従ふべし。億レ；二蟷の状況又は鑓造の方法に依り本条に依り難きとき

　　　　は予め所轄警察窟署の認可を撒くべし，

　　　　一、一棟の戸数は十二戸以内たるべきこと

　　　　二、幅九尺以上の通路に面せしむること

　　　　三二、崖後及び偲而には幅三尺以上の窒地を存すること

　　　　四、床下の地盤は前面の通路面より高からしむること

19）建築雑誌，明治40年，No，242，庁令全文収載．
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　　　　五、敷地の土質不潔なるときは更に盛土をなすこと

　　　六、建物の土台下には麦：石を布印すること

　　　　七、床下の周囲には適当なる換気設備を為すこと

　　　八、馬引の床は地盤上高さ一尺以上たらしむること

　　　九、床板は容易に取外し得る様施工すること

　　　十、住室の天井は床上高き七尺以上たらしむること

　　　十一・騰根には軒樋及竪樋を旧くること

　　　十二、一戸毎に仕i入i：1の外根当の換気採光設鮪を為すこと

　　　十三、共間便所を弾くるときは酌面の軒下以外IC於て少くも六戸に一極所を恥くること．但し共

　　　　　団硬所には感取を附設するを要す

衛生上特に必要と認むる揚合は地域を指定し前項以外の1榔興を命ずることあるべし

そしてわれわれは，かえってこの条文に盛時の都市低額所得者の往居水準を推察すること

ができるのである。

　　かかる制限法令は次いで明治42年に大阪府で施行され健築雑誌，40鰍No．273）やがて「各

地方の状態により多少の取捨を為し」て全国的に押し広められることになった。個43年，No．

281）が，その骨子は上掲東京警視庁令とほとんど変らないものであった。

　　そしてこれが現実に実効あったことは，明治42年大阪北区大火復興の視察談綱明治43年

No．　280）．

　「繊蹴上bの乎並を晃るIC，普通の長屋建ちは従来のに比すれば天井も高く普請の仕方も頗る將燗に

出来居れり，こは例の建築規則を改正して床下や天井の高きを一定の制限を附したること，四分の一以

上の空地を置かしむることとなりし類面の結果なるべし，随って，家賃も従来に比すれば三四割方高価

を嘱へ居る模様なり。」

に明らかに見ることができよう。

　　その他明治年中の建築雑誌は，都市下層の住宅について，

　　明治42年には，東京市営で築港埋立地に家賃8～16円半の曙町住宅207戸その他を建築

する法案の通ったこと。健築雑誌，明治42年，No．274）

　　明治43年には，　硝子窓を備えた「西洋式貧民の長屋とも云ふ短き」下谷区入谷町千番賄

の竣工したこと。（同43年，N（）．　277）

　　明治44年には，東京市が「細民救助の一方法」として，浅草玉姫町の1530坪の敷地に総

建坪330余地の公設長屋7棟その地を建て，「構内には樹木を植え処々に瓦斯燈もあり，細民

にとっては全く極楽のやうな貸屋」たること。飼44年，No．　299／

　　またその成績が良かったので，翌45年に東京市電気局が，「電車車掌・運転手・其他下級

従業員」のために「生活を簡易ならしむると同時に，一方是等下級吏員の衛生状態を善良なら

しめんとの方針」で計画が進められていること。飼45年，NQ．301）

等を報じている外には，目につくこともない。

　　以上においてわれわれは，明治年中の都市下層盤宅では，洋風化ないしその技術的居住水

準の向上も，すべて上から「与えられて」はじめてあり，そして自らにおける住宅観竃生活思
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想の発展はほとんど見られなかったことを知るのである。

　　ただ上掲中には，後に大部年間に大いに即題となる都市住宅の二会化の傾1向が既に芽ぶき

つつあることを見出すであろう。

　明治時代の大邸宅2。〉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明治時代大邸宅

　　次に眼を明治時代の大邸宅にうつす。われわれはここに，小住宅の場合とは比較にならぬ

洋風化を見出す。そして結論的に住宅の洋風化は大邸宅を遵じて行なわれたとして良いのであ

る。その主宰者の多くは，宮家・公家・IEI大名・また並んで，かつては下層武士や上層庶民か

らでて，維新の遂行に力あった高級嘗僚また豪商であり，明治17年の制令によ1り華族と化し

た人々であった。そしてこの時代の大邸宅は，当時の資料としてもっとも重い建築雑誌に眼を

通すと，約30件ほどを冤」∫｛だすことができる。

　　このうち，建築雑誌発刊の明治20年より以離のものは，iFl黒沼侯邸・毛利侯邸また2，3

の嘉詩をあげ得るが，多くは柳島訪中に触れられるもので，詳細は判明しない。

　　次に明治20年以降のものは，表21）にして示す。記事の精疎にかかわらず抜いたので，必

らずしも明確なイメージを得ぬものも多い。

　　しかし通覧して第1に気附くのは，大邸宅の多くが明確に分離した和漸il藝居館の｛ji　：si（1から

成っている事実である。（策3雨中，形式の欄に示す。記入ないものは和館部に触れていないも

の。しかしその多くは：和館部を有していたと想像し得る。）しかもそれぞれは建築様式的に大体

純粋な姿を見せている。これは大邸宅としてまさに特殊な性格によると考えられるが，われわ

れはまず構成各部から眼を通してゆこう。（表割，資料所在欄の数字は建築雑誌の輯・号・頁

を示す。※を附したものは資料が乎下に欠けて漁れなかったもの。明工史建は明治工業吏建築

篇を示す）（第3表参照）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大邸宅洋館部

　　まず洋館部に着目すると，その建築としてのあり方から，およそ次の3種に類心すること

ができよう。すなわち，

　　1。極初期の，洋館の珍らしさにひかれているもの。建築様式的には未完成。

　　2．建築様式を重視したもの。煉瓦造ないし石造2階建て以上。限られた最高級の邸宅。

　　3．主として生活上の必要から求められ，木造平麗などで，親しみある洋館。比較的小規

　　　模のものが多い。

20）この項は拙稿「住宅史的に見たる1男治期大邸宅」：　北大工学部研究報告，No．16，昭和32年6月刊に

　　よっている。

21）脚註拙稿中の同表と多少の相異があるが，筆者の醗のメモによる前表をここに新しく当り甑した為で，

　　前の表には2，3の誤記があった。廃棄することにする。
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第3表　閲治期大邸宅

名　称（所＝在地） 形ぺ欄分二月 構造・階数 様 式

渋　　沢　　邸
（兜　　　橋） 洋館部　　20年頃

出　田　伯　邸 洋館部

神奈li際知募酪舎
（横浜虜伊郷∫）

穂　積　氏　邸

　　　　　23．　3．30洋館鵜1　　　　　　　　　　木造2階建　　　　　23．　9．26

山　県　公　邸

伏　見　宮　邸

灘晦：二 L
ヨ

洋館部　24：一

一一一一一一一一一一一一…一一一一一

@1

海軍大臣官邸
（日　比　谷）

一　　条　　邸
麻坂区：福音町〉

平　沼　氏　邸
（横浜市老松町）

和洋．脚立

三四二1二二ニゴ：1甑2階建

I

iフレンチ．

i　　ルネッサンス．
l
l

聡［館都

洋館部

　　　　　煉瓦2階建
同　　一ヒ

24．　5．一一

24ゆ一一．一一

24．　7．一一

1
　煉瓦2階建

1木造，階娃

（騰灘：だ

　　　　　　1

禾・灘立　混一1

鍋　島　侯　邸
（永　旧　町）

1洋館部39：1：二煉瓦・・砦建

細　川　侯　邸 1洋館部　菰こ：二：願211腱

岩　崎　別　邸
（深　　　川） 和洋併立

浅野総一郎邸
（芝区田町）

和　　風

洋館部　22：く＿　煉瓦2腿

和館部 〟F金：π朔建

31．一一一．・一一

　　　　　木 造 御殿造り

黒田長成侯新邸
（赤　　　坂）

和　　風
31．一一一．一一一

34．一一一．一一 大名風
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坪 数 設 山岨 備 考 資料所在 図の有無

川開金吾

2一　20－141

4一　41一43×

25－292－270
4一　43X

1舞踏室窓側之躍1
1

渡　辺　　譲 3－3eX 平時「図・立酬累i

（総建坪1

　　　140坪8

i

I　Jr－so－43

1

　3－29－90X

i輔図・建図

E

i／㌻墜熊1
3！－372－ISFI　8　　　　　　夕圭観側茅∫（1当ii

片　山　東熊

200ま単652

4一　39－49×
31－372一｛多付8 外観写爽1葉

・ン・・雛難爾搬47に耀ま1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1一一一

6一　47×

6一　67－214

6一　70－285

47－566－147

∫一州f図・外観図

58　！’xii　3539

　160坪　　片山東熊

同 上 6－70－285

腿二1二史建p．746
31－372一【三付8

47－566－147

　　101郵ド77

（総建坪）

　　　315坪

高橋慶次郎

外観写莫1葉

i（延坪〉

141卦詳07

本建築の蟹三督には辰野金吾，片
山東熊も関係せり

6－71－322

坂本復硝

煙山東熊
建築雑誌47－566－147によれば
明治25年竣エ

撃購。P＊．74S】

5一　59－267×

47－566－147

3　L－372－ISfiS　8

47－566－147

正画図1葉
平爾1蟹

コ　ン　ド　ル

786坪84　岡本春道

400坪　研東忠太

外観講習1葉

駐層］二史建P．746

25－292－221
47－566－146

25－292－221

木子清
’tエ‘t

@　」烹刀く　　　　！、

　　　応接間のみ洋風
敬
　　　建築雑誌47－576－1390によれ蔵
　　　ば設計者は織田仙告

顯㍗懲羅1
　’一L””””””’’’”””’1”’”””’一一””’ww””’一”’

、1＝｝響　i
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名称（所在地）

大　　隈　　伯　　壕‘

（早　稲　田）

形　　出

迎口洋併工工

判明部分，

　　　　　
洋館部i

謬モ朝

34．12．・一一一

35．　8．一一一一

構造・階．数

木造∫lz家建

　　　　　　i
1く三貨21zak．土「tl＝i室ト

　　　　　　i

様 式

住　友　溺　邸
く須　　　摩） 洋　　風

33．　7．…一

36．　4．一…

渡辺千秋邸（高　　　輪）

松　方　・侯　邸
　　　　　　　　府1洋供人五　　（芝）

洋館部 38．一一…．一・一

　　　　　　　E
・・ニヤルスタイル1

和鮮1部　　　同　　 ＿ヒ

洋館部 38：11：＿　煉　瓦

和脚部

前　　1ヨヨ　．侯i　邸

体郷川州富士町） 洋館部
36．　1．一一

40．　5．一
煉瓦2階・地階　　ルネッサンス

伊藤公信邸（恩　賜　館）

三三井八郎次郎男邸
（麻　　　布）

岩綺弥之助男邸
　　　　醗！

和　　風

．．．一．一山．』．．．…『「一一．’． @　1．．’．．』．．．…．－…．T’t．一

洋館部　21：三：＝

笥　　1．
　14・di噸陸造
一”．　［．．　．．．　．．　一．一．　．1　．．　．．‘．um．．．．．一．一一．．

和洋．併立

和館部

洋館部

北白川宮新御殿
（高　　　輪）

　　　　E
　　　　洋館部
和洋構立　i、一＿．．

　　　　1
　　　　1和館部

纏壽．巨瓦

42．一．一

同　　上

三三SFノ又自区次貞殴耶

．（赤榊岬丁）

竹　田　宮　邸

岩　　崎　　邸
〔品　　　∫【D

岩　　崎　　邸
（本　　　郷〉

和脚部

洋館部

洋館一部

32．一．一一一

42．一一一．一…一

43．　一一　．　一一一一

煉瓦2階建

木造平家

I
l

i

㌧レンチ
…　　ルネッサンス

　御　所　風

洋　　風

和洋．併立

1　　　一

［石造・膿

1和胴部
1

明治末年
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坪 数

12：L　tl’撃堰@21

（総建坪〉

146坪

設　計　者

保岡勝也

傭 考 資料所在

15－177－287
16－191－335
20－230－117

野口孫一　猿築雑誌47－576－1374によオし　17一一199－369
［1　高　 ｝Yie　　ば拶型幅35左｛三£起工，　竣工は同じ　　47－576－1374

し好幸一 隅工曲馬p．746

図の有無

外観写真2葉
平面図

　外観，内部写真
　各2葉
　きi乙面図

　木子丁丁ユ

コ　ン　ド　ル

山 上

47－576－1375

170坪

（総建坪）

　　2ユ4」平109 渡　辺　　譲

　　　　　　　　建築雑誌22－253－34によれば
傍藤満作　　「明治41年1月5日新邸に移る」
　　　　　　　　とあり

コ　ン　ド　ル

24－281－243

頃乱川［二史冊p．747

22－263－465
47－576－1375

22－253一一34

24－282－243
25－292－221

外観冨真1葉
内部写稟2葉

720坪
24－281－243
25－292一巻宋

内部写真3葉
平所1図1

（継〉・9酬・ン・・

200坪

700坪

22－256－186
47－576－1375

26－302－94

　同　　上

木：子清川
（顧　　圏

」｝’一　［II闇闇 P

16－182－70

31－372司…縫8

コ　ン　ド　ル 25－292－219

外観写真2葉

外観穿爽1菜

西洋館180坪
蒸突場60坪

550坪

24－281一一243

同　　上
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　1，極初期のもの

　　この代表例としては，赤．坂黒田侯旧邸を代拳玉例となし得よう。これは明治4年起工7年に

竣ユニしたもので，非常に果い実例である。その珍らしさによって，竣工に際しては明治天皇も

行幸しており，その後多くの華族達が参観している。

　　建築雑誌糊治32年，No．150）は外観3葉室内1葉の写真のみを掲げ，平而に触れていない。

その姿は2階建瓦葺（構造不詳，或いは木造か）で，　軒先破風を支えるモヂジヨンを密に軒裏

に並べ，切妻頂部に，棟飾と懸魚様の装飾を有し，札幌窟に現存する初期洋風建築に良く似て

いる。改築に際してこの建物に触れた建築雑誌は，

　　　　「極初期の）珍建築にして，……其体裁何となく未だ全く欧風の趣味を艦囎せざるが如き所あると同

　　時に又無邪気愛すべき灘気と之に伴へる大胆弓削なる手法とを存し，本邦建築歴史上の好標本となるも

　　　のなり……」

と評している。写真によるとマン1ルピースを備えたその室内は，無飾のシックヒ仕上，装飾

はシャンデリア釣元を中心とした円形メダルにレリーフあるのみで，札幌市豊平湖棚治14年〉

室内に配似している。

ノ

　2．様式卜書館

　　様式的居館の代表例としては，片山博士設計の前田侯氏llなどが挙げられるであろう。これ

らは宮家邸・旧大名邸・大資本家邸等，極めて限られた数のものであるが，ヨーロッパ風下邸

宅のわが國にそのまま移入されたものと考えることができ，住宅史的によりも，建築史的によ

り意義を有するものと考えられる。

　　建設年代により，また設計者により，岩崎邸のヴェネチアンルネッサンス風，片山博士の

フレ・ンチルネッサンス風というように建築様式を異にしているが，その比較的純粋に様式的で

あることにはかわりがない。

　　今前田侯邸醐治40年〉を例にとると，諸室配躍は形のごとく，「1階は主として玄関・脱

帽室・応接室・小客室・客室・食堂・配膳室及便所」その他，2階には「夫人室・婦入客室・

書斎・図書室・寝室・化粧室・浴室・便所および従者室等にして，特に広問の一端に閑室」が

設けられた。また半地下の地階には「喫煙室・転回室・厨房・庖丁誌所・食器洗場・麟置場・

食料置場・石炭置場・取次入詰所・倉庫及温水機械室」等がとられ，自家用水道設備また米国

製温水媛房設備を備えたのである。

　　また室内仕上げは

　　　　「玄関床は常陸産黒白寒水石を交へ隅切四半敷きとし昇降階段には同地産儀寒水石を胴ひ腰羽隅には

　　長押及幅木は秩父産蛇紋石を岡鏡板は美濃産霞石を以てし周壁，化粧柱，柱台，柱頭虻田壁の知きは総

　　て福島産霰石其他壁寵左右化粧額縁，広間入口「アーチJは怠れも階段石と閲石にして同額七飯は美濃

　　産附石とす又「アーチ」麦柱の用石は腰羽厨長押及幅木に岡じ玄関及広聞入「鯉磁腰唐戸は総て槻製仮

　　漆塗りにして玄関唐戸leは真鍮製唐草模様の彫刻物を又広間唐戸同欄間には草花模様の寓蝕破璃板を嵌
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　　劃せり。広間は入口枠及唐戸とも桜製にして其鏡板は寄木張りとし醐壁，化粧櫨，裸櫨，柱台及腰羽目

　　　は各々霰石又は蛇紋石を用ひ其樹二縄壁は淡紅色の漆喰塗にして天井は格天井臼漆喰塗りとす緩煩諮飾は

　　美濃産の霞寒水石を用ゆ脱囎室は建町会表にして総扉は「ステインド」破鋼板を装遇し天井は臼漆喰塗

　　　り周継及床張りは広周に闘じ澱々J　　　　　　　　　　　　　　（建築雑誌，靭治41年，No．263巻末）

のごとく，これは内外の写真から見ることができる。なおこの建物は延204坪109，建築費ユ9

万5千余暇，装飾費は家具費・食器費を奮めてiユ万円許であった。

　　上掲のような実例は渋沢邸でも岩崎邸でも住友邸にも…条公邸にも見ることができるが，

ここには略す。

　　しかしここで注意しておかなくてはならないのは，住宅設備の輸入がこれら高級の大邸宅

を通して行なわれたことである。われわれは上例に温水媛房の1瘡町入例を見たのだが，同じころ

の岩崎邸でも，わが圏はじめての英国製真窒掃除機の｛吏用や，また英隊1製土耳古風呂の特牛等

を見いだすのである。つまりかかる新らしい住宅設備も，建築様式の完壁とともに大邸宅を通

じてわが国に輪入されたのであった。

　3．親しみある洋館部

　　小規摸の親しみある洋館部の例としては，たとえば皐稲田大隈邸が」二げられよう。これは

木造平屋121坪21，軒高18尺5寸に過ぎぬものである。建築雑誌は次のように云う。

　　　　「今其購造を聞くに間柱定木柱見え隠れ何れも1会材にて其内外両｛睡に中貫を筋違に柱を欠き合せ，外

　　都は瓦張りにし其上を漆喰塗りになせり。闘内は総て土目小節を1Bひ光沢消し「ペンキ」を塗り，天井

　　は食堂と客室は木製他は漆喰塗りにして大なる中心飾りあり，尤も堅牢を主とし特に耐震防火の点に注

　　意し，媛勝の如きはすべて瓦斯スi・　一一ブを用う。問内各室の張付は臼地に菱形の模様を附せるものにて

　　綱伯爵夫人の好みよりなり，又ストーブ前飾・窓掛・敷物等は；till藤公砺氏及側夫人の撰択にて注文せる

　　露こて，内外部の「ペンキ」の色も伯爵夫人の好みによりたるものなりj

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健築雑誌，明治35岳1三，No．191｝

　　この：｛絶所は，番斎・主人及び弾入客思・客待・食思・配｝1善室に過ぎぬが，南側にはヴェラ

ンダを有し，威儀をつくろわぬかわりに住み良さそうである。

　　なおこのような比較的簡単な室内装飾法については，　すでに明治25年に建築妙理誌上に兇、

え（No．71），またこのグループに属する洋館部は，ヨーロッパ系であるより主として米li郵風の

系統を引くと考えられるのであるが，やがて，より縮少されつつ，岡時に一般的なものとなっ

て，後の中流住宅の洋館部一一実は1，2の＝月忌・応接室のみのもの一一に変形していったとし

て良いであろう。

　　さて以上3種一一初期のものを除くと2種一の洋風居館は，外観から見て一応独立した

邸宅であるが，多くは渡り廊下によって，和風居館と連絡している。そして小規模のものでは，

大隈邸のように，配膳室を有しても厨房を持たぬ例が多い。
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　　この点について，小泉正太郎氏は「住宅平面の組成一1」22）のなかで，洋館部坪数48坪が，

接客室・書斎・居間・寝室・食堂の5部を含む下限，書斎・接客室は34坪位から13坪位まで，

それ以下では接客部のみとなることを述べている。ここで坪数の絶対値は，少数のまた偶然的

に撰択された例が根拠となっているから遠島が少ないとしても，性格的には首肯し得るので，

上に見て来た洋館部の機能的意味は，先ず．接客にあり，ついで主人の書掻等の公的生活部，食

堂，最後に就寝にあった，つまり洋館部は飽くまで晴の場であった。そして真の家庭生活の根

拠としては在来形式の和風居宅があったのである。われわれは大邸宅洋館部があくまで附属的

部分に過ぎなかったことを，強く注惹しておく必要がある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大回宅和二部

　　洋錠郵が上述のように従属的・附属的性格がti［／lかったとすれば，生活の本拠としての和館

部はいかなる形を示したであろうか。しかしこの点になると実例資料はあまりに少ない。前掲

約30例ほどを通覧しても，紹介されているのはほとんど洋館部のみであり，顧館部について

は触れられないのを通例としているからである。

　　しかし全くわからないわけでもない。前後の事情を参考し，また大崖・昭和の例を加えて

類推すれば，明治大邸宅の和訟訴は，前代大邸宅とほとんど変らぬものであったと考えられる

のである。

　　その理由の第1は，和二部誕事の欠除である。若しこれが従来に例のない新形式のもので

あれば，いかに在来鳥山とはいえ，必ず何らかの紹介はなされる筈のものだからである。この

点からほとんど前代大邸宅と変らぬものだった事が考えられよう。第2に，規模の大である。

先に掲げた諸例には旧大名も数多い。そして新らしく洋風部分が建築された時，旧来の邸宅は

取りこわされたのであろうか。もとよりそのような例もあろうけれど，大くはそのままに残さ

れたに・違いない。住宅は安易に建て替えられるものではなく，まして大名邸とかそれに類する

大邸宅となれば，その結構は軽々に廃棄すべきものではないからである。それゆえこの場合に

は，江戸時代の邸宅は（一部の模様替を受けたとしても）そのまま残されたと見て良い。

　　第3に，大邸宅が純和風で新築された場合，大名邸の様式が撰ばれているからである。こ

の場合には，晴の場としての洋館部を持たぬため，他家のそれとの対抗⊥，一層格式的建築様

式に心が配られたに違いはなかろうけれど。たとえば32年黒田侯邸の新築について，建築雑

露志はいう。

　　　　「然るに今度現侯爵は之を改築し，応接間のみ洋館とし他は皆古昔大名屋敷風に造り門の如きも乳首

　　附長屋門に改めらるs由」（No．16＞

　　　　「新邸は総べて日本古来の様式にて毫も洋風になじまず而も客室等には椅子卓子を列ねて口入の接見

　　にも差支ふることなく爾我が建築の特質を保有し実に和洋折衷の一新機軸として見るべきものなり。其

22＞小泉正太郎「住宅平面の組成一1J：学会研究報倍，　No．6，昭和25年5月刊．
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　　の室の名称は甲部即ち表向きにて広鷺・会食所・表座敷・二階小座敷・受付・車寄・応接室及び廊下・

　　樋・内玄関及附属室・浴室・便灰等四百四十二坪，乙部即ち奥向きにて居間・小座敷・齋：斎・浴室・麗・

　　廊下・奥嬢｝間・化粧室・物鍛及び女申溜閲等百八十坪五分外に夫人居間・息嬢臣1聡及び役所・女中部聡

　　弓台処等なりと云ふ」（No．177）

またほぼ岡じ頃の浅野邸は「設計は大体御殿造となし客間・広問・応接所等は蒔絵を以て装飾

を施す見込」（No．166）等と述べられている。そしてまたわれわれは，町入出身の華族たる房1両∫

三井邸の平面に，江戸時代なら大名にのみ許された格式高い「大広間」の構を，平面の要に発

見するであろう。

　　第4に，大正・昭和の大邸宅の実例を比較的多く載せている「住宅建築図集」23）に見ても，

その和館部の実例は極めて古めかしく，それから明治のそれはより古めかしいものであったろ

うこと，つまり江戸時代とほとんど変らなかったであろうことが推灘できるのである。

　　そしてここにいう古めかしさとは，当然，格式・様式への志向を示すものであり，特に玄

関の構え方，また大広聞形式に発られる室の格式的階層構成に明らかにうかがい得るのであ

る。先に親しみ易い洋館部の例とした皐稲田大隈邸でも憩館部には大広悶形式が見られ，当時

における大国宅和外部の様式ユ導重を推察することができるのである。

　　なお，かかる和風邸宅の餅代との関係についてであるが，われわれは七絶のkYj係より連続

の関係の方を多く見いだすe　それは特に初期においてであって，明治20年，木子疑が大学で

日本建築を講ぜられてより，俳策博士・関野博士をはじめ口本建’築はやがて学問的にもとり上

げられるようになり，大名邸に関しても明治26イ獄こは建築雑誌（No．87）上に論文が兇える。

また野馬たる大二［二についても，大棟距離藤平左衛門氏の名は尊敬をもつて各所に語られ，また

「老棟梁（大川氏）の造家談」伽治43年，No．281）のように工人の談話の記録も冤えるので，大

鈴宅和館部は，主としてかかる跳梁の手によって建て進められたとして良いであろう。上掲中

には大川氏の関係した和風大邸宅（ないし大邸宅憩館部）の坪数・建築費が見えるのでここに掲

げておこう。

田

松

浅

近

小

岩

早

長

中　子

方　侯

野

藤

池

井　男

崎

川

一同

邸

邸

邸

邸

邸

句

調

邸

邸

（Ei白1

（芝：）

（牛　込）

（市ケ谷）

（麻　萄

く本　郷）

（番　lli∫）

（麻　布）

350坪

170坪

4GO坪

300坪

214坪

720坪

550坪

550坪

150坪

8万円

庭」し17ノ了5『r－FLJ

14万円

35万5干円（坪500円〉

地所洋館共120万円

22万余円

ちなみにいえば，これら大邸宅の建築費は大体坪当り4・500「q前後，最小隈150円と抑えられ

23）「住宅建築園集」：清水組，昭和10年刊。
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ており，「頃合ひの普請」として「広さ五十坪・坪二百円，一万円内外」位とここで述べてい

るのは，明治末期における中流住宅の1つの標準と考えられよう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建築様式の折衷

　　上には明治期大邸宅の主流をなす比較的純粋に様式的な洋館部・和動部について触れたの

であるが，大邸宅では建築様式の折衷そのものを行った例を見ることができる。そしてこれも

およそ3者に類別して考えることができよう。

　　その1は，極く初期のものでいまだ正統的な洋風建築を知らず，洋風を爵旨しつつもfElら

折衷的ならざるを得なかった実例である。その謡初の例としては，たとえば文久元年｛1861網

の頃晶川五力闘公使館の資料中24）に見える英国ユーステンの住宅等を挙げることができよう。

建築雑誌はその平面を掲げているが，外入の居宅としてイス座の床は「拭板」とあるけれども，

平面形そのものは武家住宅の平磁了に酷似し，玄関部の実に奇妙なおさまりには，当時の苦心が

見えておかしい。

　　しかしかかる例での折衷は，求めずして生じたものであるから，除いて考えることもでき

る。

　　その2は，明治20年代以降の，和風を主として洋風の趣味を加えたものである。　外観は

従来の和風とほとんどかわりなく，軒下に木造の蛇腹を有する程度，室内手法もほとんど和風

として良い。ただイス座として床の寄木張りには洋風の模様をあらわし，壁は布または紙を張

って大壁平坦にしつらえ，壁附の媛炉を備え，在来御殿風の格天井からはシャンデリアが下る

といったもので，まず宮城西福間（明治22年）25）等で代表させることができよう。

　　また現存する一例に小樽金子邸朔治35綱を見ることができるが，これは多額納税議員だ

つた先代の建築になり，伝えによると内匠寮がかかわったという。上述したような広間を和風

邸宅に含んでいるが，金子邸でのこの部分は，丁度一般的大邸宅の洋館部に相当しており，他

に純和風の表座敷および家族その他の居住部を備えている。上掲黒田邸・浅野邸の一部もこの

寒中に挙げられるかも知れない。

　　その3は，洋風建築を主としそれに和風の様式強要索を混じたものである。かかる実例は

程度の多少を問題にしなければ，ごく少数の様式的洋館を除く他のすべてがこの範疇に入るか

もしれない。たとえば櫛形ペデ4メン｝の頂部に謄破風風の懸魚をつけたり，天井メダイヨン

のレリーフに秋草をモティーフに用いたりするのは明治初期洋風建築の特徴的なあり方で，そ

24）大島盈株「明治15年以鮒に於ける本邦洋風建築の沿革資料」：姥築雑誌，明治39年，No，230．

25）朋治工業史建築篇．
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の1例は佳宅ではないが，札幌豊平馬脳治14年）に見ることができる。かえってかかる折衷法

に当時のわが幽建築家は洋風建築17体化の道を探っていたと考えられる程なのである。

　　そしてこのもっとも極端なものを，われわれは建築家妻木頼黄博士の自邸に！廻、いだすであ

ろう。健築雑誌，「 mo．277）これは階下5間階上4間の大邸宅とはいえないものだが，全体の外観

はドイツ風のハーフティンバーで，スレートの屋根を葺き，塔を突出させた洋風形式である。

しかしもっとも高い棟には棟飾として鵬若様をおき，入口庇の曲線は唐破屈1様を示し，三角形

の切妻部分には懸魚を掛け，上にドイソ農i家風の千木を載せてあり，階上伊上欄間には花野曲

線を旧いている等々であって，評する言葉にくるしむ。しかしこれは建築家の自邸であればこ

そで，ももとより一般的なものとはなし得ない。しかし当時における折衷への志向をうかがう

ことはできるのである。

？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明治期大邸宅の史的位置

　　⊥にわれわれは，大邸宅を構成する秘羊2部について概観した。次にここでは，両者を一

体として憎む明治期大邸宅そのものに眼を向け，その住宅史的位麗を問題にしたいと思う。

　　さて，明治大邸宅の前代江戸時代大邸宅からの発展を問題にする時，第1に洋風居館の附

加に焦点が存するであろう。和餓部にほとんど前進が認められないからである。それでは洋風

屠館附加の最大の意：味はいずこに認められようか。もとより，わが困住宅にはじめて洋風建築

様式が適用されたこと自身にも，大きな意昧が存するであろう。しかし筆者は，住宅史的観点

からする最大の意味は，「生活形の：豊富化jの1点に集約されると規定したい。

　　そして「生活形の豊富化」とは，わが国が従来全く知らなかった，暮らしの方法，その気

分までが，明治大邸宅において試みられ，佳生活がよりゆたかになったことを意味している。

　　加えて，鹿来和風住宅が開放的かつ「憂向き」であったのに比較して，新らしく附加され

た洋風居館はi劉鎖的かつ「冬向き」の住宅形式であった。そしてこの両奢の耀庶的性格は，生

活形営々化のありようを，一層ゆたかなものにするのにカあったのである。

　　すでに明治31年，北田九一一氏は到達宅の和洋2館併立を論じて，

　咄！に謂はゆる貴顕緒紳の邸宅なるものは，多く完全なる和洋の二，館を備ふ。此故に各館：‘｝：に固有の

美を競ひ粋を網羅して更に二遺憾なしとす。即ち寒威七千雲降るのElは，温暖春の如き洋館の炉辺に侍！ノ

齢熱肌を蕩らかすの夕は，閑雅勾配の席上に座して涼風と親しむ。此に至りて住家的人生の快楽も又極

まれりと云ふべし。」健築雑誌，No．144＞

と述べている。これはひとり北田氏のみならず，当時の和洋併立の思想1貧勺根拠を代弁するもの

としてよかろう。そして弼者の対礁的性格｛・ま，撫時にあってもすでに明らかに認識されていた

のである。

　　しかしながら，生活形の豊富化に大いにカあった洋館附加も，大邸宅全体として眺められ

る時には，前代江戸期大邸宅の性格を大きく変えることにはあずからなかった。つまり，江戸
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期大邸宅の住宅観一生活思想はそのまま生き続け，その中に，洋館附加そのものをも包摂した

と考えることができるのである。

　　なぜならば，上にも触れたように，大邸宅における生活の本拠は，あくまで旧来の和風邸

宅にあって洋風居館に移ったのではなかったし，聞蹴こその洋館も，生活の必要からではなく

一一 ﾂまり機能志向に発するのではなく一その格式性・様式性をモメントとして，つまり様

式三富に発して附加されたのだからである。

　　われわれは江戸時代の大邸宅が，表・中・奥というように書院（大広間）形式の結合で成

立していたのを却っている。そして規模が小さくなれば構えの数は回り，格式が低くなれば形

は崩れた。また格式が高く規模が大となれば，その逆が成立したのである。そして明治になっ

て新らしく附加された洋館部も，実はその一構えに過ぎぬものであった。欧化思想の色濃い継

代に新らしく輸入され，しかも欧米においても格式高い様式的居館が，廊来和風の岡様な一構

えに代置されたに外ならないのである。

　　ここにはたしかに建築様式の変化はある。しかし，様式・格式を尊び，室空間の階屠的構

成を温存するところの封建時代的住宅観＝生活思想はほとんど変化してはいないのである。

　　それゆえわれわれは，鴨治大邸宅の前代からの発展を規定して，

　　1．明治：大邸宅は洋風建築技術また設備等を大規模に輸入し，わが国住宅洋風化の魁とな

　　　　つた。

　　2．それは特に生活形の豊富化において住宅史的意味を強く有する。

　　3，しかしながら，前代の封建時代的住宅観＝生活思想は前進を見せてはいない。

とすることができるのである。

　　明治時代は思想的にも馬術El〈Jにも，わが国住宅史上の大変革期である。しかもかかわらず

財力・規模のもっとも大きな大邸宅が，かかる些少の発展しかもたぬということには，あるい

は油点が存するかもしれない。しかしこの点こそ，すでに序章に触れたように，史上に見る大

邸宅一般の特徴的性格であり，「現実的に必要とされる機能の充足された状態」つまり機能上

のWantlessに原因する内的矛盾の喰違に発すると考えられる。が，これについては既に序章

の末に触れたので，ここには略したい。

　　なお，ここに形成された大邸宅の新形式は，大正・昭和を通じてその後も大きな変化を見、

せない。もとより時代の進みにつれて，洋館部はより親しみあるハーフティンバースタイルと

か，スパニッシュとかにスタイルを移し，歯磨部も漸く格式性を薄めてゆく傾向を示したのは

事実とし得るが，　それにしても大観すれば明治大邸宅の性格はそのまま昭和10年の頃までほ

とんど変化しない。いな，格式性稀薄化の傾向さえ，かえって中流住宅以下の時代的・社会的

進歩を反映して進められたように考えられ，それ自身のうちに必然性を有したものではなかっ

たとすることができる。そしてかかる発展の少なさは，そのまま上掲大邸宅の史的性格に関す



135 明治時代の住宅改良と中廊下形住宅様式の成立 85

る論理の正しさを証するものなのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中流往宅への影響

　　さて，明治大邸宅が，それ嵐身としては大きな発展を示さなかったにせよ，ここに成立し

’た和洋2館併立の形式は，その後より小規模の中流住宅以下に「大邸宅　　理想の住宅　　と

・は和洋の2館を備えるものだ」という住宅：観を作り出すことによって，大きく影響したと考え

られる。もとより，大邸宅形式だけが中流住宅の洋室附加の油鼠とは1・副えられない。しかしな

がら，様式的だろうとも欲する中流住宅にとって，大邸宅のありようは洋室附加の促進にまさ

に役立つたことは見逃すことはできないのである。

　　　　　　　　　　　　　　第3節　明治時代住宅改頁の展開一1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　技術的改夏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住宅の技術的改褒

　　住宅の改良は，もとより載然と分離したものではないにせよ，物的・技術的な側面におけ

る改良と，思想的・精神的一一一特に生活思想の側面での改良ないし聴進とに，大きく2分して

考えることができる。そして前者は，多くの場合，自然科学的な根拠に立っているので，条件

さえ許せば一般社会に直ち1こ反映してゆきやすい1）。　また，その性質上，住宅様式（また住宅

階屠）の差を越えて，一般的・嗣時代的に進められてゆく。　それゆえここではまず技術的改良

から眼を回してゆくことにする。

　　そして明治時代の住宅改良の場合，技術的改良はやはり洋風技術の流入によって開始され

た。しかもその改良は，第一に災害防止を大きな根拠としていたのである。たとえば，わが園

建築技術溌の極めて単い1例である，明治5年暮れに刊行された隠1洋家作雛形」2）の序は次

のよつにいつ。

　　　「東京火災ノ甚シキハ其囚三ア：）一ハ都会繁華ニシテ火ヲ用ユル度ナキナ1）　一一ハ土地畷漢ニシテ風ヲ

　　受クル激シキナリーハ入戸衆多ニシテ材ヲ取ル箏粗醗ナルナリ昔入防禦ノ術ナキヲ苦ンテ之ヲ全盛世閥

　　繁華地ノ事奈侮スヘキナシトセリ今弦壬申仲春ノ災其惨虚舅マル官之ヲ燗ンテ救笹ノ典ヲ挙行ヒ且後災ヲ

　　慮カリ大工家遷ノ制ヲ変革シ…二洋上亡二倣フ3）ソレ洋人ノ家室ヲ築造スルや素ヨリ美麗ヲム子トスルニ

　　アラス専ラ火災防禦ヲ主トスルナリ故二自ラ失火スル事ナケレハ他ノ延焼累焚ノ患ナシ今宮ヨリ令シテ

　　其方法二倣ハシムレハ祝融風伯憲スル1・難トモ連街比屋一時焦上ノ惨ナカルヘシ其仁鴛大ナラスや偶々

　　英人余二贈ルニ小冊子ヲ以テシ謂テ庄昭之ヲ訳伝セハ艮口許築造経営ノー勒トナルヘシ既二都下民庶此方

　　戸口INテ火災ヲ免スルハ僻邑避陳ト灘iトモ必ス伝ヘテ之二倣ハン僻磁避豫之二照テ火災ヲ免スルニ至テ

　　ハ則チ霧ノ世二徳スル亦大ナリ蕾二即今都築造経営ノー助タルノミナラスシテ此小冊子モ亦栄ト云ヘシ

　　云々」

1＞拙稿「方法論的序章」1二i二1「住宅観一生活思想」の項参照．

2｝村田文夫・肉田貢一郎訳「西洋家作雛形」：明治5年東京玉山堂刊4冊本，国会図書館上野図該｝1館蔵。

　　なお猿著は「英譲大工頭シー・ブリ・・ス・アルレン氏の著作にしてジ”ン・ウヰー・一ル氏之を増補したるも

　　の」1870年秘という。

3）　劃堅座煉瓦±Ulのことo
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　　そしてわれわれが見出だす技術的改良の実際も，主として家屋構造の耐火・耐震という災

害防止関係と，麗内気候ないし環境衛生の分野から進められていったのである。そしてその内

容は明治時代ではいまだ定性的把握の域を越えないものであった。

　　また技術的改良の一般社会への浸透の年代は，　大体明治30年以降として良いのではなか

ろうか。後に見るように学会誌上において一・般的住宅改良が問題に上るのは主として明治30

年以降であり，また筆者の闘を陣し得た上野墨書餌茎所蔵の明治建築文献，大工書も含めて約

35種のうち4、，もっとも早いものが上掲「鱈洋家作雛形」槻治5年）であり，他に16年の大工書

2種を除けば以下すべては30年以降の刊行にかかわるものだからである。　もとより上野図書

館の所蔵は刊本の一”th班に過ぎぬにせよ，傾向を推すことができよう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　家屋構造一一一一般の改炭

　　さて，洋風建築技術の輸入が府警構造の改良を目指していたにせよ，洋風組積造と在来木

構造，また同じ木造でも洋風大壁造と和風真壁造とのギャップは，簡単に飛躍できるものでは

なかった。そして，その後三代にわたって経済的条件から組積造は住宅にはほとんど使用され

ず，木造にしても洋風大壁と和風真壁の構造法の差はこの度の大戦まで一一般的には融合し得ず

小屋組等の部分的構造を除けば別々に存在し続けてきた。それゆえ，ごく一般的には和風佳宅

構造に関しては洋風建築技術は直接大きな影響を与えなかったとする事ができる。しかし全く

影響しなかったのではない。たとえば，筆者の眼に触れたもっとも早い一般職住宅改良盤「通

俗家屋改良建築法」s）棚治35年刊）によれば，構造⊥の主要な改良として次の諸点を挙げている。

1．基　　　礎

　　構造に就て，家屋の堅牢を計らんと欲せば，先づ地形を改良せぎるべからず我国従来の地形は，粧の下へ

小石を積み，突凹むるものにて，甚だ不完全なる方法なり，普通小家屋にても，地形はコンクリートを用ふる
　　　　　　　　　　セメント
を良とす，コンクリートは砂，砂利，セメントを石灰に代るも可なり，混和し練り合せたるものにて，其大き

きは，家膣の軽重にもよると雛も，普通は方二尺以下厚きは一尺より薄からず，又軟弱なる土地なれば，抗打

地形となし，其上に煉瓦石を五六段より拾段位を積み，沓石を据るか又は地盤上煉瓦積なれば，二三四段石材な

亥しば五六寸高く，土台の下迄，胃体に連続せしめて用ふれば土台の腐朽を防くの効あり。

2．土　　　台

　　土台は家屋の外側，又は内部の間佳切に論なく柱の在る所は総て之を連続せしむるを要す，或る部分の柱

は土台を用い，或る部分の柱は土台を用いず，藏接に石の上に建る如きは，よろしからづ㌔

3．　　　　部

　我贋家屋の柱は，従来過小に失す，材料の如f耐こ拘らず，正四寸胴以内のものは柱に適せず強度も強から

ぎれば，是等は第一峯1に改良すべし，柱を大ならしむれば，従って各部の寸iil　l　1＃増大し従って強さを増擁する

ものなり，従来新築の家屋なりとも一年を出ぎるに，己に軒傾き戸障子の建付は隙間を生ずる如きは元来地形

　4｝言上附録「轡」治建築3Z　ti’Yこ一」ヲ正」参照．

　5）工学士真水英夫校閲・井上繁次郎著「逓俗家鷺改良建築法」二博文館，明治35年刊．
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の不究金と柱の過小に失するが主なる源園なりとす，而して従来我岡の構造に於ける柱は，横繋きは不完全な

がら，通し貫其他の1三i彗桝によりて，多少力を得ると難も，上部下部に至りては，全く僅かに柱納を嵌込みとせ

しに過ぎぎれは一親震災等に遭遇すれば，縦の繋ぎに乏しきがため，著しく弱点となる故に鉄物或はボールト

を以て土台と柱，及上部は桁と柱を，繋ぎ堅跡こすべし，然らぎれば，堅き木樗にて栓を打込むも多少効力あ

るべし。

4．足　　　堅

　　家置の柱に足堅を用みることは，堪i震上有効なりと云ふ，著し是を用ひざる場禽に於ては床の根太掛を兼

用して，外則及間仕切等の柱に悉く敷居本の如き材料を以て，両側より控を浅み，鉄ボールトにて締付るは有

効なりとす。

5．筋　　　違

　　家屋の外側及間仕切に論なく，壁の部分は柱と柱の樹蔭へ，筋違本を容る、を要す，然れども外鵬は壁と

外部の下見の閥に，余地あるを以て，筋違本を滑るSは容易なれど内部の間仕切に釜りては，両面より壁を塗

るものなるが故に，筋違木の切込みに困難なることあり，此等の場舎に於ては筋違木を充分に切込，通し貫を

切放して筋違本へ切付となすを良とす，或は通し貫の申間に筋違本を切込むも又可なり。

6．　　　　ノJ、　　　　屋　　　　糸監乳

　　小屋組は西洋小縢に改良すべし，従来日本風の小騰組は，材料の撒重ねを以て構成し，理論に適せざる脆

弱の船方なり，西洋小屋は1三1本小屋の組方に比すれば耀料の多分を要するため，普通小家屋にては之を用ひる

こと少し，余は先年是等に就て用樗の数量を比較調査せしことあり，其結果を兇るに臼本小屋の用材量を一位

とし，陪聴小隅の用材を増加すること，或るものは凡そ一，：，：・1九より，梁周の大小により一，七八迄なり，其

多きものと艶然剃合を増すこと，八削弱なり，尤も邊等は惣て翫角の材料を使用する計算なれば構造如1峨こよ

りて爾少数にて足るべしと信ず。

7．　恨二　　　　　i＝i

　　鐸1本建築の継乎及仕口は概して精工緻密に過ぐる嫌ありて，ために柱，其他の用材を脆弱ならしも・る傾き

あり，是等は宜しく用材’の目的を考へ画幅すべきものなり。

　　われわれはこの中，洋風技術の影響を，基礎・小鷹組・二物の・使二等に見るのだが，やは

り部分的改良をi－1：iでず，また構造油壷の眼麟は耐震にあるのを見いだすのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　耐震構造の発展

　　そしてこの対震災の問題は，わが蓬陰雨構造発展の最大のモメントであった。洋風建築挾

術が舶載されて以来，はじめは移入に急でこの問題が忘られていた。　しかし明治17年の横浜

地震では煉瓦造煙突の被害がはなはだしく，岡イ・1誌瞭地震学会が編立され，やがて明治24年

10月の濃罵大震災後，文部省に震災予防調査会が発足し，関東大震火災の後，大正！5年地震

研究所が設立されるのだが，建築学の分野もその大きな・一一，一翼を担って，建築雑誌上には，発刊

以来耐震構造の問題を常に冤いだすことができる。

　　特に住宅改良にかかわって木造建築を問題にすると，その耐震的改良の第1は，上掲申に

も明らかなように，筋違の使用である。筋違は早く江戸時代以前からわが1週でも用いていた



88 木　村　徳　恨 38

が6），明治24年濃尾大震災の後，あらためてその効力が見直されたのであった7）。

　　またこの地震に際して，米国建築師伊藤為吉氏は木造軸部の接合に，「新発明」の建築金

物の使用を学会誌に掲げるS）のだが，氏の指摘した「従来家屋ノ欠点」

一、日本家屋ハ屋根ノ重量ヲ以テ圧抑シ附田rl二葎ラシムルノ構造ナレバ之二反対ノ方向ヨサ襲来ル外

　力ノ強大ナルモノニ会ヘバ顛倒ヲ免カレ難シ

ニ、日本家屋ノ構造ハ集合力ヲ利用セ．ズシテ各縄孤立ノ有様ナリ故二報交持スルノカr一乏シクシテ破竣

　シ易シ

三、日本家屋ノ構造旧劇1．i：1－1手際ノ宜シキヲ貴ンテ他方三甥受ク）ンカ正平テハ少シモ慮ラズ故二薄弱ナ

　ルヲ免カレ難シ

四、［ii本家屋ノ柱材ハ之二他材ヲ取附クル為メニ甚タ複雑ナル柄孔ヲ穿ナ切り欠キヲナス故二其弾力ヲ

　損耗シ曲折シ易シ

五、柚ヲ以テ移動ヲ防キ又亟量ヲ支フル事ハ家屋全美ノ強力ヲ弱ムルモノニシテ催折シ易キヲ以テ不完

　全ナル構造トス

六、日本家崖ノ骨材トモ云フベキモノハ貴及ビ貰ヲ柱二固着セシムル襖｝・ス故二若シ貫ノ腐朽スルカ或

　ハ槻ノ緩ム等ノ壌アルトキハ僅二人ノ起居歩行スルニ於テモ全家二微動ヲ感ズルナリ斯ル目合二至リ

　テハ只屋根ノ重量が全家屋ノi・卜1心ヲ保テ柱ヲシテ均一二：交ヘシ田居ルニ過ギザレバー個灰皿僅カナノレ

　外力ノ衝動ヲ受クルモ転樹破壊スル事アルナリ

七、瓦蘇屋根ハ其家屋ノ中’色・点ノ高キニ失スルが故二1ヨ本ノ如キ地震国ニハ不適当ノモノトス其例ヲ挙

　グレバ彼時計ノ肥壷ノ僅」・ljナルカノ為メニ其動揺ヲ保ツハ一門垂下シタル重量二受ケタル鳳力ヲ屯田

　サルニ囚ルモノトス之レ日本家膣ノー一度振動ヲ受クノレニ於テハ容易二止マル事ナキノ理由ヲ開々二了

　知シ得ルナリ

には，すでに在来木造家屋の地震に対する弱点が定性的には把握されているのを見いだすであ

ろう。

　　その後も，庄内地方の地震鰯治28年），岩乎・秋田の地震国治29年），江濃大震災棚治42年）

等の度毎に耐震構法は反省されつつ進み，そして大正年代に入るや4・5年にわたって佐野利器

博士が従蔚の諸説を綜合され，「家屋耐震構造要梗」9）を発表される。そしてその第6「木造」

の第58～73項は，　すでに単なる定性的把握を越えて当時の科学水準を背景にした耐震構造の

教条を形成したのである。

　　それゆえわれわれは，中廊下形住宅様式が成立する大正の初年においては，かかる木造住

宅に関する薫り，耐震的問題は一・応克服されていたとして良いであろう。

6）大熊喜邦「地震の聞と耐震構造に対する観念」：建築雑誌，大正4年，No．345．

7）この地震は諸種の面でわが国耐震構造の発展をうながしている。なお，コンドル搏士「各種建物二関シ

　近来ノ地震ノ結果」二建築雑誌，関治25年，No．63，64，65は鄭i寺の洋風建築鼓術と講震構造との関

　係を良く示す重い資料だが，住宅に直接関係がないので略す。

8）伊藤為吉r安金建築鉄魚ノ発明ニツキ」：建築雑誌，明治25年，No．65．

9）建築雑誌，大正4年，No．341，343，344．

　建築朶淫誌，大疋54i戸，　No．353，355，357，358．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　醗火構造の閥題

　　一一一・一一方，対火災の問題は，これこそ震災に際しても被害を漠大ならしめる最大の要閃である

・にもかかわらず，耐震構造の発展に比較すればほとんど進歩しなかったとして良い。その原因

・は，この改良が技術の問題であるより経済の問題だからである。

　　学会も創立以来紺火災を忘れてはいない。建築雑誌は常に大火災の報告を載せ，また年中

．の火災統計を掲げてその関心を示している。しかし都市住宅の大部分が可燃の木造である以上

結論的には完全な耐火構造は望むべくもなかった。そして，都市計画的に防火地帯を設けると

．か法規的に隣糠li領隔制限を行うというような消極策から一歩も出ることができなかったのであ

る。

　　その早い例としては，明治5年の前掲銀座煉瓦地の建設，また明治31年の根室晦の防火

／改修計藍鶏10）　　これは陶1［i∫梅ケ枝町・才ε咲通の左右轟側6町120戸を問口6閥タ辿行5問2階建

の「火防煉瓦麗」とするもので，その予算20：万円であった一一等が土げられる。　また法規的

葡1限としては，先に触れた明治42年の：大阪了lr建築規鄭1第45条では「隣棟問隔2尺以内jの

軒・蛾羽・庇は「防火オ・：9’料」で構造または被覆することを命じて居り，その他煙突に関する規

定等を兄ることができる。

　　そして下肥年代に入っても，7年，学会が部分的な「準耐火構造法」の発明を懸賞競技に

よって求めてさえいるのを見いだすであろう11）。そして大正9年12月1［’1より施行されたい

わゆる「市街地建築物法」にはじめて「防火地区」が章として独立したのであった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境衛生的改良

　　往宅の鼓術的改良に関わって，上述の構造的改良と並んで比較的に重いものは環境衛生の

側砺である。そして翻合に早い時代から問題になっているのを見出だすのである。しかし明治

葬中の住宅改良に関して，特に問題に上るほどのものは，通嵐（換気）・採光・媛房くらいであ

って，後に触れるようにその内容も極めて素朴な水準をでていない。

　　当時その根拠となった学閾的水準にしても，いずれも発生的段階にあり，詳細に触れるこ

とは不要であろう。門下に明治建築雑誌1／二1の関係論文爵録を掲げて略したい。

　　ただ…般論としてわれわれがはじめに見出だすすぐれた議論は，　明治26年鴎外森林太良B

が造家学会でおこなった「造家欝生の要旨」12）なる講演であった。博重は，はじめ建築芸術論

について述べる。そして演題そのものについては，大都会における空気・水の汚損のこと。建

．築法規的制限の必要なこと。都市住民構成のこと。都↑1∫死亡率のこと。車街地建築物の軒高と

採光・通風のこと。住宅配躍のこと。天井高のこと。煉瓦造家屋の湿り具合のこと。等多岐に

10）　建箋葦条i濤謙，i男治316鱒，　No．134．

11）建築雑誌，大正8年，No，392，策3策に掲げる。

12）建築雑誌，明治26年，No。76．
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わたっているが，何れも自然科学者らしく数字を挙げて述べているのを見いだす。またこれに

関連して，趨勢の建築雑誌には，鶴外を補佐して壁湿の実験をおこなった軍医小池正直氏の

「本邦家屋衛生上の研究」一特に紙障子の透気と採光についての科学的な論文を見出だすであ

ろう。われわれは原論的な問題が緩家によってまず進められたのを知るのである。

　　また媛房の問題に関して，自然科学的な実験および数値を掲げた論文が学会誌上に掲載さ

れるのは，明治42年，前田松韻博士の「日本家屋の防寒法に就て」等をはじめとしている13）。

論中博士は各種壁体の熱伝導率の実験値を提出され，計算によってスト・・一ブの表面積算出を試

みられるのだが，和風住宅の大きな空隙を考慮して熱損失は計算値の2倍と想定する。そして

計算例として大徳寺孤蓬庵が撰ばれ，中央に石炭ストーブを据えた図が掲げられているのは現

在から見ると徴笑を誘われる。

　　なお明治年申の媛房法としては，上掲のごとき石炭ストーブ，石油・ガスストーブ，洋風

住宅における媛炉，明治9年の実験的洋風屯田兵屋に用いられたペチカ等が考えられるが，当

時一般の都市住宅の媛房法は結局在来の木炭火鉢を出なかったと考えて良い。なぜなら次章に

説くように，大正年聞の住宅改良寓洋風化に際して，この媛房の問題が非常に重い論拠になる

からである。

　　また関連して，明治年中では冬期の太陽光線利用が余り考えられていないが，これは当時

の板硝子の普及程度の低さに関係があるかも知れない。　「明治事物起原」は明治5・6年頃には

硝子障子が「追々流行」したことを述べているが，その硝子は障子の一部に嵌められた外を見

るための窓のようなものと考えられる。　またわが国硝一子製造工業に関しては，「明治エ業史化

学工業篇」が詳しいが，板硝子に関する限り明治年中はほとんど輸入に倹つ状態だつたのであ

る。建築雑誌中にも，明治45年の東京大博覧会に使適する板硝一子の圏産は期待し兼ねる記事

が見えているのである14）。

　　さて以上のような原論的問題は，当時の一般向住宅改良書ではどのようにとり上げられた

であろうか。

　　前掲明治35年刊「通俗家屋改良建築法」では，　その六「室内空気流通の事」には建築雑

誌No，78（明治26年）の「衛生工学摘要」（小池軍医）から，「室容積住居用では1入につき600立

方尺」以下を掲げ6帖・8帖は2入が限度であることを述べ，またその七、「光線の事」でも上

掲論中からの表を引いて述べている程度である。

13＞建築雑誌，自治41年，No．260．

　　なお保岡勝也「室内の採温及び換気」；建築雑誌，閲治38・9年も，海外書を基礎にすると考えられる

　　が，体系的に表題について述べた大きな論交である。

14＞建築雑誌，明治4ユ年，No．260．

15）工学士駒杵勤治著・越本畏三郎編「和洋住宅建築学」上・下：須原屋，明治39年F琶，騒会図書館上野図

　　書館蔵．
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　　また明治39年刊の「看1．1洋紅宅建築学j15）で1・まその上巻の第4章「設計の注意」中第7節「適

当なる1：・1光の射入及び新鮮なる空気の流通を計ること」中に，日光に関して，廊下を越えて入

るのは爾白くない。但し酊が縁側なら良いこと。窓に関しては，室の長辺又は2辺に欲しいこ

と。「但し回忌・台所等比築島勺主要ならざる室はこの限りにあらず。」また窓面積は，室の80～

90立方尺に対して1尺平方が標準たること。換気法に関しては，海然換気法・人コニ換気法があ

ること等を述べるのみである。

　　それゆえわれわれは明治年中の三宅改良にかかわる環境衛生白く」改良は，一般的に見て極め

て初歩的なものと考えることができるのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附録一1　明治建築関係文献一一班

　　史的研究においてもっとも重要な資料はいうまでもなくその時代の史料である。本章，朋治時代の住宅関

係で筆者が使用し得た岡蒔代資料の中もつとも重いものは，明治20年1月君『田の「建築雑誌」であり，これ

は単に住宅関係だけではなく朋治年1二i＝1建築史資料中もつとも震要なものであることはいう俵でもない。

　　またかsる月刊の資料としては，r建築世界」（明治39年7月二二干の「建築爾報．」がおくれて存するが，

者は参照し得なかった。

　　また胴輪年中の単イテ建築関係文献も重い資料である。しかしそのすべてを網羅することは，現在ほS’不町

能といえよう。筆者の参照し得たのは下記上野図書館所ll寅（内1　一lll｝臼脚の約35種である。（筆写塞等は除い

た。）

　　これによれば，朋治30年煎の．二二にかxわるものはわずかに3種，しかもそのうち2　lll｝は大工書である。

上野図証｝：館がすべての建築関係交献を所蔵しているわけではないから確言はなし得ぬにせよ，この刊行年月か

ら明治賭代の建築関係図書の多くは岡治30年以降であるという大勢を知ることはできる。

上野図書館所工iNIYj治建築関係文献霞録

刊行年月 題 名 ・k一

備 考

明治5年
〃　16イ・｝．三

！／　！！

〃　　304…｝三

／f　／1

〃　31年

〃　　32勾・三

〃　　336：｛．三

u　　　／l

！1　／f

〃　34年

／l　　　u

〃　35年

〃　37年

1／　！1

　〃　38年

　〃　39年

顛洋家作雛形集

大工新雛形
当『殴匠家雛形

木造洋館雛形集

覇撰大匠雛形大全

1三1本建築雛形集

建　築　図　1

建　築　図　彙

実用建築便魔

4一本

6ili｝本

．．ヒ。下

　6｛聾｝

本造洋館詳細雛形集

バースト氏建築必携

建　築　図　2

通俗家旧訓：良建築法

山1二1博二＝1：建築図．藥

Ei本家渥構造　　　　2　iH｝本

和洋建築工璽仕様設計実証

新撰便利匠家必携

アルレン著
村｛＝1二｛交夫訳

：女　藤　喜　助

平　原　助　次

禽原米次郎
石プ．卜卯三郎
泉　　　幸次郎

高橋仁太郎

バースト原著
竹貫画次編
二．三　橋　四　郎

今井殿1一．こ郎

井一．ヒ繁1欠郎

斎藤兵次郎
壁心豊太郎
菅　簾　春　広

和　　　装

和装，大阪

和装，．

図　ノ　ミ

和装，大阪

和　　　装

図　ノ　ミ

欠

図。写莫ノミ

白 蔵
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名　　　　　著 者 備 考

42

刊行年月 日

開治39年

！1　／！

〃40無
／1　／／

／l　／f

〃　41年

！f　fl

〃　42年

1！　／1

〃43年
〃　44勾三

／／　／／

〃　45年

ff　！！

！！　／／

／／　／！

／／　／f

簡易洋風建築術　上・下

和洋住宅建築学　上・下

日本建築図集　1，2

和洋改良大建築学　上・下

和洋住宅1潟取実例図集

和洋建築製図手本

1．i本家尉趨取雛形集　1．2

建築設計図覧

西洋建築実地尺度図解

和洋住宅建築図集

建築設計図集

建築図案集

旧本家具図案と製作法

新築施工・家屋類纂

目本座敷の飾り方

日本住宅室内飾り道呉図解

日本住宅写爽図

森　　友　吉
駒杵勤治著
越本長三郎編
木子幸三郎
三　橋　四　郎

鵜飼長三郎
東京高専建築科

建築学攻究会編

近　藤　胤　一一

面絹光太郎
吉例米次郎編

小　野　武　雄

建築世界社編

窟　本　忠　平

保　岡　勝　也

杉本文太郎

森　　友　古

鵜飼氏1［［姓越本

　　また，建築雑誌No．79（明治26イ1⇒は，顯暗「建築＝1｛｝：院」で売捌し、ていた「邦文建築岩＝」として，下記

のものを掲げている。

　　　　　　　　　　　建築開院剰建築関係文献（明治26年以A’fi）

題 名 著 者

建築学講義録
建　築　学　階梯

配　　景　　図　　法

欧　　米　　建　築

日本建築構造改良法

建築　学　提　要

地　　震　　家　崖

模氏掌中工学公式

セメント試検法
掘害唖盛二L　々　土平葦ミ

欧　米　築　路　法

工師必携材力便覧

曲　線　測　量　法

土木学講義録
工　　談　　雑　　誌

電　　話　　必　携

マハン隔世木学
ランキン氏土木学

全　四　lli｝

全　一一　冊

全　…　．冊

全　一　冊

全　一　揚｝

全　一一一　冊

全　二　催

全　一　制

辞　一　滞

全　…　冊

全　一　冊

全　一一　冊

全　一　冊

全　二　＃｛｝

全　二　冊

工学士　滝　　大　吉

工学士中村達太郎編
　　　同　　　上　　　編

二／二学士　久留正道閲・造家学会々員　下田菊太郎著

米国建築師造家学会々員　伊　藤　為　吉著

工学士　中村達太郎校・陸軍属　千葉末吉著

建築師　佐　藤　勇　造署

理学士　原　竜太閲・甘利　忠，削代哲太郎共訳

工学博士　石　橋　絢　彦著

　　同　　　　上　　　著

工学博士　石橋絢彦校・中村敬之助訳

立岩芳太郎訳纂
門　田　平　エ訳述

工学博士　石　橋　絢　彦講述

工　談　会　発　行

加藤木重教君訳

理学士　大森俊次・原　竜太川

水　野行　敏訳
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　この17種のうち，大半は技術書であって，当時のわが眠の建築学が技術的輸入に最大の力をかけていた

こと。またいまだ住宅改良が問題になっていないことを推察することができるのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　附録一2明治建築雑誌中衛生関係論文巨1録

　明治年中の建築学中建築計画にかSわって，衛生関係論文の月録を下に掲げる。その表題および論者によ

り，当疇の方向ないし水準をおぼろげながら推察し得よう。表は昭和1エ年学会＝1：11行の「建築雑誌総際録」に

手を入れて作製した。

1．光

1三｛　　照

　［一1時計の製作に就て

採光及び照明

　光線論（抄訳）カーター

維納府バルグ劇場の電気燈

光　量（問）

ランプ及び厨鴉用媛炉

室内の採光に猛て

硝子造の家職

電燈及び白熱瓦斯の窯内点燈に就て（訳）

燈火料の比較（抄訳）

2．熱及び湿気
　媛房，繰り∫及び空気調節

　　媛房及び換気法（抄訳）アワホームス

　　饗宴所等氷室法配置及び媛室機（附図）

　　湿1気止（問）

　　　　〃　（答）

　　室内採温冷

暖寵の湿度に就て

温水並びに蒸気媛房法の1庶理（抄訳〉

温室器に就て

暖室及び換気に就て火覆の爽験

ランプ及び厨房用媛騨

無心厨房用媛炉

米醗住宅採温の有様

媛腸法と空気

温度調整法に就て

室内の採温及び換気

日本家麗の防寒法に就て

野　迷　爺

中村達太郎

湯島漁夫

保岡勝也
。　△　生
R．　K．　生

大熊嘉邦

滝　 大　吉

富士見散士
F．Z匙｝＝1：

T．　N．

申村達太郎
井1．．1在履
蔵原兵次郎

奥野文二

滋賀重工

真野文二
保岡勝也

前田松韻

膨」活｝37惹手三，　No．206，　207

〃　　21勾三，　No．19，　24

／1　22　！，il，　No．　25

〃　　22釜再，　No．25

〃　　28勾．三，　No・99

！i　30　i．1．｛，　No．　129

〃　　366・1三，　No．195

〃　　38舞三，　No．224

／！　38　一／［IF．　No．　228

〃　　43丘ド，　No．287

膨」汁i｝204＝「㍉　No．5

〃20年，No．11
〃　　22勾三，　No．32

〃　　23発三，　No．39

rz　22　iJili：一，　No．　35

！f　23　’＝lil，　No．　39，　41，　42

〃　　24まF三，　No．56

〃　　25雪三，　No．71

〃　　276二i三，　’NQ．86

〃　　28勾三，　No．108

〃　　306手三，　No．129

〃　　30益ド，　No．工29

11　32　fiL：’ C　N　o．　146

！i　34’x’1一｛，　No．169

〃　　34イ…【三，　No．172

f／　38Jf－li“一，　No．226，　227

　　　　　228
〃　　39勾三，　No．233，　239

〃　　42イil三，　No．270



94

3． 音

建築音響学
　　音響のためには如嫡なる

　　　格好の部麗を最上とするか（潤｝

　　音響に関して室内の形状（答／

　　建築と音響との関係

4．空

5。生理，衛生及び能率

木　村　徳　国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　音　　響　　生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　反　　響　　生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1］．　N．　生

建築と音響との関係　　　　　　　　　　　K．　　　　Y．

背響堂の音響欠点を除2yi’一る実験　　　　　武　聞　五　一

　　　気

温気暖室法　　　　　　　　　　　　　中村達太郎

換気孔欄）　　　　　　　　　　富士見散士
　　〃　　（答〉

換気実　験　　　　　　　　　　　　坪　井　次郎

1三；本作病室換気量　　　　　　　　　　　　　　　〃

劇場空気試験成績　　　　　　　　　　　松　本　：近　遠

小学校換気法の一班　　　　　　　　　　　　1－1．1難　輔

府下六麟場空気試験　　　　　　　　　　細　井　脩　吾

金牽室換気法（聞）　　　　　　　　　　　土　　串　　生

　　〃　　　（答）　　　　　　　　　　　　　出　　入　　露

華合室換気法個）　　　　　　　　　　光　　景　　生

　　〃　　　（答）　　　　　　　　　　　原　　「；二1　生

家御講造と衛生　　　　　　　　　　　　清　水釘吉

造家徳生の要旨　　　　　　　　　　　森　　林太郎

本邦家腿衛生上の研究

衛生工学摘要　　　　　　　　　　　　　．竜　　水　　生

萬瞬衛生年鑑

新築の家膣と脚気病との関係

学校術生の現況

家　屋　畢生　　　　　　　　　　　　小　池　正　直

肺病と家屋との関係（訳〉　　　　　　　　　加　藤　．t畠之

独逸に於ける学校衛生に関する概要（抄訳〉　滋　賀　　　列

家具附属品の配置につきて　　　　　　　　澱　　々　　士

　　　　　　　　　　第4節明治時代住宅改夏の展開一2

　　　　　　　　　　　　　　中流住：宅の改蔓

44

開治27年，No．94

〃　　27ゑ1三，　No．95

11　34　’］／’1．｛，　No・　177

〃　　35頂門，　No．191，　192

〃　　36勾三，　No．ユ93，　194
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中流住：宅改夏の開始

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申流住宅問題の発生

　次に筆者は明治時代の都市独立住宅，特にいわゆる中流の住宅を主な対象として，中廊下
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形住宅様式の住宅観鵠生活思想が作り一liげられてゆく過程を，やや詳細に資料に当りつつ，追

ってゆきたいと思う。

　　さて明治時代になってかかる中流住宅の聞継が発生するのは，先にも触れたように，1ヨ清

戦争の後，およそ明治30年目当時からである。われわれはこの頃から建築雑誌中に，中流住

宅に関する問題があらわれはじめるのを冤いだすあろう。また単に建築界ばかりではなく，一

般の忌辰でも中流の住宅に関する論議が拾頭するのを見るのである。

　　当時のわが国は，資本主義の上昇初期に陰り，特に綿糸紡績等の車釜工業，鉄道，また銀行は

顕著な発展を見せ，産業資本は着実にわが圃二会に根を下ろしつつあったのである1）。　またわ

れわれは当時の社会風俗を「金色夜叉」ω」治30～36年〉一津毒のうちにありありとうかがうこと

ができるが，この風俗小説も当時の資本主義上昇期を反映して，そのヒーローは明治になって

はじめて「金」に白らを賭けようとし，ヒロインは自らの美しさと「金」とを秤にかけている。

ここにはまた「自己」を非常に強く有っているもう1人のヒロインがあらわれていることも，

社会的に婦人の位既の変化しつつある事実を示す1例として忘れられないであろう。そして肘

々節にも触れたように，近代的資本主義の定着・発展と，　巾着（中産）i琴曲級の発生は当然深い

関連を卜するので，中流佐宅問題の発生をおよそ明治30年の頃からとすることは，単に建築

雑誌⊥への反映からばかりではなく，このような事情からも誤り少いと考えられる。

L

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幸田露伴「家腿」他

　　そして一般凝会にも問題に⊥つたという住宅論義は，　一…っは明治30年「新小説」誌上に

掲げられた幸田露伴の「家弟」であり，一つは翌31年の秋，時事新報に連載された「日本家

計改」褻談」である。

　　前面噺は建築雑誌INo。131）が「暮入の…読を価す」として抄録していることにも見られる

ように，ll，1本住宅の発達を論じまた将来の方向を推論して，単に文学漕の住宅論としてだけで

はなく，建築界にも見ぬすぐれた意見であった。その大要は次のようである2）。

　　露伴は従来の家歴を次の3時代に分けて論ずる。1は「蓋し吾人の祉先が蜂の如くに生活

し，蟻の如くに生活し，……樹上に⊥中に……只一裸虫の本准ilを玉壷起臥したるに過ぎざる」

「自益家屋の時代」である。2は「入々の問に階級鳴くは｝蕨業の区分の制度なるものの漸々成

立つに及びて，面々白ら家屋を造営すること無く，之を工人に託するに至り，家屋らしき家屋

初めて成」つた「輸入建築の時代」である。3は，「分業既に立ちて愈々自己の職業を有し，貧

嘉高下の階級自然に生じて……不完全ながらも各自に相応に便利．ほっ適当なる家屋を有した

る」「職業的家屋の時代」で，これは江戸時代に轟るとする。

1）大内・向坂・土騰・高橋「日本資本主義の研究」：輩1ヒ」＝二社，昭和23年刊．なお1891年（関治24年1以降1男

　治年申（1912年まで）を産業資本確立一一．．．資本別義上昇1鮒とされている。

2）幸田露伴「家屋」明治30イ1｝三10月稿：鋸伴全集，第11巻，岩波＝諺、購．昭和5年刊
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　　しかし「今口は江戸時代に罰して更に劣るべくもあらぬ国勢」であるが，「新思想新学問

を得たる国浅の眼より観察」して「一般人民は汝楽に起臥し，愉快に労働すべき適当一利の家

を有」しているであろうか。いな「網入，商品，冒吏，学者，此等の人々をして今一…壽仮利適

当なる家！．胃．を有せしむる必幻がある。

　「智は衆智を絹うるよりf’：なるは無し，いづくんぞ一人の智を以て如是せよ如是せよといはん。只吾

入は今の『人と家との関係の状態』を今一一JI　iN好ならしめんことをH｛むのみ。顔回は阪一こ在って道を

楽しむを得べきも，娠工は南よ1）入る光線にては長く愉快に労働し難く，……i黎薩の奨は！一二などにこ

そ食はすべけれ，兵士には薦め難きと同じ理にて，斎人に各人適当の家屋を有せしめざるは，入姻こと

1）ても圏家に取りても不矯なりとの一事を解すべきなり、」

　　以上を1捌袈：として，次に「将来の家蚕」が説かれる。そしてこの易合の眼目は「入の家屋

との関係の門満良好ならんこと」の一八にある。

　　そして露伴は木地師・指物1擁・建具師・鍛1己1師面影囚工業者の住居の仕浴場と住まいが兼

用され，繕事のためにも，家庭生活にも何れにも満足ならざる状態を写す。そして「凡ての事

の成功の秘密は，其事に従ふものの適当なる安息を得るところに在」るのだから「将来の家屋

と人との関係」は，一一一・方には「安慰のための家夙」一方には「職業のための二二」を右するよ

うになるであろう，とする。

　「是は一一箇の家事に二箇の農的を兼有せしむるの到底不利なるを以て，先づ有力者の臼覚と決断とよ

り必らず雄ずべき勢にして，決して吾人が匁想にあらず。既に今日にてすら時勢に遅れざる思想を有し

活濃なる社会にMち進取の方針によりて臼aの幸福を11進せんとするの人士は，其の労作の為の家屋と

女息の為の家屋とを分ちて，各々其家屋をして純一なる倒的を十分に遂行し得べきやうなせるもの甚だ

多く，一風愈々行はれて，資力ある者は相倣って二家を有せんとす。是の如きは人をして一方には玖業

に適応せる家屋に在って，各般の便利を具へたる処の申に敏捷快活に其転業に尽侍せしめ，他の一方に

は，…日の労苦を忘れ得べきまでに転業的盛埃埴も及ばごる∫に和一掃の家庭に在って其細君愛児と与に

に談笑飲食して充分身心の暢適安慰を得せしむる者といふべく，……されば人々二家を有する此傾向漸

く盛にして葡も資力あるもの尽く是の如きに至らば，従来の人闘がも通の家屋を有したる代りに専阿的

家屋を有したりといふべく，走確実に伊の進歩の一現象といふべし。

　「吾人の望むところは，実に充分なる労作の処と充分なる安思の処とを得るに在り。家蟻と人との関

係は，人々其玉門的家屋を有するに至って円満なる発達を遂げたるものといふべきならずや。

　「然らば資力足ぎる者は如何。是亦時勢の進歩は漸くに資本なるものの威力を強大ならしむるより，

経済上の道理は仮侍するところ無く世に行はるるより，其嗣多少の弊害無からずとするも，眼を一団の

上に著けて云へば毫も病むに足らざる現象として，各極の大工后，大労作場，大商店，大陳臨場の生じ

来る結果，資力足ざる小工商filぎは自己の簸少なる工丹，店舗等に其業を営むことなくして，大工場若し

くは大商店，今後必ず生じ来たるべき共嗣陳列ノi，共詞労作↓勿に其業を営み，各家の業を終へたる後慮

家に帰りて安息するに至るべく，即ち小民は安忌のための家のみを有するに至るべし。是亦決して悪き

現象ならず，人の身心を労すべき時間の区謎と」習の区2，ilJとの適当に厳なるに至らんは，大休に於て人

の［1：福を必ず1冒長すべき者なるのみならず，片戸にまれ工業にまれ各般の事栗の上IC於て経済的に且技

術的に利益あらしむ可きことは疑ふべくもあらず。人と家との関係すべて是の顛くなるに至らば労作の

ための家屋は即ち義の纏たるべく，安息のための家屋は即ち芙の1週なるべく，充実せる編神，雅正なる

感情，物質的にも心象的にも高度なる繁栄鋸歯の自閉を揚ぐる時来るべし。

　　来らんかな専門的家屋の時代，去らんかな間色的家屋の時代。　　　　　囲治30年10月稿）
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　　これはまさに新時代の専胴住宅要求に外ならない。そして露伴の問題にした都市下層に薩

ちには及ばなかったにせよ，この専月捕詫の必要こそ，明治中流住宅の問題として姿をあらわ

したのである。

　　また「｝ヨ本家屋改良談」については，内容そのものを明らかにしない。ただこれに接した

日本建築学会会員（防州丁．A．蜘の感慨を知ることができる3’〉。

　「近頃時躯親報に連載せる家屋改良談と1題せる一篇は吾人の一読を敏する文字なり，其文極めて縦横

にして微に入り細に亘り，我邦旧来の家農の不完全なることを説開して又毫も憾なし，只た其結末に至

りて改良の方針を論ずるに到りては，未だ尽さざる所あるに似たり，所謂竜頭蛇羅の観あるが如きもの

乎，要するに論者は自ら諸邦の建築術に関して云為するに心す只た我が国風の住屡に就て意見を述ぶる

に過ぎすと弁疎し，主として社会的経済的の方面より観察を下せるものなり，藩し夫れ建築学術上より

之を観察し以て家膣改良の方針を査定するは即ち吾人の用務にして，我が建築学会は必ず其責任を免る

べからざるなり。

　　家縫改良の談は肥に久しき以前より世人の話頭に上れり，而して今Elに至るまで未だ何等の成績を

も見ぎるは吾人の造憾とする所なり，誰し本邦家屋の改良は非常なる難嶺なり，而して其尤も難しとす

る所以は改良に伴ふて相当の経費を要するの一箏なり，時額子は「金がなくば働いて取るべし」と勧告

し叉一時に多額の金を要することを恐れて永久の計を棄つるは愚の至なる由を説破したるもさて之を眼

前に実行するは非常の遺嘱｛たるべきなり，然れども吾人は深く其難易を言はず，只た学術上掛も我が国

民の為に確然たる標準を示すべき義務を有するなり，我邦唯一の建築学会は此際速にこの問題に就て充

分の調査を遂げられ，速にその成績を公示せらるること吾人の衆人と共に切望して己まざる所なり，吾

人嘗て久しく此の議を懐けり，今時単子の所説に逢て益々其急なるを覚ゆ，即ち一雷以て本会会員諸澱

の法意を促すこと判り。

　　つまり建築界における中流住宅の問題の発生も，当然社会的な要求の反映に外ならず，上

の引駕は，要求に応えようとする建築界の応諾の声となし得よう。

　洋風応接室の附加

　　そして響きに応ずるように，この年の建築雑誌上には，申流住宅改良に正面から取り融ん

だ2っの重い論文があらわれる。1つは7月131」学会通常講演会で演説された，岡本揺太郎氏

「和洋折衷住家地絵図に就て」4）であり，1つは呉軍港からこの問題に寄せて送られた，北海九

一砥「和洋折衷住家f’である。

　　われわれはこの両者をやや詳細に見ようとする。この中にはおのずから当時の佳宅観一生

濡思想が濃くにじんでいるからである。また両者とも「和洋折衷」が契機となってあらわれた

ところには，中流住宅における様式志向の強さ一もとより幾分の機能志向を内容するにせよ

一一�､かがうことができるのである。

3＞　建築条芋窪，　題月渥註31発三，No。142．

4）岡本茎太郎「和洋折衷住家地絵図に就て」：建築雑誌，明治31年，No・142・

5＞北田九一r和洋折衷住’；r｛」：建築雑誌，明治31年，No．　144．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡本氏「和洋折衷住家の地絵図に就て」

　　しかし岡じ「和洋折衷」にしても岡本・北田覇疑の方法には大きな相違が存した。岡本氏

のそれは，北田氏の語を借りれば「（建築形式として）岡部を幾分の程度に折衷する」という傾

向を有する。この方法は問題の及ぶ範囲が広いので，岡本氏自身も，折衷方法についてだけで

はなく，折衷そのものについて点る疑をもたざるを得なかった。

　　そこで氏は，憩洋折衷に関して，次の3っの問題をはじめに提出する。

　　（1）「住宅の問取りが轟今の時代に折衷を要するや否や」

　　（2）「必要を認めるとしたところで，折衷すると云うことも実際に成り立ち得るや否や」

　　（3）「成り立ち得るとした処で……実用に就て如何」

そして疑は白らの設問に答えるのだが，（1）についての解答の要点は

　「故に今日泰西の文物が這入って来て公私共に用いられて居るにも関らず其風俗習慣に背馳すること

は到搾出来ぬ嘉と考えまするのみならず材料も忍法も皆1日来とは学理に実際に進歩して居ます。又一方

からは衛生の上にも種々重要の閥題が起って来て而かも日一日進みつつある時代に強いて陰来の住宅を

墨守して居る必要はなからうと思はれます是と鱈じて取らんのは愚の至りです。

　「或論者は泰西の建築を要する場合には取って以て直写するが宜しい……折衷などの論は所謂鶴建築

となって出来得る老に非ずと云はれるのです……（しかし）此直写と云ふは甚だ面白くないので到底用ひ

られない何故なれば国の風土気候と云ふものは人力で左右する能ぎる事で其気候は風俗習慣を生むの故

に住居の国取りも国に依って異なって屠るのが漁然です。

　「而して文開開化を以て誇称している泰西諸国の直写も能はずとすると是非とも枳互の長を取って程

濃いものを作ると云ふ即ち折衷の必要は起こると考えます。

とするのであった。　われわれは氏の折衷の必要の根拠が，「直写の不可」にのみ根差して，在

来日本住宅の欠点の克服に無いことに注意を要する。特に後者は北田域においても全く同様で

あって，当時では「学理上・実際上の進歩」また「衛生上にも種々重要な問題」が存すると観

念的には云われつつも，在来にi本住宅の欠点は，具体的に認識されていなかったことを推測で

きるのである。

　　次に（2）（3）の設問に薄しては，「二三今i三｛に実施見聞しました住家」の間取例を掲げて，

それについて説明を加えられるのである。（第7，8，9図）

　「此の三図（第7図）及び四図く第8図）を御覧下さい。如白き地絵図の建築を注文されました。而か

も注文主自身が造られた聞取りであります。善悪の批評は後として旧来の日本家の閲取りと異なる点を

種々見出します之が日本人として住み得られない地絵図と云ふではなし而も主人公得意に間取りの便を

称されて居る他は知らず注文弓丈けは満足して居らるるのであれば東京百万人中二人臣けの改革実行論

の率先者を得たと考えます。これが漸次拡がって改良を加えられ研究に研究を積まれて進んだなれば百

万分の二は段々其比例を増して私が望む彼岸に達することも出来得る様に思はれて大いに勇気を増した

訳です。……

　第六図（第91圏は実行し得なかった地絵図です。……
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第7図　岡本氏折衷案一1
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第9図　岡本氏折衷案一3

　　そしてかような実例が存する以上先の第3の命題も「第三図より第六図に至る如きものの

内で標本的に実行されて居るものもあるのですから之に依つて順次改正して行」けば，実用上

にも不便なかろうとされたのであつた。

　　氏の提出された折衷案は，3案とも極めて類似したもので，第1に食堂をイス座とするこ

と，第2に客間に媛炉を設けてイス座とすること，第3に「居間」（家族個室ひいて寝室か）に

媛炉を設けてイス座とするaと，である。そして平面形全体はほとんど在来和風住宅に異なつ

ていない。縁側さえそのままに残されているのである。

　　つまり岡本氏の思い磯かれた「折衷住宅」とは，在来生活思想そのままを残して，ただ室

内における生活形式をユカ座からイス座に変える方向，名づければ「室内建築様式的折衷」と

なし得よう。そしてこれは，当然新らしい建築形式を作る方向に向かつているので，北田氏流

に云えば，「全部を幾分の程度に」折衷する流儀とすることができる。

そして岡本氏においてかかる折衷のなし得た根拠は，賃の平面例が比較的大きく，中流といつ

てもほぼその上限に位置する余裕ある佳宅・生活を内容としたからと考えられる。各例の規模

を図上から算出すると次のようになる。

第7図

第8図

第9図

階　下

177．6坪

97．5坪

70．2坪

階　上

92．4坪

　12坪

20．3坪

　計

270坪　　（内倉庫12坪）

109．5坪　　　　（　　〃　　　　3f乎）

90．5坪　　　　（　　〃　　3．2坪）
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なお，ここに岡本霊智のように，和室内に媛炉を備えた折衷スタイルの奇妙な室内の図を，明

治末の建築書6）から引いおく。
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第10図　　和洋折衷床ノ間図（明治43年）

北田氏「和洋折衷住家」

　　一方北田氏の「和洋折衷住家」は2月遅れて31年12月号に掲載される。氏は岡本氏の講

演のあった事を知って，その内容は知らない。

　「其講演の真相は如何なりしか未だ誌上に登らざるを以て知る事能はずと錐も，余輩は大いに此問題

に同情を表するものなり。何となれば時運の潮流は既に此問題を歓迎しつつあればなり。今や二十世紀

の新天地は将に迎へられんとす。此新天地に於ける申流住家は実に和洋折衷住家ならざるべからず。鳴

呼和洋折衷住家の前途は遼遠任務又大なりと云ふべきなり。弦に於て余輩又幾分の空想なかるべから

ず。即ち愚見を陳じて大方の教を乞はんとす。

それでは何故折衷の必要：が生ずるのか。

　「世に謂はゆる貴顕糟紳の邸宅なるものは，多く完全なる和洋の二館を備ふ。此故に各館互に固有の

美を競い粋を網羅して更に遺憾なしとす。即ち寒威凛洌雪降るの日は，温暖春の如き洋館の炉辺に侍

し，酷熱肌を蕩らかすの夕は，閉雅清素の席上に座して凍風と親しむ。此に至りて住家的人生の快楽も

又極まれりと云ふべし。……

　是等は固り坪数に於て，費額に於て共に各館独立に経営すべき余裕の余りあればなり。是に反して，

中流の住家に至りては其坪数も漸く五六十坪に過ぎず。此の僅少なる範囲内に猶幾分の西洋室を望むは

6）吉原米次郎「和洋住宅建築論集」：建築書院，明治43年刊．
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世人目下の状態なるべしと信ず。……

われわれはこの引用に，すでに前々節にも触れたが，和洋両建築の「夏向き・冬向き」が理解

されていること，：および当時の中流倥宅の北田氏的折衷が，強く明治大邸宅のありように引か

れているのを見いだす。そして氏の折衷方式とは，

　「和洋折衷住家とは何ぞや。曰く比較的棚上の経費を以て和洋の紅1目的を円滑｝ご満足せしむべき住家

なるに外ならず。1ヨく和洋折衷すればとて，全部を幾分の程度に折衷する云ひには非ずして，以前旧体

の日本家に一二の西洋室を，平易に加味せしむる手段なるに外なし；，ず。此故に玄関口の如きは和洋の区

別を為さずして，一の玄関口以て和にも洋にも兼ねしむべきなり。是実に和洋折衷住家の骨髄にして，

又之を胚胎せしむる根本なりと云ふも敢而不可なきなり。

　　それではこのような折衷をはばむものは何か。それは，…．・般に流布されている「西洋造り」

は高く「日本造り」は安いという観念である。しかしそれは，

　　　　「想ふにこれらは彼我軽璽の度を察せずして，比較したる舗見なるを免れず。試｝こ思へ。檜爽去りの

　　　柱，神代杉の天井板を飾れる，清素幽雅の旧本造りと，ペンキ・ヴワニスを塗抹せし漆喰ぬりの顔洋造

　　　りと対比し来れば，正に反対の現象を呈するや論なし。……

　　　　醐来西洋造りと日本造りの異なる処は，彼は即ち靴をはきて屋内に住し，椅子に腰を懸くると，我は

　　　履を脱して観の上に坐するとの相異あるのみ。．印li格上儲ぞ世人の称ふる如き，甚しき藻異ある理あらん

　　　や。此理を合点せば，和洋折衷住家の易々たる扇も自ら明ならん。……

　　ここには，明治31年の当時，洋館といえば「靴のま＼入る」という思想がいまだ歴然と

存することに注意しなくてはならぬ。

　　そして域は域の方案による2つの例を提出する。第11・12図がそれである。その説明は

当時の佐宅事情を良く語っているので全文を引用して概こう。膀点筆葡

図案説明
　甲案（第11図）

　　　　ここに掲げたるは総平屋建にして，建坪実に五十八坪七合（附属屋を除く）内1羊館のみに属する分13

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　コ　　　坪余なり。和洋折衷住家として適当なる建坪なりと信ず。玄関口は，九尺四方叩き造りの土1爾にして，

　　　左は洋館，右は和館の入口なり。此室こそ即ち和洋折衷の室と称すべきか。さて天井並に洋館入口廻り

　　　はペンキ・ヴワニスの牽きを一切用いず，寧ろ和風に近き木地仕上げなど適ふべきか。
　　　　の　　の　　の
　　　　内玄関。こは此家の程度上国附せぎるを得ざるべし。主要なる各室は殆ど同じ方位に配羅せり。是煙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　ゆ　　　　　　　リ　　　ロ　　　　　　　ロ　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ　　つ　　　サ　　　リ　　ロ　　　ロ　　　の　　　の　　　　　　　　　　　　

　　　風に便し，又庭園の眺璽に富ましめん為のみ。客間に於ては従来の次の間の如き実用に少しく縁遠きも
　　　の　　　　　　　　の　り　　　　　　　サ　の　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　ロ　ロ　リ　　　　　　　　　　　　　　　　　の　つロつ　の　　　　　り　り　　　　　　　　　　　ロ

　　　のは，殊更に廃して畳廊下となしたり。是一は以て玄関口より可成遠ざからしめん真意に外ならず。

　　　　客開の辮隠の位践を下黍に縦みしは，罪なし，西洋室と兼帯せしめんとてなり。兼ぬればとて洋客は

　　　（洋人にあらずして洋室客なりと知るべし）上ばきの繊にて雪隠に入らしむるにはあらず。和洋の境界に

　　　て靴を脱せしむる射勿論なりと矧るべし。此一購甚だ迂遠なりと思意せらるるものもあらん。是或はし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　の　　　の　　　り　　り　　　の　　　り　　　　　　　ロ　　　　　　コ　　　ロ　　　リ　　　リ
　　　からん。然れ共，一歩融解又国家の程度上に就而一考せざるべからず。何となれば僅々総建坪戴十八坪

　　　余あ往家1と於そ，参タ所以三あ嚢濾を1勧ぎる歳ふらテ。’垂心飾約細●しる二ふ康あま姦λ創る麺な乙んぞ・。

　　　況や，比較的多額の費金を要するに於ておや。実に然り。実際の使用上に於て考えるに，此必要を見る

　　　は稀なる褒にして，殆ど十中の一なりと云ふも不可なかるべし。此故に程度上兼幣せしむる，又止むを

　　　得ぎるべし。
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　　　　従来の宮舎などの和洋折衷一家を拘る毎に，余は屡々感ずる箏隣つあり。iヨく洋館に附属せる蛍隠の

　　　使用せられずして蜘蛛の巣の時を得顔なる其一。出く媛炉の設けあるに，いつも火鉢を用ひ居る扇其二。
　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　の　　　の　　　　　　　ロ　　　コ　　　コ　　リ

　　　Uく靴を脱して洋館に入る肇四三。曰く床に敷込あるズソク，縞マットなどのぼろぼろに破れ鶏る寒｛其
　　　　　の　　　　　ら　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　の　　の　　　　　　　　の　　ロ　サ　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　四，想ふに是等は其窩舎の晶i皮と盤活の濯度と，網懸隔せるに寄製する事勿論なりと雄も，又以て吾人

　　　は時勢に鑑み実用如何に就潴深く醗酌せざるべからず。

　　　　洋館二室。一は書斎にして（二間×二悶）一は応鍍室にして（二目×三三間），甚だ広からずと云ぷべしα

　　　然れ共，此羅に対しては寧ろ大なりと云ふべきなり。床の如きも必ずしも絨銑など敷くを要せず。亜米

　　　利加松備滋吋厚一ll重）実矧造りの出来品など張らば充分とす。　天井は漆喰塗り又は板天井の軽快なる

　　　ものにて足れり。

　　　　ばらんだ（禄側）。こは程渡上虚飾に似たる観あれ共，是弔いに然らず。春の朝，秋の夕，身は安楽椅

　　　子上に横たはりて，吟情を養ふ好伴侶なるを思はば，其功決して紗しと云ふぺけんや。加ふるに，洋館

　　　の態度を高むること，又数等なるべしと儒ず。

　　　　洋館外部の木地はペンキぬりなどを用ひずして，生渋ぬり又は生地のillli雅なるに若かず。其他地引ほ

　　　薄鼠色の漆喰ぬりなど，和洋に通じて適嶺なるべきか。窓内窓入口の建奥額縁等の如きは，経費の許す

　　　限り，頁∫成木地を用ひて，和洋自然の円滑を保つべきなり。是ペンキ・ヅワニスを塗抹するを廃して換

　　　ふるに美材を硬歯して古雅高倉に導くの優れるに若かずと信ずればなり。

　　　此外爾詳述すべき廉種々あるべし。然れ共，其真意は既に屡々述ぶる娘く，簡潔，以て実用に適せし

　　　むべきに外ならず。上来述ぶるが如き方法を以て建築せば，遂には価格上甚しき相違を見ずして，和洋

　　　の両臼的を達するに至らん。此の故に余は先づ世人に肉て，実用的和洋折衷の簡単法を充分熟知せしめ，

　　　然る後ち，漸を以て形式上の大成を期すべきは，将に吾人の採るべき順序なりと儒ず。費額其他の詳細

　　　に至りては，他日稿を改めて火いに論及する処あるべし，ここには唯其方針を示したるのみ。

　　　　《臆し戴に幽したる洋館外部の構造，牌か上述の方針に矛盾するが如き観なきにあらず。是謂ゆる余

　　　の空想としてものしたるものなれば，少しく潤色を擁へたるものと知らるべし。従て余は是等を以て暫

　　　く上流（経費上日本替圭に対して）と見なし罎かんとす。》

乙案（第12図）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　り　　つ　　ロ　　　総平膿建にして建坪は実に三1三十九坪なt）　e和洋折夏芝住家として，1噺本風の島流住宅として，而も極少
　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　の　　　の　　　の　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　の　　の　　　　　　　　　　　ゆ　　　の　　　　　　　　　　　の　　　　　　　り　　　の　　　り　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リ　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　リ　　　ロ

なるものと謂ふも敢面不町なかるべし。此一小暇爾和洋の両饅的を満足せしめて更に遺憾なき所以のものは，
　　　　　　の　　　　　の　　の　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　ロ　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　サ　　　　　ロ　　　　　の　　　　　じ　　ロ　　　　　　

即ち和洋折衷なればなり。菰に至蒲和洋折衷住家の功も又大なりと云ふべきなり。

　　そして氏は，「要するに和洋折衷住家の大／i艮目は，謂わゆる中流以下の世入をして，和洋

の両国的を簡単にlli毒足せしむべき方法なりとす。鴨呼区々たる一小事に拘泥して，世人の熱望

を無祝するが如きは，余の慨歎に堪えざる処なり。」と結ばれたのであった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　洋風応接室の附撫

　　われわれはこの北田氏の提案によって，後の中廊下形住宅様式における洋風応接室の附加

が明瞭に成し遂げられたとすることができよう。もとより，現実社会の無数の中程度規模の住

宅で，これ以前に洋風応接蕪を附加したものが無かったというのではない。われわれは北田Lk

論中にも，下階などに靴を脱いで上がる洋館（室）の存在していたことを知り得るであろう。ま

たわれわれは品々節で明治大邸宅の和洋二館併立の風を論じた。その規模が縮少されればおの

ずから北田疑提案に外ならぬものとなる。つまり北田民案は，氏の発明ではなく，中流住宅の
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場において「世人の熱望」が形となって表れたものとすることができるであろう。そしてそれ

は，明治30年代のはじめ，明治中流柱宅問題の発生に伴ってまず出現したのである。しかも

この方法は，「極小の」ないし「中流以下」においても直ちに実現可能のものなのであった。

　　しかしここで特に注意する必要があるのは，建築形式も変えず，生活方式もほとんど変化

させぬこの折衷方法が，面積的にも経済的にも限定された申流の住宅では，在来の生活思想を

変化させる方向に進んだ一嚇である。

　　繰り云えし述べるように，明治大邸宅の縮少的模倣に過ぎぬこの洋風応接室附加は，大正

時代の言葉を借りれば，まさに「虚栄的要求から発しJ7）たものに外ならぬ。

この虚栄的といわれる根拠は，いうまでもなく格式的接客尊重の生1舌思想を指している。落し

洋館附加が真に冬の生潜のためであるならば，家族の生活面たる居問こそ1羊風化されなくては

ならぬ。しかし洋風化されたのは，書斎・客室に過ぎなかったのである。またわれわれは北田

疑案において，「極小」の中流住宅と呼ばれた40坪程の乙：案にも，和風の客間が確立されてい

るのを見るであろう。すなわちこの住宅は，和洋両風の誌面を備えているのである。われわれ

は当時の接客尊重の生活風の強さに驚うかざるを得ない。しかし盛時に，甲乙両案とも，その

客聞の次ノ間は，畳雨下に変更されているのを馬出だす。馬流住宅という限定は，和洋爾部の

格式性をふたつながら保持するのを許さない。そして新らしく格式高いと遇された洋風客室が

附加された以上，和風客窺はその格式性を弱めざるを得なかったのである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　
　　つまり，洋風客窯附加の一事は，中流の住宅ではかえって主屋たる和風部に変化を必然し

た。そしてその「主座敷・次ノ問」形∫1£画の格式牲を薄めることにより，やがては家族の生活

部分に（接客牲を多分に残しながらも）変質させてゆくことになるのである。　もとよりここに

至るためには多少の時をまたなくてはならぬ。しかし中流の住宅に洋風客窺力潮寸加された時，

この：方向への進みはすでに遇しはじめたとして良いのである。

　　それはさておき，中流住宅における洋風応接室の附加は，この後，顯調に進んでいったよ

うに見える。

　　前掲「愚俗i家屋．改良建築法」（明治35年刊〉　も

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　サ　　リ　　　　　の　　ロ
　「鷹洋室の設けあらざる家守は洋装の来客に対し脱履脆座の不便あり，是等の不便なからしめんには

西洋室の設けなかるべからず，然れども純粋なる洋室を構ぷは多くの費用を要し，普通一班に行わるべ

きものにあらず，故に家屋改良の一着として我従来の家墨の内部に於ける…黒の室に就いて折衷的に極

めて簡単なる西洋室を備ふるにあり」　｛．傍点筆蒋｝

とし，

7）橋「：1儒助f新日本の住宅様式」：「住宅」，火正5年12月号．
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　　　　「其位置は普通の土間玄関にして其正面は畳敷の受附の閥なり，和服来客は是より界降せしめ，而し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　て其玄重土悶の左右侮れか便宜の位i燈に鯛ヒ着のまま胤由に出入せしむべき軽便なる頭洋室を設け，媛炉

　　　は洋室の装飾たれば是を割くるも可なり，或は折衷的に床の闘棚飾を設くるも面白からん，又是等の室

　　　より磁に客便所に通ずることを得れば一膚硬利ならんか」

と述べて，第13図下・14図の如き例を掲げている。前者は「普通家屋」と呼ばれて58．5坪後

者は「紳士的の家屋」98．8坪である。

　　これは北田残量に「靴ばきのま＼上る」ところまで全く岡様である。

　　また次の第15図は明治37年刊の「1ヨ本家屋構造」8）からとった。　これも洋室附加の普及

を示す～例である。このような平面例は当時の建築書からいくらも上げることができるであろ

う。ここには比較的早い例を掲げたのである。

ドササロロコロロ　コロロコ　ロ　の　れロリロ　リリ　コヒ

i

6

押く 床
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O　　　　　O　　　　（⊃
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霞

床

客間 次ノ聞
冊　＿　　　哺　　疇　　一　　一　　，

黶@　r　　，　　一　　辱　　　　　一

Oo
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．　

π　一 六貼 三答接

精　“　一
四辛

繭洋…蓬
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玄関

幽． ﾖ　衝

第15図　　洋風応撞室附加擁一3　（腸治37年）

　　しかしながら，このような洋風客窯の附加は当時において中流の住宅としては新形式に属

し，また5・60坪以上の規模ではじめて考慮に上り得たのである。その一つの証として，60坪

以下の27例を載せている明治41年刊のB三1本家屋間取雑作図集第一一一輯」にはかかる例が見え

ぬことも，附け加けておきたい。

　　なお前掲「通俗家屋改良建築法」の第20「西洋室内部の事」は次のような室内仕様を述べ

て，当時の「実用的西洋室」を明らかにしている。

8）斎藤兵次郎r屡本家屋構造」：信友堂，関治37年刊．
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床　　張

入　　Jl

窓

窓　　飾

腰羽爆

媛　　煩

天　　井

中真飾り

最上なるもの。　寄木張

これに次いで「普通床張りの上に絨纏を敷込み，或は劣等なるものにては，段通，ヅーク

花莚」を敷く。

「入1＝｝枠を建て，ノ†開き乃至爾開屠戸をメ離、而して唐戸の模様などは種々の意匠により娩

醸なる繰形を附し，上等なるものは，堅木製にして，ワニス塗とし，杢目の顕れたるもの

……氓｢でペンキ塗とす。」

「窓は普通馬副形にては，縦に長く長方形にして，上げ幽しの硝子障子を用ふ，然れども

臼本風住堅と連続の関係より引違の硝子障子を用ふるも差支なし」

入口と「田切」を失ってはならぬ。　「窓懸けは室内装飾として立派なるものを用ふことあ

り，其最良なるものは，編子，悪子綾西陣織等の美麗なるものを継紐にて開閉せしめ，省

簡単なるものは鍛嫉の如き巻き卸し自在なる舶来品数鍾あり。」

漆喰塗か號紙張り。

および巾木はr其最良なるもの，種なる繰形を施こしたる堅木製のフXス塗」「劣等なる

ものは巾木のみ。床面巾六七寸。」

その削面には，大理石・寒水石を用い，r室内温硬の閣係と休裁上より室の中央に設くJ

天井は室内装飾の最も肝要なる部分なり，漆喰塗と木製と二種あり，就れを用ぶるに論な

く，天井の周囲に蛇腹を造り寓し種々の模様或は娩曲なる繰形等を塗出し，美観を呈せし

む。又これを本製にして天井の縁を種々の形状に象り組合せ，模様花紋は彫刻によりて顕

し，ワニス塗とし，一層美麗荘厳なるものなり」

「天井の申央に腕麗なる繰形にて輸郭を造り，内部に花紋模様を顕したる洋燈受に設置せ

るものなり。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　補説　イス座と洋風刃さ接室

　　上のような住宅の洋風応接霊導入の理由について，わが国におけるイス座の社会的ll汲が

説かれるのが通例である。そのことは岡本・北田両年も述べているように，まさに正しい理由

の一つであるには違いない。

　　明治以前における特例は除くとしても，5年正月からは宮中でも「立礼を以って礼式とな

すこと」が定められ，同年の銀座煉瓦地はイス座で建設されていた。またその後の数多くの洋

風建築内の座方式は，小学校・兵営等を含めて，イス座を採用したのであるから，わが融のイ

ス座方式は公共的な面からひらけて行ったとすることができる。　そして明治30年の頃には，

和洋の差は「彼は即ち靴をはきて屋内に住し椅子に腰掛くると，我は履を脱して畳の上に坐す

るとの相異あるのみ」（北田氏）という程度に身近なものになっていたのである。

　　それゆえ住宅内ではその比較的公的な部分である接客竃に洋風が導入されたとする，その

ことに誤りがあるわけではない。

　　しかしならら，和風室内で，靴を脱してイス座で生活する方式も，当時の知識階級では広

く行なわれていたと考えられる。たとえば永井荷風の自伝的ノJ・晶のうちで，明治20年の頃，

氏の厳父が「十畳の居間に椅子・卓子を据え，冬はストオブに石炭を焚き，役所より帰宅の後

は洋服の上着を脱ぎ海老茶色のスモーキングヂャケットに着換へ，英国風の大なるパイプを騨

えて読書」したように，かかる例は，当時の小説からなら多くを引き得るであろう。たとえ灘
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風の鱒≦内でも，イス座によって生活するのは，ハイカラ生活の一つのスタイルでさえあったか

らである。しかも中流住宅の屠往老は患時の知識階級にほかならなかった。

　　かように考えると，書斎・応接室の洋風化の理由を，イス座の社会的普及のみとすること

は根拠としてやや薄弱であり，外在的としなくてはなるまい。それは日本住宅への洋室附加の

理由として正しくとも，接客壼洋風化の根拠にはならないからである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　それゆえこの点に着口すると，われわれは接客三洋風化の根拠の澱大なるものとして，第

1に，当時の「主入中心」の生活思想を挙げなくてはなるまい。北田・岡本高山でも，家族の

生活改良には全く触れていないからである。洋館附加が冬の生濡のためとしても，その益を亨

けるのは主入だけなのであった。

　　また，第2には明治大邸宅の模倣　　様式への志向　　を数えなくてはならぬ。そして大

邸宅の様式に近い形式の住宅に控まうことは，その主人にとって　　ひいて家族にとっても一

社会的に身分を高めることにつながり得たからである。（この事は後に説く）それゆえわれわれ

は，洋風客窯の附加を機能への志向と考えるわけにはゆかない。様式志向として把えるのであ

る。

　住宅観鵠生活思想の発展

　　上に洋鵡応接室の附加が行なわれたとすれば，次にわれわれは当時の中流住宅　　それは

一殻的に「以前旧体の1．｛本屋」と考えて良いが　　その住宅観職生活思想がいかなるものであ

りまたいかにその発展が進められていったかを主として生活思想の観点から追って行きたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　在来住宅

　　この場合鹿来の住宅をまず明らかにしなくてはならないが，筆者らのごとく，文献によっ

てこれを迫おうとする場合，知り得る平面例はすでに二二改良とからみ合って存在している。

いま乎もとにある次の5種の住宅関係単行審

　　No．1　　通俗家崖改良難築法　　　　　　　井上繁次郎著　　博交館

　　Noゆ2　日本漁燈構造　　　　　　 斎藤兵次郎著　僑友党

　　No．3　　和洋住宅間取実例≦寝　　　　　　越本長三郎　　　建築書院

　　No．4　　日本家遷罵取雑作図集　第1輯　　建築学攻究会　　須原屋

　　No．5　　和洋住宅建築図集　　　　　　　　吉原米次郎　　　建築書院

をとり上げると9），それらは次のような規摸の平面例を収載している。

朔治35年樹

関治37年刊

開治40隼刊

明治41年碕

開治43！Ji12刊

9）．．と掲申No．3に酷似するものに

　金子清齋「日本住宅建築百種」：工業書院，昭和9年があり，内容から兇て初版は明らかに朋治年申と

　なし得るが発行年次を岡らかにしないので省略した。
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第4表　明治住宅単行書中の住宅規模

No．　1

No．　2

No．　3

No．　4

No．　5

15　・一

　25坪

1

1

7

5

2

25　一．

　35坪

1

2

6

10

35　一．

　45坪

2

4

8

2

45－
　55坪

1

2

1

3

1

55　・一

　65坪

1

2

2

2

2

65　t－

　75坪

1

2

75　n－

　85坪

1

3

2

85　一一

　95坪

1

95　e一

100坪

1

1

100坪’

以　上

1

9

1

言十

7

15
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　　これらは一応当時の住宅（改良）書として刊行されたものであるから，　その掲載平面をそ

のまま当時のものとすることはできないかも知れない。しかし平面例の特徴はそれぞれ非常に

よく類似しており，たとえ当時そのままのも．のとなし得ないとしても，大きな相違があるとは

考えられない。ここには手に触れるまま数例をかかげておこう。（第16～21図〉
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　　さてこれら在来和風住宅平蘭を通覧して，その特微を数えると，

　　（1＞橡側以外に確立された通路部分をほとんどもたぬこと。膳住室の通り拠ナ）

　　（2）間仕切としての壁が非常に少く，ほとんどフスマ・障子によって仕切られていること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ライトパーティションによる間f士切）

　　（3）関連して，主要室は主座敷・次ノ品形の階層的連続をなすものが多いこと、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（室の角割構成）

　　　　この場合は欄間も抜けていたと考えられるから空間としては一体性が強い。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（空間の一体挫〉

また，

　　（4）室機能は客間以外は極めて不明確で，特に寝室の表示が少いこと。

　　（5）二丁の面積的・位躍的重視が甚だしいこと。

　　（6）ひいて家族の生活空間が面積的・位躍的に圧迫されていること。

等を主なるものとして指摘し得よう。（また台所面積の大きいのも，当時の都了紅的条件を示して

いる。）

　　これらはまさに当時の佐宅観＝生活思想をそのまま反映するものに外ならず，生活思想的

に見て，次の諸項を特徴的に指摘することができる。

　　a．極端な接客尊重。しかも室空間の階摺構成には，封建的身分制的生活思想の残溜が明

　　　　らかである。

　　b．室空聞のプライヴァシ・一一の稀薄さから，家族成員各儂人の個人生活確立度の低さをう

　　　　かがい得る。

　　c．また上2項を通じて，住宅主宰者としての主人の絶対的位置を推測し得よう。

　　つまりこれらは前代潅二戸期の武家の生活を典形とする封建的生活思想そのものであって，

敷地の確立と共に，都了紅中流住宅が前代江戸期武家住宅の系統を引くものであることを明らか

にしているのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住宅改良論，明治36年

　　以上のような在来住宅に対して，その改良が進められてゆくのだが，寝来住宅の欠陥を認

識し，指摘し，その前進をうながしたのはやはり日本建築学会であり，時は，岡本・北田爾域

の折衷論があらわれてから5年の後，明治36年のことである。　この頃になれば，通俗的な住

宅改良書もすでに出版されているし，当時の建築雑誌」二にも，住宅改良のことが片言隻語に響

いて，社会的な気運の盛り上りが感じられる。そして学会雑誌は次の3つの重い住宅論を掲載

する。

　　（いつれも表題は「住家」「家屋」となっているが，内容は暗獣のうちに中流の住宅を対象

としている。当時，住宅改良といえば，すべて中流住宅が対象だつたとして良い。）
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滋

塚

矢

賀　重

本

橋　賢

列

靖

古

「住　　　家」

「住家の話」

「本邦に於ける家遷改良談」

建築雑誌，No．194，196，199，201，202．

　／i　No．　1｛　9．

　fl　No．　203．

　　このうち滋賀氏「住家一一改笈の方針に就いて　　」は当時最大の住宅論であるばかりで

なく，尊宅に対する根本的な反省を奮み，また賃のわが国住宅改良に対する激しい気醜を感得

することができる。当時1＝｛二絶の住宅論としなくてはならぬ。また雑誌上に掲げられたのは緒論

と第！章のみで，当然後章が予想されるのだが，それは見えぬ。しかし全篇の首章として灰の

住宅改良論の骨子を知ることができるのである。次の17鐙から成っている。節名は便宜上筆

三者が加えた。

緒　　言

第1節
第2節
第3節
第4節
第5節

第6節
鱗7節

第8節

第9節
第10節

第11節

第12節

第13節

第14節

第15節

第16節

第17節

年占の発雄と所在

序　　　論

理想的住宅の要件

都市と住宅

家屋と生活

その具体的説関。緩欝とプライヴァシーについて

プライヴァシーとその必要

在来住宅生活思想の古めかしさ

住宅改良の根拠としての実用主義的立場

東西既往住宅の変遷

都硅了条件の変化と住宅

都市住宅の条件

進取的思想の必要

i］三婦の仕事を軽減すべきこと

住宅の美しさについて

建築費の軽減と機械の使用について

建築家の琢費について

住宅の不燃化について

誌上No．194）

（以上No．196）

（以」二　No．　199）

誌上No．20ユ）

（以上No．202）

　　また塚本博士の「住家の話」は4月大阪で行なわれた「工学会弓隠会」で講演されたもの

で，この会は社会一般に「工学に関する知識の普及を図」るためのものだからr極めて通俗的」

たらざるを得なかったことを，博士ははじめに断わっている。またこの速記は，エ学会ではな

く「博文館がとった」ので，この点にも当時の教会的関心を知ることができよう。講演である

から節の別は無いが，敢えて樹てれば次のようになろう。

前

1．

2．

3．

4．

　言
住宅改良の必要

改良テーーマの類別

在来住宅の美的側齎の欠点

間取についての欠点
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Jr．

6．

7．

8．

9．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

16．

朋治蒔代の住宅改良と申廊下形住宅様式の成立

　　また矢橋賢吉氏「本邦に於ける家屋改良談」は

たものである。これも節を分け節に名づければ，次のようになろうか。

前

1．

9一．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

9．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

16．

構造的欠陥。特に耐震・耐火

プライヴァシーと構造

衛生上の欠陥。採光，通気，採媛，上下水について

経済的問題。耐火について

都市の住宅および集合住宅について

住宅改良の隆路　1．　イニシアルコストの間隔

　　　〃　　　　2．社会的建築観の問題

　　　〃　　　　3．建築形式の出題

　　　〃　　　　4．生活方式（座方式）の問題

　　　〃　　　　5．コニ業教育の祉会的水準の低さ

魚｛コ　　　鑑島
角lsll　　　pm

附　言　F．バルツエル氏の田本建築論批判

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，9月

在来住宅の衛蟹三隅欠陥　1．座方式の閥題

　　　　〃　　　　　　2．通気と賊風

　　　　〃　　　　　3．媛　　　房

　　　　〃　　　　　4．採　　　光

構造的欠陥

材料の経済と規格について

盗難予防上の欠陥

作業能率上の欠陥　（座方式について）

台所・湯殿・雪隠の欠陥

住宅改良の必要

経済的観点より標準洋風家屋作製の必要

機械による標準部樗の作製

米鯛における機械利用について

　　〃　　縁料費と労働費

　　〃　　労働事情および仕箏ぶり
鮮：　　　　　｛蕎”
珂、i霊　　　　　　　1：＝1

115

学会通常講演会において講演され

　　以上の3者は，それぞれに長さも長く，内容も多岐にわたっているので，簡単に引摺して

内容を伝えることができぬ。また上掲に翼、られるように，ニュアンスにおいて相当の相違を見

せているが，同時に重なっている点も多い。つまりこの3論文は，論者の催性を通して表現さ

れた，当時最高の水準における，時代の住宅改良論として良いのである。

　　それゆえ筆者は，上の3論文をとりまとめて，そのうちから当時の住宅改良の特に重い問

題点とその方向を，項を分けてとり上げることにする。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　その性格と史的位置

　　なおこの場合，はじめに3者共通の性格に触れて置くと，通覧して第！に気附くのは，こ

れらが共に，住宅改良の必要を強く指摘しながらも，直ちに実現・実施し得る現実的方策につ

いては余り触れていないことである。それは論者が，等しく非現実的だった大正時代の住宅

（生活）改良論におけるように高踏的・抽象的な立場をとっているからではない。しかも現実か

ら遠去からざるを得なかったことには，2つの主な理肉が考えられるのである。1つは当時が

住宅改良の問題の発生的段階にあって，いまだ将来の具体的改良住宅像が明確になっていない

ことによっている。

　　1つは，論者の抱負の大きさに原因して，現実からやや離れざるを得なかったことによる

のである。

　　この3論文は，第1の理由によっても，結論的には「在来住宅批判一欠点の認識」とし

ての史的意味をもつたのであるが，抱負においては何れもより進取的なものであった。それは

生活思想を全く異にし，しかも技術的に進んでいた欧米の都市住宅に接したわが困都市住宅の

歴史が，はじめて正面から内容的にとり紐み，積極的に自己を拡張しようとした試みに外なら

ないものである。しかも姉西両住宅の差は，在来和風住宅に簡単に手を加えることで済まされ

得るほど小さなものではなかった。それゆえ，当時において住宅改良を論ずることは，当然，

在来住宅を根底から考え直すことにつながり，特に生活思想の問題に深くかかわらざるを得な

くなるのである。そして直接的な住宅改良の問題から遠去からざるを得なかったのである。

　　しかもこの場合，滋賀残は自らの立場を，「ユチリタリアンの立場」と規定して，当時の

建築家の「ラスキンの所謂ア…一キテクチュール・プロパー」との別を立てている。　このことは

性格的には3者を通じて云えるのであるが，ここにもわが国建築学の進みを察することができ

るであろう。

　　明治の住宅改良は，結局は中廊下形住宅様式を産み出すことで終った。しかし，この3論

文にとり上げられた問題，およびその改良の方向は，明治時代を越え大正・昭和を通じて，わ

が国都市独立住宅史にひびいている。　われわれはこの点に，わが国住宅史における，明治36

年の住宅改良論の大きな位羅を，明らかに認めておきたいと思う。

　　また，3論文は共通して上述の性格を有しはするが，3者相互に比較すれば，問題のとり

上げ方には，相当にニュアンスの差が存することも否めない。一書にしていえば，滋賀氏論文

は，特に観念的・思想的な傾向が強く，生活思想の問題を重く扱っている。一方，矢橋氏は思

想的な面より，技術的・経済的側面を主に問題にとり上げ，そして塚本氏は両者の中間に位置

するといえよう。それゆえ生活思想の問題にひかれているわれわれは，滋賀氏によることが多

いのである。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住宅改良の必要と問題点

　　そして以上のような事情を，底心氏の「緒欝」（問題の発生）は罪常によく告げている。氏

はいう。

　　　　「近世有識のzi＝欧に行き米に遊び深く彼の⊥の風俗を察し，所謂欧米の交明なるものは蕾に物質的の

　　　進歩のみならざることを根底より観察し，之を我国の現状に比し，改鐡取捨を要するものは有形上或は

　　　無形上に鋭意実↑∫の途にあるは圓家の慶那と謂はざる可からず。方今公徳養成の問題と云ひ，風俗改良

　　　の喝道と云ひ，畢党我趨識者の多くが先進1週の風俗を観察して其良き部分を認めて我国の風俗習慣と比

　　　押し，i日来世闘を知らざりし我国の公衆に目し，今日山行ひ来りしこと，又今日印行ひつつあることを，

　　　それでは世聞は遥れぬと1／t，1一ふて論ずに外ならず。公徳の養成も風俗の改良も必．要に迫られて起りたる問

　　　題には銅違なけわども，他を見て其・長短を比較せざりし人の頭には容易に起こらざるものなり。

．そして氏は，「一一・国風俗の根本は衣食住にあり」とする。「礼儀作法の如きは多く衣食住より来

るものにして，衣食住に変化を来せば礼儀作法は袋・に一変せざるべからず。」

　　しかし氏は，わが蟹の住宅を，立式にせよとか洋館にせよとか決定しようとするのではな

．い。「余が之に対しての意見は断洋風にせんと欲せば繭洋風にせよ，日本風にせんと欲せばiil

本風にせよ，支那，印度，希慮，羅編何ぞ霞む所あらん。風を限るは意匠の自由を浸害するも

のなり。」そして「如何なる建築にても絶対的に完全と云うもの」はないけれども，「科学の基

礎に依らずして経験のみに依頼」するのではなく，「當識を土台とし，美学の元則を応用」し

た「最も完全に近き理想に遠からざる住家」を当時が要求する，とされるのである。

　　ここには明治の啓蒙的思想の1年々と息づいているのをわれわれは旧いだすであろう。そし

て氏は，理想的の住宅の基礎条件として，「外論・衛生・便利・愉快・経済・美観」の6っを

掲げられるのである。が，これはすでに住宅改良の問題点として良いであろう。

　　一方，塚本博士でも，住宅改良の必要の理由は良く似ている。ただ臨士は加えて当時にお

ける不ヂ｛洋二璽生活の不経済を挙げている。そして博士によれば，住宅改良の閥題点は，大別し

て3者になる。即ち，美的側面の問題・塔と術的側目rlの問題・経済的側爾の問題である。

　　そして学術的側薗はまた，次の3者に分けられる。即ち，間取りの問題・構造のi翻麺・衛

生の問題，である。

　　つまり轡型とも，とり上げる問題点は相ひとしい。そしてこれに，特に重い，立座方式の

問題を加えれば，当時の住宅改良の焦点のすべてが挙げられることになる。

　　そしてこれらを，内容上から再編成すると，われわれは大別して次の4者と考えて良い。

即ち，

　　■　技術的問題として，構造と衛生関係

　　2．生活思想の問題として，プライヴァシーおよび主婦の労力軽減

　　3．座方式の問題

　　4．経済性の問題
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　　このうち，第ユの構造・衛生は，構造では耐震・耐火，衛生では通風と媛房が問題になっ

ているが，すでに前節に説いたところを出でず，特殊な観点はないので，ここには略すことに

する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座方式の問題

　　さて以上の諸問題のうちで，論者の前にもっとも大きく立ちはだかったのは，「座方式」

である。これは，わが国の生活風俗に深く根を下ろして簡単に変え得るようなものではない。

いな，それは生活にかかわる一一切の具体的な形を決定していたとして過言ではないし，失うに

は余りに大きな歴史を背負っていた。それゆえ，立式を特に強調しない滋賀氏，また強く主張

される矢橋無と，方向性の相違が明確に打ち出されるポインFとなったのである。

　　しかしすべての論者は，座式の欠点を認めている。「立たんと欲せば立つことにせよ，座

せんと回せば座すことにせよ」といわれる滋賀氏にしても，「現在では」というので，

　　　　「足を折り曲げて体重を以て圧し付けるの習慣は入体の発育上無害のものとは言はれざる曳く，畳の

　　上に横臥して室内最も多くの炭酸瓦斯を含める下層の空気を呼吸するは衛生上無害の者とは云はれざる

　　撰し」臆言）

とし，また「一1三1中或は休み或は働き茶を飲み煙草をふかし新聞を読み雑談に時を遷し働くが

如く働かざるが如く悠々として事に従う」非能率的な生活は，「吾々の（廃式）家屋は兎に角入

をして是の如くならしむるに最も適当」になっているからとして，その非能率的なことに注意

せざるを得なかった。

　　そして，ユカ座の非衛生・非能率という2欠点は他の2論文にも共通にとり上げられ論じ

られる。そして矢橋氏は，「西洋帰り」の婦人の例を引いて，立式への移行は「それ程の難事

ではない」とされるのだが，このように割り切れば別として，まず「住宅改良の隆路」の重大

な1つ（塚本賃）として数え上げられたのである。

　　すなわち当時にあっては，座方式の問題は住宅改良において重大な問題として注意され，

立式への方向は能率・衛生の面からおよそ明らかに認識されていたにもかかわらず，現実への

踏切はチューチョせざるを得ないものとして存在したのであった。

　　加えて云えば，この塵方式の問題は大正時代の住宅改良の場でも大きな問題になる。そし

て上掲2つの欠点を根拠として，遂に立式に踏み切られ，居間中心形住宅様式が成立すること

になる。しかしそれはあくまで住宅改良の場においてであって，祉会的にイス座への強い志向

があらわれるのは，この度の戦後として良かろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経済性の問題

　　対象が中流の住宅である場合，経済性の問題は常に大きくあらわれるが，この3論文でも

経済性の問題は大きな部分を占めている。そしてこの中には，和洋2重生活に原因する生活上
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の不経済隊本氏），また，耐震・耐火という維持面の経済牲も3氏はともに触れている。とい

うより住宅を構造的に耐震・耐火の方向に改良することの最大の根拠は，3乗ともに経済性の

問題からとり上げているとして良いので，塚本博士が，この問題からひいて部市の不燃集合住

宅にまで触れているのは興味深いと云えよう。

　　しかし最大の論点は断るまでもなく建築費にかかわる問題である。そして在来木造不1：i風住

宅の不経済な点として，大きな部材を使用しても接合部の切り欠きの為に強度的に不経済であ

るとか，材料規格の不統一による不経済が指摘されている。僻に矢橋氏）

　　しかしこの問題にかかわって，3氏の力点が在来そのままの和風住宅の建築費韓減にある

のではないことに注意を要する。3域の主題は，コスト高を覚悟して耐震・耐火，衛生的で便

利な改良された住宅を作ること，その場合の建築費の軽減にあった。そしてそこから，部材の

規格統一，機械による（大野）生産，標準家膣の作製の必要，が諭じられるのである。われわ

れはここに当面の住宅改」蔓論の進取性をうかがうことができよう。

　　前2者は3薦とも簡単ながら触れているが，ここにいう機械生産の部材とは，主として，

米園におけるモウルディングを附された長押様の，またはパネル部材の材料が挙げられている

ので，洋風装飾部材に苦しんだ当時が察せられる。また滋賀氏は他に，「帯鋸・丸鋸・留切機

械・面取機械・機械盤・平鉋機械・繰形機械・椚突機械」を上げ，「等，欠伸…番建築師の一

顧を待ちつつあり，埋入無風流と興り非美術白勺と罵るものあれば其嘲罵するに任ぜんのみ何ぞ

一々弁駁説明するの要あらん」と述べて，その期待の大きさを示している。

また「標準家屋の作製」に触れたのは矢橋賃であった。1ヨく

　「是は御銘々に御高説があらうと思ひますが私は是は旧慣を一掃して仕舞って前に申しました所の欠

点を補ふた然かも速成的な快活的な経済的な徳生的な家騰，即ち標鵜家屋を技術者が寄って一・つ定める

のである，さう云ふ標準家屋は私は出来ないことはないと思います，さう云ふ標準家屋を拍：へて，斯ふ

云ふものが唱いと極ったならば，前にも詳論しました通りそれに対する材料もマーケットフォームを作

ってやるのであります。

そして氏は，氏が実見された米国の例を日本風に翻1訳しつつ具体的に説明し，大量生産と互換

性ある部材の了tt場的安定とによって，建築費の著しい低下の可能牲を説かれたのである。

　　しかしながら，わが国中流住宅改良の当初にあたり，具体的な将来の方向も明確に定まっ

ていなかった時にあって，この標準住宅作製・販売の論は，やや観念的たらざるを得なかった。

講演後の「質疑応答」もここに集中されている。しかしながら疑の提案は，これが米国例の醗

案にすぎないとしても，わが国はじめての規格住宅論として盆宅野中忘れ得ないものである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生活思想の問題

次に本題たる生活思想の問題にかかわっては，在来住宅の批判とからみ合って，室プライ
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ヴアシーの要求磁賀・塚本商氏）および主婦の家事労働の軽減磁賀氏）が注意されるであろう。

　　プライヴァシー磁賀氏「プラ4バシー・’iンディビジ・・tアリテー」塚本氏「シークレシー」）の問題

は，爾氏とも在来住宅の生活上の欠点の第1に空く。そして塚本氏は「個入的秘密性」から直

ちに住宅の構造の難題へ進まれるのだが，滋賀氏では，わざわざ節（第6節）を設けてその必要

を論じられている。口く

　「吾々の住家の居室の取り方｝よ其区域甚だ判然せず自他の居室の区別明かならず，……一一家悉く一室

の如きものにして蛍人の室よザド卿の室に至る迄台所は云ふに及ばず凡て一一室となすを得べき者なり，

富豪貴族の家にしても猛て心申に於て上下尊卑の区別を立て自ら遠慮して他を侵さざるに務めざれば障

子襖の類は以て自他の区燐を朋らかにするに足らず，人己れの室を通り抜けるも更に意とせず，これを

意とせぎるが故に己れ亦他の室を通り抜けるも心に介せず……吾々の家屋は是の捌きことをするに便利

能く造られたるものにして自他の区別に璽きを醗かざることは居室配罎の｛：1：方に依て明らかなe）……仮

令へ居室の戸山上躬自ら通り拠ナせぎるとするも声をして通り抜けせしソ）ば其の不都門は同じことなり

己を重ずると聞蒔に他を重んずるの道は只だ自他の区別を｝｛E［J然たらしむるにあるのみ……それゆえ完全

なる住家の体裁を呉へんとなれば宜しく……盛に間仕切を用．気るの方針をとらざるべからず…（第5節）

「英語にてプライバシーとは口入の蟹を避けて自ら隠退するを謂ふの意味にして，家屋用の各寵は皆多

少其意味を含むものなり。人は家屋内にある聞は裸体になることもあり不体裁の衣服を若けて人の羅に

触るるを粥かることあり，此等は皆其！．目に当てられたる室に於てのみなす可きことにして，人に隠れて

為す穿きことなるが故に他をして航りに窮はしむ可からず，これ自ら其権利を重んずる所以なり。……

（第6節）

　　賃は続けて，プライヴァシーの意を広げれば「インディビジュアリテ・・一一」となると云い，

更に室の機能分化に触れて「若し応接の間を客窯とし書斎を客室に用ふる等のことをすれば此

三つの室は皆其特殊の用即ち書斎は書斎として客意は客室として応接の室は応接の室として用

ふるには不適当のものとなるなり。これは或る意味に於いてはプライバシー・を侵すものにして

室のインデビジュアリテーを失うものと謂ふ可し。」とする。本来，室の単能面出能化とブライ

ヴァor・一とは一応別に考えられなくてはならぬにもかかわらず，両者をかく轡接に把えるのは

塚本氏においても同様であって，爾概念が当時極めて新らしいものであることを物語っている

のである。

　　しかし何れにせよ，プライヴァシーの必要は燗入の「権利」と共に確実に把握されている。

われわれは明治36年においてはじめてこの問題が明確に住宅中に持ち込まれたとして良い。

　　また滋賀氏はその第13節で，　節を立てて主婦の家事労働の軽減を強く主張されている。

これは筆壽の興、る限り最も明確に，最も早く，中流住宅改良と主婦の仕事とを結びつけた議論

で，それまでは便利・愉快・経済等が雷葉として述べられていても，それらは観念的なもので

具体性を欠いていた。まして「主婦」とか家事労働には明確に結びついていなかったのである。

民は云う。

　「齋来より建築者にして余り気の付かざる事柄にして，而も近世住家建築の発達に関し，大関係を有

する事あり，而して住家の便不便は，多くこれ等の事より割り出さるることを思へば，建築者として住
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家の研究には，先づこれ等の禦を心得縫かざる可からず。其事柄とは何ぞや，即ち滋婦に関する家の仕

獅を謂ふなり。

　家は主入一一一一入のみのものにあらず。夫婦共圃して立つ可きものなり，主入は外に在て鶴壌を一9『るもの

なれば，家にあること稀れにして，主婦は之に反して家に居ること多く，従って之が便利を計るは，最

も至当の葛にして，余は住家の研究に於ては，此辺に最も重きを置かんと欲するなlj｝，これを繊：櫓こ云

へば，主婦の仕事を軽くし，身体を劃すること最も少くして，容易に箏を運ばしむることを計らぎる1rtlf

からず，主婦の仕事は下学のイ士事と相関連するが故に，下唇仕事を軽くすることを計るは即ち主婦の仕

壌を軽くすることとなるなり。一家の主婦にして下卿一人位を使雇するものなれば，其働きは殆ど共劉

にして，家の仕事に従廓せざる可からず。

そして域は次に，「1便利なる住家』の記者L．H．ギブソンの口吻に倣ひ」当時の主婦の一

日の労働を写す。それは戦前昭和時代でも少しも変らなかったところの，女中1入を置いた程

度の中流生活そのままである。rll々繰り返えし，変化もなく発展もなく，日常の些細だがしか

しjしまれば家庭生活がその目から混乱し，やがて破壊されるにいたる，いわば一家の家庭生活

を根底的に支えている労働なのである。

　「而して翌日も，復翌臼も，其の操る駈の業は同じくして，其要するiLl三意は異なることなし。是其仕

鱗の一班にして，此外詩心の来客，訪問等主婦の仕事は実に容易なるものにあらず，年少の主婦，此等

の義務を完金に成し遂ぐるもの果して幾何ぞ，これらの箏には主人は一切手を付けざるなり，全く男子

の鋤きに対する裏：面の働きと謂ふ可きなり。この裏面の働きを，最も手軽く，最も便利に運ばしむるは，

即ち余が所謂住家の便利の一にして，硬利とは蕾に間取の都合能く1反られたることをのみ謂ふにあらず

涌して住家の便不便は，家人殊に主婦の衛坐，愉快経済等に関係を有することは，一々事実を挙げて詳

説せずとも自ら明らかならん。

　　われわれはこの節のみをもっても，氏の住宅論を，わが国住宅史中ユニークな位置を占め

るものとしなくてはならない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承　　　前

　　上に筆者は，明治36年の住宅論1こ見られる生活思想発展の具体的問題として，室のプラ

イヴァシーおよび主婦の家内労働軽減の要求があらわれたことを述べた。しかしここで注意す

べきは，両者が何れも欧米住宅からわが国住宅へ移し入れられている点である。k掲に冤られ

るように，室の独立性は，洋館のプライヴァy一が常に例証とされている。また主婦の家内労

働についても，滋賀灰は「ギブソンの口吻」を借りたのである。それゆえ，ここに見られる生

ラ舌思想の悶題は，わが国における発展ではなく，当時では単に借りものに過ぎぬのではないか，

との疑閃も起こり得る。しかも既に見たように，プライヴァシー一と室の機能分化とが或いは盛

岡されるような水準にもあったのだから。

　　しかし筆者はこの考え方には与しない。たしかに　　特にプライヴァシーの閥題につい

て　　その把握の仕方の深みは，いまだ完全とは云い難い。しかしそれは当時が住宅改良の発
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生的段階にあったこと一ないしょり広く，わが国の思想的な近代化の若いためによるので，

単に思いつき的模倣とか，借りものであったのではなく，わが国の社会的な生活思想発展の方

向の，中流住宅の場に於ける反映として畏いと考える。

　　何故ならば，その最大の理由として，思想的観点の重い滋賀氏論文では，在来住宅観ミ生

活思想そのものの古めかしさが明らかに批判されており，それを踏まえて上掲が論じられてい

るからである。これも明治36年の住宅論申，逸することのできぬ内容としなくてはならぬ。

一班を抜く。

　「降って近世に至り士農工簡を論ぜず，申等以上の資産を有する者の住家は，皆燗人的にして貴族的

を含めるものなり……其従属するものに就いて謂へば家令と云ひ，家扶と云ひ家従と之ひ執事と云ひ小

使と云ひ書生と云ひ給仕と云ひ車夫と云ひ馬丁と云ひ門番と云い，婦人に対しては老女女中頭女中仲働

小凹田保母児守り炊婦等数へ来れば幾人たるを知らず町触富豪と呼ばれ貴族と称するものは成る可く使

用人の数を多くし好んで厄介者を蓄へ厳然一一小君主政府を謙り，主人は最も奥まりたる一小部分に室を

構へ厳として一門の位羅に立ち，出る時は全家挙げてこれを送り，．入る時は挙家一岡点れを迎ふ。恰も

封建時代の遺風を存して猶は欧洲中吉の有様……に髪髭たり。これ或は今Elに於いては極端の話の如く

聞こゆれども中等以上の住家と称するものは皆これ等の事情に適する様造られたるものなり……其標本

を古代に取て造られたるものなり。……（第7節）

　「近世富豪貴族が其邸宅を所望洋風にし外見体裁を能くしたりと羅も其プランたる貴族的の精神を失

はずして無益の室を並べ不用の聡数を加ふるに過ぎず。翻て中等人士の家を見よ障子｛ζ硝子を嵌め家根

を亜鉛或は鉄板葺にする等に止まるの外更に改良の点を見ず純然たるFチヨン」髭大小時代の家屋にあ

らずや……（第8節）

　時勢は已に平民的に向ひつつあるな1），風俗量平民的ならずして可ならんや，風俗已に平民的に向ぷ

ものとする暗は其家も亦平民的に造られざる薄からず。余が所調理想的の住家なるものは此辺に最も重

きを置くなり。……（第2節）

」

　　すなわちこの「平民的の時代」，わが国の近代開始期としての明治時代，の到来こそ個人

の「権利」として室のプライヴァor　一を要求し，主婦を家事奴隷から開放する最大のモメン｝

だったので，この方向性は先に見た福沢等の啓蒙的業績に明らかに窮い得たように，独り佐宅

内での問題ではなく，わが国近代化の歴史そのものの，住宅の場でのあらわれに外ならなかっ

たのである。

　　それゆえこの方向性は，単に上掲3論文のみにひびくのではない。これほど明確に強く主

張されぬにせよ，「客室を独立させ」「住宅を客のものから家族のものに」しょうとする志向は

当時の住宅改良書にも明らかに読みとることができる。これもこの方向挫がわが国社会に根を

下ろしつつある事実を示すものとして良いであろう。　われわれは次に明治30年代の住宅改良

書，「通俗家麗改良建築法」「和洋住宅学」の2著をとり上げ，その内容を概観しよう。

曇
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「通俗家屋改良建築法」　明治35年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「和洋往宅建築学」　明治39年

　　この場合，単行幾として比較的早く，かつ内容もまとまっていて，出色の住宅改良書と呼

べるものに，これまでにも屡々触れてきた井上氏「遜俗家屋改良建築法」伽治35年刊）がある。

　　この書は，晶晶および次の24項と附録から成っている。

　一、総　　　論

　二、心地撰択の事

　二三、配置を定むる奪P

　四、製　図　の　嘉

　五、購室配置の事

　六、騒内空気流通の箏

　七、光　線　の　事

　八、構造の事
　九、家団の高きの事

　十、柱及び各部の木鋤の溺

十一、軒廻り及び縫根の砺

ナニ、建築形式の璽

ナ三瓜色彩照合の事

十四、床の間及び棚附齋院の瑠

　十五、欄　間　の

　…卜六、壁の事
　十七、畳　　の

　…卜八、天井の嘉

　十九、建具の
　二十、西洋室内部の事

二十一、木材応周の箏

二十二、阿　　の　　禦

：一一十三、橋　垣　の　事

二十四、一丁改：良の要旨

附　　録

　　一、工費予算の廓

　　二、仕様書の事

　　全体的に見て技術直1勺・細部的な問題が主となっているのは，この種の著書として通例だが，

その，五「間室配置の事」には，当時の和風住宅改良の方向一般と，上に見た生活思想の発展

とを良くうかがうことができる。ここにその主要部を引いて置く。（傍点・番号筆二者）

（］．｝聞室の配蹴は掛戸の建築上最も慎重なる考案を要すべきものなり，居住者の身分・品格及黛業等に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　コ　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　サ　　　　　　　　　　　　　　の　　　　　　　ロ

　　より必要なる脳室を秩1荻｛三しく，体裁を保ち，専ら便利に而して衛生に，経済に鑑み適当に配列せ

　　しむるにあり……
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　サ　　　ロ　　　ロ　　　リ　　　の　　　り　　　リ　　　ロ　　　　　　の　　　の　　　り　　　り

｛2）家騰の外廓の形状は方形或は長方形の郎き斌丘純の形より光線と通風の普及を計るため処々に折曲げ
　　　の　　　　　　　り　　　の　　　　　　　サ　　　　　　　り　　　

　　或は凸凹参差せしめ……其屋背は扁低断続して多少外観に風致を添ふ，然れども其ほ1入の妄りに繁

　　に過ぎたるは，雨水の流下よろしからず停滞を来す恐れあり。
　　　　　　　　　　　り　　　　　　　ロ　　の　　　の　　　　　　　サ　　　ロ

（3）玄関の位i撫ま一家の最も尊羅すべき処なれば不体裁なく厳粛に構ふるを要す……
　　　　　　　　　の　　　　　　　　　　　ウ　　　リ　　　　　　　の　　　ほ　　　の　　　ロ　　　の　　　　　　　　　　　　　　　　

観　脳室は禄偲又は廊下等にて連続せしむべし，或室に通るに他室を踏ざれ｝ま達する事能ぎるが如きは

　　最も不便なり，ために他の一室は企く通路となりて，室の用をなさぎることあり。

（5）申廊下は用ひぎるを可とす……

（6）二階上に配置する間八は，客間・応接の問・書斎のごとき臼常起繕せざる室に充つべし・…

（7｝来客の遜路に漁る廊下又は客間等より家人等の動作の状態の兄へ透ざるを可とす。又談話の互IC反
　　　　　　　　　コ　　　ロ　　　リ　　　　　　サ　　　リ　　　　　　　　　　　ロ　　の　　　　

　　卜するが如きは来客に対し不快を感ずるものなれば兼て注意をなし置べし。

｛8｝客周は来客を請じ応接し，饗宴等のために用ふる一家の表座敷なり，故に家屋中最も尊重なる構造
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　り　　　　　の　　　　　　　　の　　　　　　
　　を要し，且つ雄園に望たる好｛1躍Rこ1起賦を以て我園の慣擁とす，然るに近来行わるる説は不時の来

　　蓉勧影密酌あ愚1と乙家i栃1喪赫痘麗塞ぎ，¢献癒曲目る家族奪あ膚商は，σ好｛雄1を櫓ぎる
　　　　　　　　　の　　り

　　ことあり，故に客閥は北側に移し，来客に対する相応の設備をなせば大に便利ありとす。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　の　　　り　　　リ　　　コ　　　リ　　　リ　　　　　　　り　　　の　　　の　　　　　　　　　　　ロ　　　リ

⑨　次の騰は，客間其他の主要なる座敷に続きたる闘室なり，此此の間室は成べく併列せしむるを利益
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　　なりとす，乎常は襖を以て境界とし若し多人数集合せる饗宴等の席に使用せんと欲せば境界の襖を

　　撤し，広き一室を得る便利あり……
　　　　　の　　　　　　の　　　の　　　　　　サ　　　ロ　　ゆ　　　　　　　ゆ　　　　　　　の　　　ロ　　　ロ　　リ　　　　　　の　　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　リ　　　サ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　リ　　　　　　　の　　　の　　　　

⑯　居間・書斎・隠激｝都i？LiJ、児室の如き二死起耕に充つる鵜室は家屡中庭園に望める好位i澱に殿くを可
　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な　　　　　　　の　　　の　　　り　　　　　　の　　　り　　り　　　リ　　　コ　　　　　　ロ　　　　　　　ゆ　　　り　　り　　　り　　り

　　とす，就中隠居薄墨小児室の如きは，日当りよき且つ衛生上幻二適の位置を撰むべし

働　台所は……栢轍の広さと清潔なる構造を要す，其の位置は（南か東が可い）・・

卿　湯殿と便所は成べく本屋より離隔せしむ・るを良とす，湯殿は目光の摂射を要す。・…

　　似下略）

これは明治35年としてまさに進歩的意見とすることができる。特に（4）には窯の独立と廊

下の必要，（8）には家人中心の住宅観，（10）にはその呉体的表現として子供室の重祝等を見るこ

とができ，これらの点では大正時代の住宅改良惹見としてもそれほど見劣りするものではな

い。

　　しかし一方，在来の住宅観畿生活思想も．抜ぎlllli〈残溜していて，（3）には玄関の重祝，の

には来客の極だつた尊璽，（9）には室の連続的使用が説かれている。また先に⊥げた（10）家人中

心の住宅観にしても「近来行わる＼説」として紹介されているところに，当時の住宅観の過渡

的な姿と位置とを兇いだすのである。

　　しかもこの教条に発られる進歩性と保守性は，温品を含めて中廊下形住宅様式の住宅観＝

生活思想そのものなのである。　それゆえわれわれは，明治35・6年の頃には，中廊下形住宅様

式成立への方向は観念上には既に明らかとすることができるのである。

　　しかしながらこれはあくまで観念上の方向で，　当時（ないしこの著の）具体的な住宅観は

掲載平面例に見られなくてはならぬ。（第13・14・16図参照〉そしてそれは，中廊下形往宅様式に

は遠く及ばぬものである。

　　（なお，その二四，「家屋改良の要旨」はすべて構造についてであって，前節中「家屋構造一

般の改良」に引いてある。）

　　また明治39年刊行の駒杵・｝越本氏「和洋住宅建築学」10）も当時の住宅書として，全体的

に良く似た内容を有するが，その第4章「設計の注意」は次のように云う。（園内筆者）

　　一一一、外観の美。（略）

　　一：一一、奥床しく各室を配置し開放的ならぬこと。

　　　　　　1．内部を通行人・商人より窮い得ぬようにすること。

　　　　　　2．家族と雇人の部分を鷹溺すること。

　　　　　　3．浴室・便所の内部をうかがわれぬようにすること。

　　二1、安逸なる生活を得せしも・ること。

　　　　　　1．室内瀧度を一一定に保つこと。

　　　　　　2．冬季，壁・障子の隙間より賊風の入らぬようにすること。

　　　　　　3．蚤・蝿・蚊等の入らぬようにすること。

　　　　　　4．廊下等を明るくすること。

　　四、各室に便利を与ふること。

10）工学士駒杵勤治著・越本長三郎編「和洋建築学，上・下」：須療屡，明治39年刊．
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　　　　1。家風を尊重すること。

　　　　2．食堂と台所を近づけること。

　　　　3．便所と客闘を近づけること。

　　　　4．食堂，欝斎より所感に直接出られるようにすること。

　　　　5。階段を成るべく多く設くること。

五、広澗にして窮囎ならぬこと。

　　　　1。予備室の用意が欲しい。

　　　　2．廊下rijは広くとること。

　　　　3．天井は15～9尺とすること。

六、無益なる場駈を設けざること。（略〉

七、適当なる1ヨ光の射入及び新鮮なる空気の流通を計ること。鵬出）

八、住宅の周鵬に広澗なる場所を設くること。（略）

九、方位に注意すべきこと。（略）

これは洋館に対しての設計上の注意であるが1：：姻家狸のそれも大差ないものと類推できよ

う。殊更にとり上げて論ずるほどのものは無いが，第2項目プライヴァシーに関して，家の内

外，家族と雇入，家族と客との場合に限られ，家族成員相互では問題になっていないのは，萌

掲「通俗家屋改良建築法」の場合と同様で，当時のこの問題の位隈を知り得る。また，上掲2

書を通じて，対象としてとり上げられた住宅の規模が大きく，少くとも数十坪以上である点に

注意を要するであろう。

　中廊下の導入

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明治30年代から40年代へ

　　日露戦争前後の｝ヨ本，すなわち20世紀初頭のわがi韮1は，祉会史的にも建築史的にも，ま

さに「我墜1に於ける歴史上の移動時代」”）を経験しつつあったように見える。それは明治維新

という大変革によって中世的な封建体制から一挙に近代へ飛躍した後の混乱が次策に安定し，

EI清戦争によって自儒を得，いままた旧露の大戦を戦い通したわが困が，内部的に次第に整備

を進めつつある時代であった。この姿は1建築学会雑誌土にも良く反映しているので，維新後

荒廃にまかされた丸の内一帯は，三菱会糠の赤煉瓦造ビル街1ご変わりつつあり，日比谷公蘭・

上野公園は市民の為に闘かれ，整えられ，図書館建設が進められ，39年には外債によって東京

の区劃整理に着手される。東京駅・国技館・帝幽劇場の計画もまた30年代の末である。雑誌

上には「電灯事業の現茎［三及び将来」（37年，No．207＞が論じられ，また明治時代そのも9）が，この

頃から囲顧の対象となるのを見いだすであろう。

　　一方建築史的には，早くも「アール・ヌーボー」がとり上げられ12），実例が作られ13），米国

における摩天楼・大アパートメントが注Rlされ，39年から43年にかけては建築雑誌上に大き

な鉄骨構造の講議旧比肉が連載され，また30年代の末から鉄筋コンフリーMt　S・．造が佐野博

11｝清水釘吉「我圏に於ける建築歴史上の移動特代ゴ；建築雑誌，明治37年，No．211．

12）滋賀重列「アーール・ヌーボーの真相」：麹築雑誌，明治37年，No．210．

13）神本理髪店：建築雑誌，明治37年，No．214．
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士らによって学問的に輸入されはじめ，そして板硝子隆瞳が本格的に言卜画されつつあり，この

時代の2・30年前に正統として輸入された様式的建築は新らしく世界的に拾頭しつつある新建

築技術の前にすでに保守的傾向とさえ更、られるようになってきたのである。そしてこれら現象

面からの圧力は，やがて43年，「我［玉；将来の建築を如何にすべきや」とのいわゆる「様式論争」

となってあらわれるのである14）。

　　そして上に述べた住宅観＝生活思想の変化・発展は，特に中流の住宅をその場として，こ

のような背景の上に漸く進められていたのであった。が，明治36年の住宅改良論以来，30年

代後半の学会誌上には中流住宅ないし住宅一般について，取り：立てて論ずるほどの議論は鼻、る

ことができない。

　　しかし住宅の問題は決して忘れられていたのではない。かえって当時の雑誌には常に住宅

に関係ある問題を見いだすのであって，　その頻出度数は30年代前半とは比較にならぬほどで

あり，暗代の住宅に対する関心の深さは知ることができる。

　　たとえば明治37年から38年目かけて，保罵勝也賃は「住宅の室内装飾に就いて」を雑誌

上10二四にわたって連載する。これは洋風室内装飾についてであって，海外書を基礎に説か

れたものらしい。また37年末の「米山都市に於ける一一一一・・傾向に就いて」（No，216）は，シカゴ・ト

リビューン紙によってニューヨーク・シカゴ等大都事の高層集合住宅について簡単に紹介した

もの，また翌38年にはD。NB．　Stirgis　F亜米利力1：1の住宅」を紹介した大熊喜邦氏「米瀦現今

の住宅」（No．223）があり，（このような米国佐宅紹介の例は明治40年J・K・Y生「家屋の様式は

如何に択ぶべきか」（No．251）にも見ることができる。）また，「鉄筋混凝土の住宅」（No．227）とし

て，この構造が住宅に用い得ることに対する関心が鎚、られ，38年の末にはビルディングニュー

ズ誌より「電灯及び白熱瓦斯の室内点火J’に就て」（No．228）が紹介されている。また田田建次

郎氏が「床の間に就て」〔No．　254）を史的立5易で論じていることも注意したい。39年には大熊氏

は「満洲の住宅」（No，235，6，7＞を紹介している。また40年には「最も安値に洋風小庭藤をrl…る

こと」（No．243，251）が見られ，洋書よりとった多数の・」・魔園平薗を言1三ヒせて，住宅建築ばかりで

はなく洋風小庭園にも目がひろげられているのを見ることができる。

　　しかしこれらは，わが国住宅改良に直接的であるとは云えないであろう。それゆえ上掲は

すべて略すことにし，ただ直接的に当時の住宅改良を物語る2，3に簡単に触れるに止めよう。

　　その1は明治39年，准員某疑「鹿兜島市に於ける普遜住宅のプランー般」（No．　230｝であ

る。某氏は同市の普通住宅平面として策22図の如き2図を掲げ，「東京の住宅に住慣れたるも

のより見るときは甚放大にして不経済に閉取りされたると云はんか寧ろ問取りと云ふことには

少しも意を労せぬ建築法」とし，その改良形として第23図を掲げている。

　　爾者を比較して，現在からでは後者の改良点の指摘に苦しむほどのもσ）であるが，各窯は

14）「様式論争」に関する私見は拙稿「明治から大正へ」参照：建築雑誌，昭和25年No．761．
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全に独立し，縁側が発達して部屋の通り抜けが廃されている点，各室の機能が稲々明瞭にな

ている点，家族／欝住部が南面に進出している点等，前述した生活思想発展の方向性は明らか

認めることができる。

　その2は，明治40年，「大il：1本私立衛生会」がこの年9月ドイソで開かれた「萬国衛生博

会」に出晶した「模鞄的E1本家屋」（N◎．248）についてである。これは1／15の摸形で平薇了は不

であるが，「本邦現時に於ける紳士の住宅を標準」としたもので，1階785坪，＝i：二蔵5・5坪・

階41．5坪，計125．5坪，「玄関構より見れば吾の大名屋敷の如くなるが，大体よりすれば先iヨ

家灘の趣昧を土台とせる測洋折衷と」云えるもので，建築雑誌は「遺憾なきi没備」と題して

のように説明している。

　　　「各室の配｛鐙を見れば応接室あり書斎あり：女中部醗書生部矧｝券手湯殿（勝手湯殿等水道栓あり）其他細
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々しき居室ありて斯る複雑を極めしにも拘はらず能く光線射入の平等空気流通の自由，鼠族の棲息防止

する方法等衛生上一定の需用に適応する様の工夫を凝したるは麺めて用意の周到なるを見るべし，雀設

計者細工人等の注意せる処は右の光線の射入に関しては座敷，書斎，客室等重なる室は其位綴を東南方

に面せしめ且中庭を設けたるによりて側面若くは背部の採光に便ならしめ，空気の流通に関しては光線

射入の構造に1半ひ，之を自由にするの外縁醐通，長押上，蟻窓の外畳廊下等の都分其他各室に各種の窓

を設け換気に十分ならんことを期し，鼠族の棲息に冷しては建物周囲の地形にコンクリートを用い其上

に日石を据え床下は総べて敲きとなし，其周辺無数の換気孔を作り之に金網を張り板戸を附し（板戸は

夏冬両期に開閉自在なり）たり此等は防鼠に適せるのみならず床下の防湿及び清潔を保持する上に於て

多大の利益あるべく若し鼠族の天井褒に進入したる時は，之が捕獲に便せん為め天井に上り同機上に開

り取り兼空気抜窓を設け台所も必要の部分は金属板を以て包被し同所にも清潔と防鼠とに対しては遺憾

なき設．備を為せり。

　　われわれは上掲中に，当時の，技術的に改良された代表的中流柱宅を見ることができよう。

そしてコンクリートの布基礎が既に周らされている点に注意しておきたい。

　　その3は，明治41年の雑誌（No．257）に載った「1三i本家屋の改良（ミッセス，パーピス談西洋

人の住む日本咽頭」である。これは1外国婦人の日本住宅批判だが，女史は，臼」本入の建てた西

洋造りは，何やら窮窟で物足りない感じが」するが在来和風往宅は「いかにも風流で高尚の趣

味が」ある。それゆえ「私が日本で家を築てるとなれば西洋造りより，矢張り1ヨ本造りの方を

択びます」と述べる。

　　しかるに「其欠点を摘む時には随分沢由」ある。まず「地下窯・洗濯場の無い不便」だが

これは忍べば忍べる。「第1番に困るのは各室開閉の戸締りが悪いので」防盗の点に欠けるし，

「又近く女の身にとって翼、れば化粧をする時など他人に肌を見られる恐がある。或いは大切の

要事などをなす時に，i三｛漆室であれば直ちに他人に開けて入られる為に自分の住む宅となれば，

何うしても戸締りを造りかえねばなら」ない。

　　第2は「割烹室の構造」で「｝］本風台所は多く不完全」だから，この2者は「髭非其改良

しなくては」ならないとするものであった。

　　この，室のプライヴァシーの要求と台所改善の必要とは，西欧婦人の在来目本住宅批判と

してまさに当然のことと考えられ，　またすでに明治36年住宅改良論中にも強く指摘された問

題である。それゆえ筆者がここで言葉を加える必要はないのだが，この問題そのものについて

より，むしろかかる議論が，「叢録欄」巾とはいえ建築雑誌にことたてて，掲載されている点に，

かえって当時のわが国の住宅改良の気運と問題点とを知る事ができるように思われるのである。

　　まことに居住室にプライヴァシーを賦与することは，当時め住宅改良の焦点であったとし

て良い。その証として，われわれはこの年，巾廊下の導入にカあった重い論文を見いだすので，

筆者は次にそれに触れよう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田辺氏「西濠洲の住家」

それは明治41年1月号建築雑誌（No．253）が掲載する，田辺淳吉氏「酉濠洲の住家」であ
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る。この論文は「叢録欄」中に「抄訳」として掲げられている。たしかにこれは「英国建築学

会雑誌」中R・M。Hamilton“Domestic　Architecture　in　Westem　Australia”の抄訳だが，紹介

者田辺氏の［毒1的は「繭二三の住家」にあるのではなく，「余の諸君と共に考究し早いのは巾流社

会の倥宅改良の要求には如何に建築せば宜しからんとの問題」であった。

　　それゆえ践は，はじめに当時「百般の事柄がi玖米の式に則」つて変化し，特に公共建築に

然ることを述べる。しかし住宅の改良は「甚だ遅々たる感」を免れない。しかしながら大邸宅

に関しては財に余裕があるから「蝕に問題に上すまい。」問題は「如何に之を改良せんとするか

の要求が頻りで有っても或程度以内で要求に応ぜんとするは中々困難な」　「社会1否動の重要な

る地位を占める」中七竈社会の佐宅なのである。

　　　　「装飾的なる洋式颪写住家の一般に普及し難きは元より其所で，　実際風土材料を異にせる本邦に純洋

　　　式は特別の場合の他は間に合ふ訳は無いのであるは上流祉会が純洋式家燈を造りても必ず純日本式家屋

　　　を附献せしむるに於て1廻瞭であると考へる。然らば如何に申流社会に於ける欧風趣味の要求に応ずる住

　　　家を建築せば了：9なるか，此等題は吾等建築家に取りて主要なると同時に亦園難なる問題であることは是

　　　迄本誌に於て度々改良談の掲載せられたるに拠りても疑ひなきことであろう。

　　そしてたまたま見いだしたハミルトン論文は丁度「建》陣嗣工十坪を1越えず部屡の大いさも

日本の中流の家と大差はない」もので「本邦の住居問題に取越苦労をしている余には誠に有難

く響いたのである。」

　　原論文は在濠英国建築家が本国に所在地の申流（小規模）の柱宅を紹介したものだから，住

宅全般の閲題にわたっている。田辺資はその主要部を引きつつ，段ごとに評釈を加えられてい

るのだが，ここには平面関係のみを引く。

　　そして紹介された平面は第24図のごと

きものだが，これについて氏は次のように云

う。（傍点筆者）

　　　　「プランの馴合は以上の通りで……（1ヨ本中
　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　の　　　の　　　り　　　　　　　　　　　り　　　り

　　　流の家と）異なるところは中央に廊下をとり
　　　　　　の　　ロ　　リ　　の　　り　の　　　　　　　の　　コ　　　　　の　　　　　　　　　　　　　　の　　サ　ゆ

　　　各室が1三i本の家の如く連続的でなく夫れ罷れ
　　　　　　　コ　　　の　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　

　　　独立して象ることで，先づ日本の家を少し安

　　　礁に西洋風にやって見やうと云ふには此位の

プランニングは歪極穏健のところではなから

うかと思ふ，二階が欲しければ此上に二階を

重ねることは随意で又困難なことではあるま

い。台所の辺も雁の利用も面臼いと思・ζ・。風

魯に行くのに一旦雁に出て行くのなどもE体

の習慣には余程適して居るかと考へらるるe

図には夕照が朋示して無いが多分，バッス・

エンド・W．C．で風呂場と合評して居るもの

と晃える。日本では適当のところにf71」に設く

るも宜しい。玄関がベランダの内に取てある

台所 ベランダ

食常

ベランダ

o

台駈

。

食営

ベランダ

第24図　西濠洲佳家平面例



13e 木　村　徳　国 80・

こと之れは記者の云はるる通り避暑的別荘等の他は余り賛成出来兼uaるが之とても（1＞図の如く鶴面に

でも取ったら宜しからう。

　「……試みに日本ではどんなプランに成るかと考へて見やう。　それには此麹の下の方を直ちに南に当

てはめ食堂のある側を東と定めたら如何であろう。先づベランダの突き当りにある分を居間として其傍

に・∫繍をとるも宜しい玄脆を・i黄にとれば鄭髄に国法商をとり寝閉園下等は灘：選択し混ば宜しか
　　　の　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

らう。女中の室は云ふまでもなく台所の附近が匿いので，台所は北姻の一端で東を受けるところに持で
　　　　　　り　　　の　　　つ

行き湯殿諸所は（上下絢種を設くるとして）繭でも北でも宜しからう廟を北に存して麗けば寒気を防ぎ一

部を物置に兼用することが出来島糎都合よくはなからうか，女申の室などは畳を敷くも宜しかろう，以
　　　　　　　ら　　　　　コ
．ヒは少しこじつけの様ではあるが，日本現今の民度で其風二1二に応じ中茄1社会の人々の欧洲趣味を満足せ

しめ様とするには此位が程のよいところであると考へるのである。但し日本では南北の風通しを八釜し

く注文せらるるが普通であるから此注意は必要である。それが為めに女中部屋等は鍵の手に一方に張り
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　コ　　　コ　　　サ　　　の　　　　　　　コ　　　の　　　　　　　　　　　　　　　サ　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　ロ　　　コ　　　ロ　　　の　　　　

出すと云ふことが必然の結果となるかも知れない，云ふ迄もないことだが南北に庶通する廊下を東西に
　の　　　　　り　　　　　コ　　ロ　　　　　ゆ　　の　　　　　　　　　　　り　　　　　り　　の　　ロ　　　　　　　　つ　　り　　　　　り　　　　　の　　り　　　　　ロ　　リ　　　　　サ　　ロ　　の　　り　　の　　　　　リ　　ロ　　の　　ロ　　　　　ロ　　の　　　　　コ　　　

採ることは随意なので要するにベランダの利用や各室の区講のアイヂヤを与へることが目的なのである。．

引用に見られる逓り，田辺氏はここで洋風イス座の中流住宅を考えている。それは「中流

社会の入々の欧洲趣昧」が盛んだからである。そしてその日本化には，玄関・応接室・女中室

が附け加えられるべきであった。これは次章に説く大正時代の居間中’し・形住宅様式成立におけ

る欧米小住宅i」本化の場合にも全く蝋様であって，当時中流社会の一般的生活思想をそのまま

反映するものである。単に日本的反動化とすることはできぬ。しかもわれわれは，氏の紹介中），，

「日本の家の如く連続的でなく」「各室の区劃のアイデアを与えることが目的」であるのを見る

であろう。

　　そしてわれわれは氏の論文において，当時要求されていた室の区劃一プライヴァシー賦与．

一一 ﾆ「中廊下」という「方法」とが明確に結びつけられ得て，わが国中流住宅改良の場に導入

されているのを知るのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中廊下の導入

　　この場合，目高洲の二三紹介を契機とする闘二二の中廊下導入論を，中魔下形住宅様式成

立途⊥に，上のように重く冤ることに対して疑義があるかも知れない。

　　なぜなら

1．

2．

3．

4．

田辺氏の中流住宅改良は洋風を1妻1指すものである。

中廊下そのものは，すでに在来住宅にも存在しており，たとえば前掲「通俗家屋改良

建築法」隆運35年刊）では，「間室配践の事」の（5）で，「中廊下は（通風光線ともに不：

充分で不快だから）窪いざるを可とす」と述べられている。

またこの書では，その（3）に「間室は隊二又は廊下等にて連続せしむべし。（通り抜けば

不便）」と通路空間による室分離をすでに強調している。

また以上を前提して，中廊下というごとき通路空闘のあり方の成立に海外の影響を重

く見ることの不可。

が考えられるからである。
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　　もとより筆者も，中廊下形柱宅様式における中廊下が，田辺域の紹介のみによって導入さ

れたとするのではない。プライヴァシーのために部屋を区劃することは，当時の鮭会的要求で

あり，それは当然通路空間の確立につながるであろう。

　　しかしながら，わが国の住宅史において，縁側また単なる廊ぎと，中廊下とを，通路空間

として等しなみに把握することはできないのである。これこそ，濁濠洲住宅の申廊下を紹介し

た濁辺氏の論を重く見る第一の理由である。

　　いまごく簡単にわが国住宅史をふりかえって見ると，通路空闘の確立程度はきわめて低か

った。古代以来，わずかに一棟の建物の藁囲の縁と，建物をつなげる渡殿とを有するのみで，

近世に入って，特に大規模の武家の邸宅に，動線上の必要から生じた畳廊下のごとき「中廊下」

を僅かに見いだすのみなのである。そしてそれは，大観して云う時，わが国高床系の佐宅歴史

が，一つの棟は一つの空閤を・おおい，必要なら，そのような棟を渡廊でつなげることによって

大規模の邸宅を作り出して来たこと，つまり，一つ屋根におおわれる空間の一体性が非常に強

いこと，によっていると考えられる。もとより時代の下るにつれて，一棟におおわれる空間も

室に区劃されてはいった。しかしながら，通路によって分割される程の強い分化は冤られない。

原空間の一体挫は根、強く残溜していたのである。そして通路ともなる縁が，中央部の一体とな

った空間の樹囲を囲残した。むしろ線虫する縁は囲まれる空間の一体性を保存するために働ら

いたとさえ云い得るであろう。

　　この姿は既に掲げた明治時代の郁市独立住宅にも良く譲ることができる。それは特に大規

模なものを除けば縁側以外にほとんど通路らしいものを備えてはいないのである。

　　一方，藺濠洲の住宅に見られるような「中廊下」の場合では，はじめに確立された「室空

間」が存在している。そして「中廊下」（ないし片廊下でも）はそれぞれの「室」をつなげるた

めにのみあるのである。それははじめからの通路命懸であった。

　　つまり，等しく通路として用いられるとは云え，わが麗在来脱離における「縁」は内部空

聞一体性の象徴として，また「廊下」は「霊」確立の象徴として把握し得るので，そして「中

廊下」とはこの場合の「廊下」の性格のもっとも極だつたものと考えられるであろう。それゆ

え「中廊下」の概念は，明治時代では歴史的にわが国のものではなく，欧米のものであったと

しなぐてはならないのである。

　　明治30年代後半に明らかにあらわれる室のプライヴァシーの要求は，それゆえ「廊下の確

立」と岡義でなくてはならぬ。それは中廊下形平面の成立途上に，かならず一度は通り過ごさ

れなくてはならぬ段階である。そして田辺氏の論は，「建坪四五十坪を越え」ぬ中流小規模の住

宅に，中廊下を採り用いんとするものなのであった。

　　はじめに述べたように，われわれは田辺属によってのみ中廊下が導入されたとするのでは

ない。しかも厩の思い画かれたものが洋風住宅であることも忘れてはいない。しかし「中廊下」

そのものが外来のものであれば，それがまず洋風住宅として導入されるのは当然である。しか
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もこれは窯の確立には不可欠であり，和風住宅にも岡様に用い得る方法なのである、また，方

位や寒気等に言及した田辺氏は，中廊下の「通風・採光上の不利」を忘れたのでもあるまい。

氏はそれより「室の区劃」を重祝したのであった。

　　それゆえにこそわれわれは，西濠洲住宅の紹介の形をとっているとは云え，申流小規模の

住宅に，「室を［X劃する目的」で「中廊下」を導入された氏の議論を，時代の要求に具体的方法

を与えたものとして，中廊下形住宅様式1戊立の上に逸することのできぬ位置を占めると考える

のである。

第5節　中廊下形住宅檬式の成立

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　予備的条件の成立

　　明治41年，田辺町「繭早耳の住家」1こ中廊下の導入が行なわれたとすれば，ここに中廓下

形住宅様式の成立の準備はすべて完了したと考えてよい。これを簡単にふりかえると，

1．a．明治維新という大変革は，祉会的・経済的に新らしい都市中産階級を誕生させ，

　　b．また近代的倫理思想を必然的にわが国社会に発生させ，

　　c．明治30年代はじめには，　それに対応する新らしい部事　｝二1流住宅の必要を明らかにし

　　　　ている。

2．d．一方この聞に新らしい都市条件も整いつつあり，

　　e．また洋風建築．技術の輸入1こよつて，住宅建築の技術的前進が着々と進められている。

3．f．そして明治30年代に入るや，後の中廊下形住宅様式の特徴的フィーチャーである洋

　　　　風応接察附加が，直ちに行なわれる。

4．明治30年代後半になれば，1項bを反映して，

　　g・

　　h．

　　i’

　　j’

5．　k．

家族中心の住宅観の発生が見られ，

プライヴァシーの重視より室確立の要求が強まり，

主婦労働軽減の要求を生じ，

また中流住宅建築の経済性の二面が冤、られる。

そして明治41年には，室の確立の方法としての申廊下の導入が行なわれた。

のであった。

　　そして，格式を尊重し，接客を重祝し，住宅内郭人の確立度の低い在来住宅をふまえて，

それに上の条項が加えられれば，ここに中廊下形平冠1の誕生は，まさに必然的なコースの上に

あるとして良いであろう。あとはこれが具体的平蒲としてまとめ上げられるのを待つのみなの

である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中廊下形平悪の発生

　　しかしながら明治年代では，大正初年以来非常な勢で流行的に普及を開始するこの平面を，
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ほとんど見ることができない。もとよ

り全くないわけではないので，筆者の

見るもつとも早い例は，第25図に示す

明治43年の平面である1）。

　　この平面を載せた「和洋住宅建築

図集」（明治43年）は，和洋とり混ぜ36

例ほどの住宅を掲げているが，その約

半分の和風（洋室附加を含む）例の大部

分に「中廊下」がとられているのを見

いだすのである。たとえば第26図2）の

ようである。

　　それは当時の類書一たとえば「日

本家屋間取雑作図集」（須原屋明治41年

刊）一に，全くと云って良いほど中廊下

の使用を見ることのできぬのを考え合

せると，．明治41年の田辺氏論文の有

無にかかわらず，わが国和風の中流住
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宅に於ける中廊下の普及の開始が，　明治40年代のはじめであることを明らかに維察せしめる

のである。

　　しかしここに採用されはじめた中廊下は，一一般的に興、ると第26図のように主として大規

模な住宅からであり，また後の中廊下形平『面：1におけるように完成されたものとは云い難いであ

ろう。しかし何れにせよ，居住部・附帯部の中低に設けられて爾者を戯然と分離する方向を明

らかに示しているのである。そして前掲第25図は，その中から，規模においても平諭形として

も，完成した中廊下形にもっとも近いものを撰んだので，いわば中廊下形平爾のプロトタイプ

と称することができよう。

　　それは主たる居住部として8帖の主座敷と6帖の次ノ間形式をとり，玄関に近く洋風の応

接室を設け，東西に貨辞する中廊下の北側には附帯部をまとめ，階上にも主座敷・次ノ理外の

「客聞」をとっている。その諸室のあり方，平面のまとまり具合序すべて後の完成された中廊下

形平面そのままである。しかしながら，ブロックプランの形・訓階段のありよう，また全体的

なおさまりにぎごちなさは明らかで，完成度は十分とは云い難い。プロトタイプとするゆえん

である。

　　なおこのようなプロトタイプと称すべきものを，大正3年の遠藤於菟氏著「和洋建築設計

図会」3）にも見いだすであろう。ここにはその第26臼謡本住宅の聞取18種」の頁をそのまま掲

げる。（第26図）。現実の例に多少手を入れたもので，当時の住宅平爾資料として重い。その説

明及び坪数・建築費は次の通りであった。（傍点筆者）

　　　此二掲クル際本住宅ノ間取ハ何レモ実地二建築シタルモノヲ多少間取ノ具合ヲ改良シタルモノナリ，

　　策京地方ニチハ家屡ノ間取ハ方角ハ南ヲ開キ，日当リヨク夏ノ風入リヨキ様二北モ企ク塞カズ風通シノ

　　能キ八二心掛緊要ナリ，便所ノ位麗ハ北寄ニシテ一覧ハ西二振レル位鷺ナレハ多クノ場合二差支ナシ南

　　　ノ方向ニハ成ルヘク灘カサルヲ良トス，若シ西向二縢ク時ハタ聞ノ当ラサル様植木其他ノ設備アルヲ要
　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　り　　　の　　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　の　　　コ　　リ　　　　　　の　　　の　　　の　　　　　　　の　　　　　　　ロ

　　ス玄関ノ近傍二便所ヲ鰍クハ西洋風ニシテ便測少カラス併シ便所ノ細根ハ主崖ノ崖根トハ別二造り一ツ

　　崖根内へ入ラサル様製造ルコトヲ忘ルヘカラス，湯殿ニハ長州風呂ヲ造ル疇ハ術生経済防火ノ三徳アリ

　　図中多ク据風呂ノ如ク現ハセトモー坪ノ湯殿ニチモ長州風呂ヲ造り流シ場ヲ取ルノ余地十分ナリ，台所

　　　ニハ天井ヲ張ラス屋根裏ヲ現ハスヘシ。

　No．

338

339

340，　341

342，　343

344，　345

346

347，　348

構　　造

木造平家建

　　ll

木造2階建

　　11

　　fl

木造平家建

木造2階建

坪　数

39．7坪

40．8

44．7

41．4

68．1

45．3

38．7

建築費
2，977．50　1］Lj

2，244

2，584

2，898

5，788．50

3，377．50

1，935

坪当り建築費

　75円

　55
　80
　70
　85
　75
　50

3＞遠藤於菟「和洋建築設計1藪会」：大倉書店大正3年1：ij，なお次章p．62に「和洋住宅設計1口絵」としたの

　は誤である。



己「

，85

穂かい1“

明治時代の住宅改良と中廊下形住宅様式の成立

鞭騰の塑藤本繋

135

糞茎

言￥：

建

設

錆

麟

第
瓢
一｛一

六

，s

驚

な

1“”哨…轡…ｭi・纒肇§一

一一＿・＿＿＿＿ふ＿認篇“㌶二∵；L一：一＝㌦r．
　　　　　汐「v峰　　「㌔t「｛舳畔凶　　　　レ

　蒙1幽_
　　叢、

綱■ww▼輔丁幽・糊「…1

妻

f

登i

　蓑

’』 ﾆ1
；蒙・

獲i

碧

　i

　輩

変

5

i　tsK？t．

i’

き

1
．し＿

’

1

韮

拳

．

1　・
t

蓄

黛

　　　　　　　　　露
　　　，　　　　轟
巳継’　脚「儲監備ら脚　一

爵A

翁

総
捲

＿．＿瞬燗繭・”＿＿轍輪一胴噺、日日．　蝋．一．＿．＿．＿　＿咽　＿　淵．＿解

〕噸…一 @　重三一．一一，ww．．一．．．．一．．．一．．．ww．一．L＋．．一．　．．：　．一．：．r　：．

　　　　　　　＿　　　　　　　触

？箋1．￥・・嚢㌦
　　Sl　　　　　　　　　甜脳

　　　　　　　　　　　　　摩　誉　　蝕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　膀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　翼ト

ー一．　　　　　　　　　　　　　　勲
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　驚・

　　　　　　　　　　　　　　　　　欝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　1

漕ゆ

慰
愈・

　1

　圭

　蒙

　ヒ

む＿

　董

ハ　 ロ

曇1

蕩、

　華

　蓑

　Q
　l　’

　ひ
一。L＿
　ミ

　　　　　　　　蓬曇

l　　　　l慧
1　　　　　；誓・
1　　　　　　　　　　　　　　寅霊智曾

1　　　　壕
1　　　　　　　講
｛　　　　　　t　　　．　　　　婁
一Ai　一1．！　一A一”．　一一rvN一“一」

勲甲蜘　　締　 暢み舗。醐Φ騨

　　　　　　　　　　蒙

都　小

蟻　　か

㌧

蹴「こ

江撃　　　驚

．F“　　　

P慧　、　鋭

　禰鍵
攣6
灘

　擦
・書き

蓄

T

一vlrvG1－t一．pt　s一一一　一，wwt－lw？一一r一一一e4th　dv一一v－tw

黙 ，

篇

一

　　　　　　　　　　　毒

　　　　　　　　　　壕

　　　　　一　］ig：；　s　．g　S

。欄欄　　｛
　　『　糊叫㈹峯
　　　　li
　　　　　　　　　　・｝

齢　　　　摂

灘　　　ゆ

か　　虞

噂

智　　　榊　9　　▼一　＝

@轡憩
輔馨：’

榊　」ゆ

チ　　‘
蒔鳶

醤h@　秦 塾

げ略郎
昂　　一　嫡　　一

輸

　叢
輔驚
　轟

咳

齢

　　　　　讐

　　　　　t
　　　　　：
　　　　　：
　　　　　：

　　　　高
騰縢鯖滋識》

　　　　　卿義

榊献　欄→僧榊t・e隔帯　一・鞠嚇・蝉

警

善

f
l
i
l

ら ず
M一

F’

響

罫

給　曝ム導鵜

窮禽痴轍
興

鈴

　　f
”一wvel
　　　幅

ウ
蜥膚tt

翻1翻
幽＾一『卿『｝　　　レ隅一…Wh噛鰍’旧型”騨…噸 ｡レ欄麟脚「蜘鱒…蝋・一一…
r．、”一　k一鹸ww韓噌聯｝甲▼w照雷

二一

垂

蛤

1
零

珪

華叢1

幽幽細細…

誓

‘ 鍾

卓

南鞭

へ

一

も

　　　　　一t
　　　　　峯
　　　　奮響

　　　　懇

　　　　　嚢

　　　　　l

　t　峯
飯「　　　勝

8婁A

桑憂　熱

　　　　ミ，挙　毒

　　　ui

し

　　鑑
　　鱗
y　　メt

　えng

　opxkti

　　，

ド丁　’　　w用」

；・

脅

第27図　　中廊下形平面プロトタイプ　（大正3年）

i
l．

x



136

　No．

349

350，　351

352

353，　354

355

356

357，　358

359

360

36王，362

363，　364

構　　造

木造平家建

木造2階建

本遣平家建

木造2階建

木造平家建

　　！／

木造2階建

木造平家建

　　11

木造2階建

　　11

木　村　徳　圏

坪　数

42．8坪

77．7

42．3

44

30．5

37．5

39．5

33．3

38

41．rJ

42．9

建築費
2，7821二；」

6，6J4．50

3，172．50

3，3eo

2，135

2，812．5e

2，172．50

1，998

2，660

2，075

3，2ユZ50

坪漁り建築費

　65　FLJ

　85

　75
　75

　70

　75

　55

　60

　70

　50

　75

86

　　通観してなお古めかしさを多く残しているのは図に見る遺りだが，その諸室の種類，平揃

のまとめ方の方向性は中廊下形住宅様式のそれに近づき，No．346，349，359等には中廊下の使

用が興、られ，特にNe．346は50坪に満たぬ小規模rl二i廊下形平諭の原形として良かろう。

　　そして上掲諸例から，明治末から大正はじめにかけて，

　　1．前脳部・附帯部がそれぞれ住宅内でまとまりつつあること。

　　2．次ノ間を欠いた独立和風客室が発生していること。

　　3．玄関の聞のホール化（板ノ問化）が開始されていること。

　　4．玄閾部近くに便所が移動しはじめたこと。

等を見いだすのであるが，1．は住宅計醐の進みがまさに様式的に固まりつつある認左であり，

2．の独立和室は，洋風客室の確立による在来和風客室格式性の稀薄化を示し，または単独洋風

応接室を和風に直して単独和風客室としたものと考えられ，この場合には洋風化の影響と考え

ることができる。3．4．はいずれも洋風の影響として，生活思想における「接客」の内容・形式

が次第に変化しつつあることを示すものである。

　　そして上露を通じて洋風の影響を極めて強く見ることができるのであるが，しかもこれら

はそのまま中廊下形住宅様式平慰の特徴的なあり方にほかならず，われわれはこの明治末年に

おいて，あらわならざる住宅洋風化の上に，この住宅様式が漸く定形化しようとするのを見い

だすのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明治から大正へ

　　そしてeの明治末から大正はじめへかけての数年間は，建築界の焦点は，．議院建築および

「我國将来の建築様式」また建築条令の必要等に向けられ，住宅改良に関しては見るべき論文を

建築雑誌は欠いている。それは中廊下形住宅様式成立の予備的条件がすべて整い，様式として

成立しようとする静かな熟成の期聞であった。

　　しかもこの間は，明治から大正へという年代名称の変更に止まらず，わが困文化のあり方
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も，内容的に「啓蒙思想の明治時代」から「文化主義の大正時代」へと移動しつつあり4），建

築界も「様式論争」を1つのエポックとして，様式的建築および技術のli愈入を主軸とする建築

史上の明治時代の終了を明らかに示したのである5）。

　　そして住宅史の上でも，外観・内容ともに新らしい住宅洋風化を軸とする大正時代の住宅

改良期の先駆が，明治末年からあらわれはじめるのを兇いだすであろう。それは，明治43年東

京市赤坂区に純米園式の小規模申流住宅が建てられたことで，設計・施工は，前年米圏より帰

り，後に大工i三時頃住宅改良に大きな寄与をなした「住宅改良会」の主宰者，「あめりか屋」主橋

口信助氏であった。建築雑誌は「純米魑式木造住宅建築東京に建築せらる」6）という表題で外

観・議内の写真を掲げ，これを紹介している。ここには動いてゆく時代の関心を察することが

できるであろう。1難く，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マ　マ　　　東京赤坂区新坂1］1∫八一1・・七番地藤倉五一氏は芝区琴」｝乙町一番地橋口勘助氏をして純米即智木造住宅建築

　　を試に数棟建築せしめて去月其落成を告げられたり其内最大なるものは建坪約二十五坪費用糸勺二千八百

　　円工il：1日数七十五1三1を以って竣工せり其構造部は松桝を使用し装飾部には米松を用ひたり，其木材の大

　　　きは総三三寸角ニツ割及脊六寸巾一寸嚴分の松材板測，四分板の他何物をも使用せぎりしは特に注臼すべ

　　　き点なり而して一箇所も信心ボルト及短冊金物等を用いず悉く西洋釘及鑓を以て結合せり。

　　　二階梁には鮒記膏六白‘幅一寸五分の松材を二尺間に置き柱はすべて三寸角六割を一尺五寸麗に建て筋

　　違隅柱も同縁を釘にて組み合せたり。

　　　搬根はスレート葺き，外壁上部は細海仕上げの漆喰を以てし下部は米鼠製シングル板及英吉利下発板

　　を用ふ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マドぜ
　　　塗料はシングルにはクレビソト防腐材，其他の本部には暗褐色及暗緑色のペンキを用ひ本財の水にほ

　　すべて醸色に仕上げたり。

　　　室内木部はすべて暗緑也の蝋仕．ヒげとなせり。

　　そしてここに新らしく輸入された米陰隅のf，1三宅およびその扱：術は，大Ji！，三時代住宅改良の場

で案ってゆくのである。

　　またこの1例に更、られるような新らしい形での住宅洋風化は，その後益々進められ，たと

えば先に掲げた遠藤氏「和洋建築設計図会j（大疋3年）の内容も

箆1

簗2

第3

第4

第5

第6

第7

第8

第9

成功したる設計の住宅

簡易生活に適する瀟灘たる住宅

安敏なる木造住宅

「セセツシ・ン」式住宅

寝室二部謄ある住宅の闘取

「ベイウインドー」ある木造の住宅

植物温室ある邸宅

「スイスコッテージ．！

寝室三部鰹ある住宅の間取

2極　　（洋　風）

2樋　　（〃　）

4種　　（〃　＞

2鍾　　（〃　）

18種　　（〃　＞

1種　　（〃　＞

1樋　　（〃　＞

3磁　　（〃　）

18腫　　（〃　〉

4）次章「大正時代の住宅改良と居［認中心形住宅様式の成立」第2節参照のこと。

5）拙稿「朋治から大正へ」参照：難築雑誌昭和25年No．761．

6）建築雑誌明治43薙No．288．
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第10

第11

第12

第13

第14

第15

第16

第17

第18
第，19

第20

第21

第22

第23

第24

第25

第26

第27

第28

第29

第30

「バンがP一」米国式平家

英吉利下兄張の「バンがP　一」

「シングル」下見張の「バンガロー」

玉石使用の「バンガロー」

煉瓦柱使用の「バンガ9　一J

「バンガロー」の間取

玉突室ある住宅

寝室四部燈ある住宅の間取

奇扱に装飾したる住宅

中央に広間ある住宅の間取

「イングルヌック」及「デン」ある木造住宅

優雅なる煉瓦迭住宅

和洋連続したる住宅

庭園の配澱をなしたる1三1本家の闘取

弐階建日本家

弐階建日本家

日本住宅の闘取

銀行会社向き弐階建煉瓦造建築

商店会社向き三階建煉瓦建築

銀行会社向き石造建築

活動写真館

1種

2種

2種

2種

2種

24腫

1種

18種
1．種

12種

1種

3種

1種

3獺

1種

2種

18鍾

1種

1種

2腫

1極

（洋風）

（　1／　）

（　fl　）

（！1）

（m　＞

（　！／　〉

（　！！　〉

（　！1　）

（　ll　）

（　！1　）

（　11　）

（　11　）

（折　衷）

（和　風）

（　1／　）

（／！　）

（〃前掲）

のように洋風住宅を主とし，またその洋風も格式的な肩肘張ったものではなく，はるかに実用

的，経済的な身近なものとなって行ったのであった。

　　そしてこのような時代の推移を背景に，大正3年以降，学会・建築界の主導ではなくむし

ろ一般社会の「生活改善」気運の盛り上りのうちに，居間申心形住宅様式を成立させる大正時

代住宅改良が漸く高潮してゆくのだが，これについてはあらためて次章「大正時代の住宅改良

と居間中心形佳宅様式の成立」に説くことにする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中廊下形住宅様式の成立

　　そして中廊下形住宅様式の真の完成・．普及の開始は，実はこの大正時代住宅改良の初期に

おいてであった。もとより上に見たように，明治末年また大正はじめの実例は，プurトタイプ

とは呼んだがそのまま中廊下形住宅様式に属せしめて良かろう。それは内容とする生活におい

てこの住宅様式のそれに外ならぬからである。しかし洗練の度合の低さ，また建築書中の実例

に過ぎぬ事実も忘れることはできぬ。

　　しかしながら大正期住宅改良が開始されるや否や，中小規模の中廊下形住宅は，学界・建

築界によってオソライズされた中流住宅としてわが国都市中産社会に登場して来る。そしてオ

ソライズされたとは一一儘宅競技設計の場での入選である。

わが国における住宅競技設計は，大正4年9月，大正期住宅改良開始の当初に当って報知
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山鳥教の主催ではじめて行なわれる7）。それは建築費千跨以内，30力年耐久を図標にしたもの

であったが，ここにはいまだ完成したこの住宅様式を兇ることはできない。規程および入選案

く第28，29，30図）をここに示す。
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入　　　　　　一＿

第28図

条　件

大正4奪報知新聞競技設計1等案

（30．75坪・村上晴吾氏案）

賞　金

審査貝

審査顧閥

第29図

1　　　　、仏

老人室　入

悶

1

口 一．讐一蕪霞岱…黛．荘三……

1 1　1　1 ｛罰

〈｛

　　糠｝聞．1：｛；

　　　　　茶ノ脚
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入
湯殿

篇 1　‘
@女中室　し 土玄関 台所

｝　一 物

　獄蓋

入

大正4年報知新聞競技設計2等案

（30坪。堀内恒雄氏案）

1

　1
@冒　　　閲　　　　「　」　　．　　．

｣　1

入

第30図　大正4雑報知新聞競技設計3等案（26坪・阿部太郎萎萎）

一，純日本風〈侃造作ll付見積価格千1二LJ以内）

一，地謡（方法）三根（不燃物質〉土台（腐朽せぎるもの）

一，一ﾆ五人（夫婦子供老人女中）の住宅として間取一切を按排すること。

一，床，床脇，玄関，物麗，押入，便所，台所，湯殿及覇聞入，牛乳入，郵便入墨の新案を

　　取ること。

一一一 C蚊，蝋，蚤，」誠，其の他獄中類を防ぐ新案あらば妙なり。

一，盗，火，震災等予防新案のこと。

一等　百門，　二等　五十円，　三等　三三十円

入沢医博夫人，故岩崎弥之助男夫人，嘉悦孝子女史，故後藤象次郎伯夫人，天野早大学長夫人

工学博士　伊東忠太氏，　工学士　佐藤功一氏，　清水仁三郎氏

7＞建築雑誌大証5年No．349．なお入選案以外の応募案の一部を佐藤功一「報知懸賞住家設計図案」：大

　愈書店大正5年刊中に見ることができる。



140 木　村徳　国 90・

　　そして応募561通より撰ばれた入選3案は，先に見たプuトタイプとほとんど岡じく，極

めて中廊下形住宅様式に近いが，いまだ輿のそれとはいい難い。

　　しかるにその翌年，大正5年12月に締切られた「住宅改良会」主催の競技設計では，ほぼ

岡様な募集条件であるにもかかわらず，入選3案とも，完全な中廊下形住宅様式として良いの

である。規程・入選案（第31，32，331＊Dを掲げるs）。

口

入
口

炊事室
女申室

ゴ誰野禰［コ湯殿

1

麦ナ

＿一＿．．、＿…鰯

署＿＿＿一＿

押｝　　　　　　1 押入 玄関
書斉入　押 扁「ヨ「詠

入i 床

客室

第31図大正6奪「住宅」競按設計1等案

　　　　（30．5坪・鋼持初次郎氏案）

層

入

棚
11 応接間

R斉
o’し室 野所鯉1 i亡

、玄衡←綱
レ

口　入

入
居間　　　　　1　⊥ 卜 1入

ｰ
入

第32図　大正6年「住宅」競技設計2等案

　　　　（23．95ま耳三・岩才寸安次氏案）

土間
澹室

女中室

口押入．

□台所
脱衣

日

押入 床 押入
納戸土間

玄関

押入

居聞

q間

茶ノ間 居間
小供室

押入

酊

　　麟□・

一

零　　　　　9q　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o

＝”‘∴二＝’一

皿脚
@　曾　　亀

条件く摘要）

賞　　金

審査員

第33図　大正6年r住宅」競技設計3等案（4G・86坪●忍見平造氏案〉

一一一

C一 ﾆ五人（夫婦，子供二人，女申〉但し新家庭にして子供は漸然生まるべきものとして
　　予定す。

工二，造作附見積価格千五百円以内

tl，和洋いつれの様式たるを問はず，現代の日本中流紳士｛こ適応したる改良住宅たらざる

　　べからす。

1等　百円，　2等　五十円，　3等　三十円

東京帝国大学教授　　工学博士　佐野利器氏

東京高等工業学校建築科長　　　滋賀重列氏

早稲田大学建築学科主任工学士　佐藤功一氏

東京：女子高等師純学狡教授　　　大江スミ子女史

住宅改良会主　　　　　　　　　橋口信助氏

8）「住宅」大正6年1月号。なお，「住宅改良会」およびその機関誌「住宅」については次章参照。
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　　そして応募34撃剣から選ばれた入選3案は，　審査員によれば「改良せられたる住宅を求

めんとした」にも拘らず，「其の改良の点に於いて何等卓越せる考案を有するもの殆んど皆無」

で本来入選者を作り奇くなかったのだが，　「敢えて所定の当選者を作りたるなり」とされたも

のである。しかもその3案ずべてが30坪前後のLl」廊下形住宅であったことは，この住宅様式の

急速な成立・普及を示すものとして良い。1等入選者劒持初次郎底は「設計上の所感」として

次のように云う。（傍点原文のまN）

　　　聞題総ての条件より兇る時は，在来の日本式にて坪当り三十五門乃翌匹ヒト円とせば充分なる閥取出来
　　　　　　　　　　　　　　　り　　り　　　
　　　得べきも，それにては改良住宅と称するを得ず。又毎号「β三宅」誌上に掲載せらる設計図は大半腰掛式

　　　に期りありて，今日一般日本中流家庭には却って不硬多からんと思惟す。依って両者を折衷し藪に本図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　リ　　　案を作成す。今其の閲取りに就き卿か愚見を開陳せんに，玄関は西洋間の広聞の代用をなし，之に直接
　　　　　　　　　　　　　　
　　　光線を取り，客間は一隅に入込みを作り主人の書斎に供す。客なき時は主人の居間として使用す。故に

　　　最も好き位置を選び，書斎は理想的なる北光線を取り，又東方より射入する光線は書架上のi～！l花を通じ

　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　　コ　　　て室内に入り来るやう設計せり，居間は家の中央にて，来客に滋接窮はれざるやうなし，一方客間及び

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ　　　玄関には相等便利なる関係を保たしむ。暗としては婦人客を招じ，夜は寝室に添ll用するを得。茶の間は

　　主婦が子供を見ながらの居聞にして台所浴室引すべて内事の揚所と密接なる関係を保たしむ。夜は寝室
　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　となる。茶の間の前に縁側を設け子供の遊び場となす。硝子戸を立てrij三尺五麟’に取りたり。便所は客

　　　闘よりは居聞を窮はれず，居闘茶の燭よりは梅めて便利なる位置に設け，且臭気の関係上E｝光の譲射を

　　　ふせぐ方向に取りたり。若し宿泊客あ1）たる蒔は家族は茶の間に寝ね，客は／｝ll｝間に収容す。将来子供生

　　　まれ，家族多くなりたる時は客間にソファーにて夜寝台となるが如きものをi麗芒けば便なり。

　　これは，まさに小規模中廊下ヲ1多住宅における生活思想をそのまま文字にあらわしたものに

外ならぬと云えよう。

　　そしてこの大正5年の当時になれば，数十坪以上の規模のやや大きな都市独立住宅には，

すでに実例として完成された中廊下形住宅を兇ることができるので，　大正6年1刀場「住宅」

附録の「現代中流紳士向不11洋邸宅設計図案集」には普通菰i：1流住宅9例のうち約半数の4例，川

村大将別邸（67坪）Mlc谷稲村邸｛80坪）麻布前沢疑邸（約40坪）青山浅田氏邸（約80坪）を貝、るこ

とができる。このうち前沢・浅田出郷は次章に掲げたので（次章第18，19園〉ここには川村邸

平面を示しておく9）。

　　以上のような謄史的事実を前にする時，われわれは中廊下形住宅様式の成立を，明治末か

ら大正はじめにかけて，そして真の完成・社会的普及の開始をブく正4，5年の頃，として痛いで

あろう。そしてこのような巾を考えざるを得ないのは，この住宅様式は，次章に説く居間中心

形住宅様式がいわば「作り上げられた」性格が強いのに比較すると，在来肖本住宅の改良形と

して「自然に生れた」性格を強く見せているからである。

　　そして一度かかる形にまとめ上げられた後は，中廊下の「通風・採光に不利」という技術的

欠陥は直ちに修蕉され，大正6年には，第35園に示すような「［，1．1廊下なき」中廊下形平覆110）

9）「現代中流紳士向和洋住宅設計図案集」については次章第4節参照。

10）　「｛／註宅」プく工丘66r「三6月｛ヨト。
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が，直ちに提案されるのである。われわれは，生活思想発展の歩みの遅さに比べて，為術的前進

のいかに早いかに驚うかぬわけにはゆかない。そして，かかる改良形を生じているということ

は，そのままこの住宅様式が社会的に確立されてある事実を示すものとして遇し得るであろう。

　　そしてこの後，在来和風住宅の延長としてこの住宅形は，規模の大小により3種の類形を

作り出しつつ体章策1節参照），大正・昭和のわが困都事独二、冠議三宅の場に，力強い展闘・普及を

開始する。特に昭和初期にいたれば同潤会のこの｛斑濃様式採用の一一獄こもうかがい得るごとく，

大正末に成立する居間中心形住宅様式をおさえて，わが園近代部丁財廷！立住宅の代表的住宅様式

と呼び得るまでになる。そしてこの間玄関の闘が板の闘ホールに変化し，時代の進みにつれて

台所の設備が整う等の多少の変：更を除けば，昭和10年に近く，中廊下形・／l蔚｝li中心形両焦宅1叢

式融合の傾向を生ずるまで，大体において平面形はほとんど変化しないのである。そしてこの

ことは，単に猛宅が変化しないのではなく，住宅観一生活思想が変イヒしないことなのであって，

大正・昭和におけるこの組総様式については，次章「大IE時代の住宅改良と居間中心形住宅様

式の成立」および第4章「昭和初期における中廊下形・居ll日中心形住宅様式の展開と融合」に

おいて，あらためて取りあつかいたいと思う。

　　　　　　　　　　第6節　結　び　　申廊下形住：宅檬式の史的性格

　　以上筆考は中廊列ぐ形住宅様式の史的な成立について，はじめにこの住宅様式に属する各種

住宅平弼形を掲げその内容を論じてこの住宅様式を限定し（第1蜘，次に本題に入っては先づ

明｝台中流丁零改良の背景として，社会経済的・設備的者肺条件の変化・住宅洋風化と都市小住

宅，また明治大邸宅の史的｛生格をたずね（第2節），挾術的住宅改良の展開に触れ（策3節），次い

で序章に述べた方法に従って特に生活思想の発展を1・い心に明治時代’住宅改良展開の追跡を行い

（第4鋼，そして中廊下形控宅様式のわが園近代祉会での歴史的な成立についてまで縷説し

（第5節）てきた。

　　そしてこの間，中廊下形住宅様式の形成に関する閥題点のおよそは，何れかの箇所で述べ

得たと考える。それゆえあらためてこの節を樹てる必要はないのだが，ここでは本章の結びと

して，上述から帰納し得るこの住宅様式の史的な性格について，重い2，3をとりまとめて述べ

ることにする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申廊下形｛主宅様式の生活思想的位置

　　そしてこの時はじめの問題は，この住宅様式の得た史的なゲインについてであろう。これ

は先にも触れた通り技術的な側面の問題と，生活思想的な側面の問題との2者に分けて考える

ことができるが，前者は，この後大正・昭府1と時代の進むにつれて，他の住宅様尊（ないし形

式）と並んで，時代の技術的発展を直ちに反映して変化してゆく側面なので，内容の記述は各
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章に譲ることにする。しかし後者は，この住宅様式独特のものであり，それはその後の時代の

移りとはほとんど関係ない。つまり，この住宅様式が倥宅様式としてある根拠と考られるであ

ろう。それゆえここでは後者のみに触れることにする。

　　さて，中廊下形住宅様式以前の明治都市独立住宅の生活思想的特徴として，筆者は第4節

に次の3項，

a．極端な接客尊重。

　　に示すこと。

しかも室空間の階層構成は封建的身分制的生活思想の残溜を明らか

b．画意岡のプライヴァシー一の稀薄さから，家族成員各個入の偲人生活確立度の低さがう

　　かがい得ること。

c．また上項を通じて，住宅主宰者としての主人の絶対的位鷺を推測し得ること。

を述べた。そしてこれに比較すると，中廊下形住宅様式の住宅観＝生活思想の性格は次のよう

に云い得るのである。

　　a．構成各部のあり方，　一玄関部の重視，洋風応接室の存在，中心的居住部の主座敷・次

　　　　ノ面形，また寝室の連続，等には根強い明治時代都市独立住宅への親近性をうかがい

　　　　得て，全般的に見て明治時代の住宅観から飛躍的に遠出かつているとは云えない。

　　b．関連して，寝室の確立はいまだ見られず，個人生活の確立度も非常に低い。（但し廊下

　　　　の普及によって室の確立度はやや進んだ。）

　　c．しかしながら，家族の生活部分は南弼する好位置の中心部に進出し，「家族中心」の

　　　　住宅7ee　一一生活思想を明らかに読みとることができる。

　　d．ひいてこれを裏がえせば，「主人中心」「接客重視」は比較的な後退を兇せている。

　　つまりこの柱宅様式は，a，　b　2項に強い保守性を，　c，　d　2項に進歩的性格を有するので，

明確に家族中心を標匂した大正時代の居間中心形住宅様式と，明治時代の都蜜独立住宅との中

問に位置すると称し得るのである。しかもこの進歩性は，構成各部から生じたのではなく，飽

くまで「平面形としてのまとめ方」から発していることには特に油意を要するのである。

　　そしてその平翫形としてのまとめを可能にしたものは，第1に洋風応接室の附力1であり，

第2に中廊下の使用，である。

　　繰り返し云えば，規模にして数十坪をiliでない中流の住宅に，洋繊の応接室が附加された

のは，明らかに前代的・格式的接客婦璽の思想，また明治大邸宅へ近づこうとする様式志向か

ら発しているとしなくてはならない。しかしこの「虚栄心」の発現も，規模・室数の少ない中

流規模の住宅では，これを主人・客の空問として確立することによって，中心部にとられた主

座敷・次ノ問の格式性・接客性を弱めることとなった。そしてそれぞれ家族の寝室と居間に転

化させたのである。しかも中廊下によって両者の分離・独立（もとよりライトパーティション
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による分離であり，欄間は貫通するのを例としたが）的使用が可能になったことは，この傾向

を進めるのに非常に有効に働いたのであった。そして江戸時代以来はじめて，家族の生活部が

往宅の中心部に進出したとすることができるのである。

　　またb項に掲げたように個霊の確立にはいまだ遠いとしても，連続した和室は「廊下によ

って分離して使用し得られるようにする」方向に向い，各釜の独立性は「搾り抜け」の蟻され

ることによって一段と高まったことも忘れてはなるまい。

　　しかしながら中廊下形住宅様式におけるこの進歩性は，住宅改良の場で観念的・惹識的に

追求されて求められ得たかと云えば，かならずしもこのように断言することは控えなくてはな

るまい。もとよりこの方向は，日本近代の都市申産市民社会における生活思想発展の方向に重

なっていた。また筆者は住宅改良の場におけるそのあらわれを注意して拾い上げてきた。しか

しながらこの住宅様式の成立途上には，全体的に見て，意識的にこの方向を追求したものは比

較的少なかったのである。それゆえ現実にこの進歩性を作り出したものは，極めて保守的な洋

風応接室の附加と申廊下の硬用とが，中流規模という限定と相倹って，求めたより大きな成果

を意識せずに生み出した，とすることができる。しかもそれが生活思想近代化の方向，および

当時の段階と重なって，この住宅様式を社会的に成立させたのである。

　　それゆえ中廊下形住宅様式は飽くまで中流の一大邸宅ならざる中流規模の住宅様式であ

る。また「作り上げられた」柱宅様式ではなく「自然に生まれた」住宅様式としなくてはなら

ない。

　　そしてこのような性格は，この住宅様式が

　　1．洋風応接室の附加

　　2．中廊下の採用

　　3．便所の入iJl部への移動

　　4．後に玄関の間のホール化（大正時代）

等という強い洋風の影響を受けているにもかかわらず，在来和風住宅の延長として，全く違和

を生ずることなしに，大正・昭和の都市1二：｝：1産社会への力強い普及を許したのであった。その姿

は次章以下に見る通りである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中廊下形住宅様式の史的系譜

　　次に史的性格の第2の問題として，この佐宅様式がわが国住宅史中いかなる系統を引くか

を考えて見たい。

　　そしてこの場合，その史的成立が明治時代の都市独立住宅をふまえたものであったことは

上述して来た通りであり，これは江戸時代の都市住宅の系統を引くものであることも明らかで

あった。しかも中廊下形住宅様式は，一現在明治時代の都市住宅また江戸時代の都市住宅の
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姿が心ずしも明確に把握されているとは云い難いので断言は差しひかえなくてはならないが

　　その様式志向の強い性格から見て明治時代の都T’P一独立住宅よりも，むしろ江戸時代の武家

住宅に近いとも云えるであろう。内容は変質したとは云え，江戸時代の下級ならざる武家住宅

にのみ見られる主座敷・次ノ問形の平面形をプランの中央におき，また玄関・応接室を確立し

て格式的接客に重く意を用いているからである。

　　しかも中廊下形住宅様式では常に住宅敷地の確立が聚、られる。この事柄も上を証する有力

な一つとして良い。それゆえ簡単に触れておく。

　　もとより住宅敷地の確立は中廊下形住宅様式旧りに限られるのではなく，広く三代のわが

国近代都市独立住宅を通じて見られる一般的事実であって，中流住宅が説かれる際には明治・

大正・昭和を通じて，言及されると否とを問わず敷地の確立は必ず想定されていた。つまり中

流住宅の概念と敷地確立とは切り離し得ないものなのであって，敷地の確立されていない住宅

は　　特に関東地方では　　住宅規摸にかかわらず，長屋かこれに類する中流以下の住宅とし

て家格の高下が考えられる程であった。しかもこの場合，敷地の確立とは，住宅の四周に余地

を存し，ひいて門構えを存することにあるので，規模の大小とか，観賞用の（または他用途の）

庭園の有無にはかかわらない。つまり機能的なニワの有無であるより様式的なそれが問題とな

るのである。

　　そしてこのように住宅敷地の確立に意味をおく中流住宅の住宅観　　一中廊下形住宅様式の

場合を含めて　　の発生は明治以降にあるのではなく，江戸時代に発していると考えられるの

である。

　　この身分制的社会において，特に大都市では，住宅敷地を確立した「邸」は一部の下級な

らざる武家か少数の富裕引入のすまいに隈られていた。そして一響町入の場合にはニワを有た

ぬか，或いは有つとしても，住宅の一側に囲う形式であったとすることができる。

　　それゆえ敷地の確立された往宅とは，一般の町屋に比して，武家の住宅であるというだけ

ですでに「格式高い．1すまいである。しかもこれが「格式高く」あり得るのは，身分制的階級

町会における生活思想に深く根差したものなのであった。

　　たとえば旗本屋敷などの場合を想起すれば，明らかになる。この時，真に屋敷地内を主宰

するのは主入たる旗本一入である。そしてこの屋敷地内の長屋に生活する家臣は，相対的に地

位が高く牧入が多くても，彼は自らの生活・住宅を独立的に営み確立しているとは云えない。全

生活を挙げて，主人に仕えているのである。彼の生活・住宅は主入に従属したものに外ならな

いのである。

　　これに反して自らの住宅を営む場合には，彼は自分の生活を持ち得る。そして武士として

の地位が相対的に低い場合でも，彼は住宅内では主入たり得る。しかもその住宅の敷地が確立

されていれば，彼は完全にその「屋敷」の主入であって，門を閉ざせば命にかえてもこれを守

る権理を生ずる。屋敷の「主入」であることにおいてはより格式高い大邸宅の「主人」と変り
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が無い。それは対社会的に，自分を高めることに密ならないと云えよう。もとより収入の大小

の闇題ではなく，機能的充足度ともかかわらないのであった。

　　封建的身分制的社会に澗ケる佐宅敷地の確立とは，上のような類推を許すのであるが，明

治以降・における都市独立住宅についてもこれがそのままあてはまるように考えられる。

　　明治になって36年，前掲滋賀氏論文は，

　　　「出来日本の家膿は公共的精神に乏し，余は殊に住家に於て之を認むるなり。何となれば住家は大概

　　園らすに土塀或は板塀を以てし，外面よりして更に家子全体を見ることを得ざらしむ。是れ己れの家は

　　人に見せるが為めには造らず，己れの家を作るなり。他日の踊れを窺うを敢えて許さず，人は入なり我

　　は我なりと云ふの精神に基きたるものか……。

　　　現に旧幕晴代には今よりして見れば今日韓i翻に於て行はるるが如き笑ふ基き粥情に基て，住家の実相

　　を隠したることさへありしと聞けり。萄も国家を思うの人は家を以て己れ一人のものとは思ふ可からず，

　　己れの資力の許す限り充分完全のものとし，美を尽し，警を極め以て都市を飾ると同時に貧民の昌を楽

　　　しましめよ。これ実に慈恵的の仕事なり。公共心を有するものは当｝に為す懲きの箏業にして，困民とし

　　ては漁然尽くす可きの義務の一なりと知るべし。徒らに家屡の周麗を睡らすにi｝雛昇を以て立派なる家崖

　　と庭園とを其内に穏し，一見牢獄の如き観あらしむるは文朋国人の為す可きことにあらず。是の如きこ

　　　とは成る可く避くことの方針をとらざる可からず……。　　　　　　　　　　　　　　　　（第3節）

と述べる。ここにはニュアンスとして上述の如き敷地確立の思想に対する強い批判を観取し得

よう。

　　しかしこの新らしい思想は，大正時代のバンガロー風住宅の住宅丁丁に生き続けてゆくと

は云え，招和戦蔚までを通じて，いな戦後の現在でも，かならずしも完全に払拭されていると

することはできない。そして中廊下形住宅様式を含めて，わがi週近代都丁陽虫立イ主宅はその敷地

確立の条件によっても，江戸時代の武家住宅に深く結びつき，非都市住宅的性格を強く有して

いるのである。、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中廊下形住宅様式の規模

　　最後に史的性格の第3として，この住宅様式の規模の問題に触れておきたい。

　　これまで筆者はとりたたて規模の問題にはふれず，世に行なわれるままに「中流佐宅」と

呼んで漢然と規定して来た。そして申廊下形二二様式が上述のようにこの住宅階層に属すると

すれば，ここでは明治から大ll．1三にかけての「中流住宅j概念の規模を論ずることになる。

　　さて中流住宅なる概念には，もともと確とした限定があるのではない。時代の流れにつれ

て動いてゆくものである。一つには時代の社会的住宅階層構成を反映し，一mN．一つには蒔代の住宅

改良の関心のありかたを条件としている。そして時代の進みと共に統計的実態が明らかになり，

また時代の要求する住宅規模が集中する勢を見せて，いわば客観的にこの階層の規模を限定す

ることが可能になるのである。たとえば，大正末では次章に説くように，猛宅改良の対象とな

るのは30坪代を中心として20～50坪程度の規模に集中している。また昭和10年の近くでは，

岡じく20～50坪程度だが，30坪前後への甚だしい集中が見られる（第4章参照）。そしてそれぞ
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れの時代の「中流住宅」なる概念はこれらのモードの丁々上当りに社会的通念として存在した

と云うことができる。

　　しかるに，明治時代では，もとより統計的資料もなく，また住宅改良の場で問題となる住

宅の規模にもはなはだしいパラつきが存して，一概に限定することができない。これは「中流

住宅」なる住宅階層が漸くわが国社会に姿をあらわす発生的段階にあったことによる無理もな

い環象であって，中流住宅改良を論ずる建築家それぞれは，彼の社会的な地位や関心のありか

によって，彼等の「中流」概念には大きな開きを見せたと考えられるのである。そしてこの場

合，規模から見て開きの大きな「中流住宅」概念を明治時代を通じて限定するものは，先に述

べた「倥宅敷地確立」という条件としなくてはならないのである。

　　次に具体的な規模に触れる。明治時代に入って敷地の確立が見られる住宅の最初の具体的

規模として知り得るものは，明治4年，10万石以上の親1斐県を対象に大蔵省土木営繕課の作製

した「県庁建物規則原案」中「嘗員居宅」の規模である。観治工業史建築篇〉日く，

　　一，知　事　　建築　八十坪　　畳数　八十殿ヨリ百畳迄

　　　　　　　　　長屡　三軒　　一住居分　十坪

　　　　伸　略）

　　一，大属　建築二十五坪　畳数＝：十五畳ヨリ三三十畳迄

　　　　（巾　賂）

　　　　僚し少参事以下長屋建之事

　　またその翌年，現実に施行された太政官の「第舎貸渡規則」は次のようである。（同上書1

　　一，新置察ニテ更二第舎建営ノ分ハ等級二応ジ左ノ坪数二桐定候事

　　　　　令権令　　　建坪　三十六坪
　　　　　参事権参事　　　　　　　同　　　同　　前

　　　　　判任（自典事至権少属）　囲　　　二十五坪

　　　　　史生野州掌　　　　　　　同　　　二十一坪

　　　　　等　　　外　　　　　　　同　　　　十八坪

　　　　但従前建家ノ令ハ非此限最修繕模様替致シ鹸節ハ本文等級坪数二照準可取計候事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（第一章，以一ド略〉

　　われわれは当時の三宅規模の案外に小さいのを知るのであるが，これはもとより明治時代

の規模例としてより，江戸末住宅規模を類推する手掛りとなるものであろう。

　　さてわが国近代の都市中流住宅が発生するのは，　明治30年の当時であることは既に述べ

たが，この年代では中流佐宅の規模は極めて漠然としており，明確に述べることができぬ。改

良論の数も少なく，またこの年代の住宅書5種中の規模は第4節中「住宅9fi　一一生活思想の発展」／

に掲げたように10坪代からユ00坪以上に分散しているからである。しかしながら30坪ないし

6，70坪に集中する姿は見せている。しかも住宅改良の諸論議ではより大きく40坪から100

坪程度のものが主対象となっていることも忘れ得ないので，社会的通念としてはbヒ較的大形の
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もの，たとえば「本邦現時に於ける紳士の倥宅を標準」とした「万li頻衛生博覧会」への出品往

宅模形（明治40姻が，1階78．5坪，土蔵5．5坪，2階41．5坪，1背125．5坪だったことは，この問

の事情を語るものとして良かろう。

　　しかしながら明治も40年代に入るや，この開きの大きさは次第に縮少を開始し，中流住宅

規模は漸く明確化して行く姿を見せるのである。たとえば，41年，滋賀灰は晒濠洲α）住家」

中，「四，五十坪を越えざる巾流住宅」と睡び，43年「老棟梁の造家談」健築雑誌No．242＞で大川

域は「頃合いの普請」として「五十坪・坪二鮒り，建築費一フ升1封を挙げる。（但しこの建築費は，

欝露戦役後の物価驚貴を考えても高きに失する。数寄屋造であらうか。〉また40年代のはじめには，60坪

．以下の実例のみを収載する臼三体家屋平取雑f／｝三図集」醐治41鋤が出版されているa　また先に

プロトタイプの最初に掲げた第25図制治43鯛は木造2階建59．5坪であった。また大肩三に入

って，プロトタイプその2として掲げた第27図遠藤灰「和洋建築1没計図会」（大工£3年）1二！”i，

「lj本住宅の間取十八種」は，30坪代7例，40坪代9例，60坪・70坪代各1例を含んでいた。

〈回書は他に，30坪代1，50坪代1，60坪代2，70坪代1，100坪以上1の6例を収めるが，す

べて申廊下形に近いものである。）つまり明治末から大正初期にかけて，中流住宅の社会的関心

は30坪ないし6，70坪程度，特に4，50坪附近に集申しはじめていると云えよう。そしてこれ

は，この程度の親模の住宅を必要とする階層　　中産階級の町会的定蒋を示すものとして畏か

ろう。そして大正4年，わが国はじめての住宅競技設計，および5年のそれは，先に見たよう

に建築費それぞれ1，000円，1，500円で募集される。これは坪数にして25～30坪程であり，また

この時すでに存在したやや大形の中廊下伊野葡llま約2倍の6，70坪程度で，この頃から中流住

宅階層内部にも約2倍の開きを持つ大小2っの群が明らかに発生しはじめるのを見出だすので

ある。それはこの後大正・昭和を通じて益々明確になってゆくのだが，その姿は次章以下に譲

ることにしたい。

　　先に筆者は，中廊下形平面が，

　　1．平面形を単純な矩形にまとめ得ること。

　　2．　中廊下は最少面積で釜独立をはかり得ること。

　　3．連続勲室は連続しても分離しても使用し得ること。

　　4．パイピングの短縮。

等を挙げて，極めて経済的な平預ll形であることを説いた。そしていま，この住宅様式の成立が，

丁度わが圏中産階級が安定しようとする時に相重なるのを跨いだす。筆者はこれまで平面形と

しての成立の原隊iについて触れなかったのだが，上を冤sる時，この住宅様式の史的成立が大正

初期である必然性，および住宅平r醐多勢の最大の根拠がその経済性にあることは説明を要さず

明瞭であり，この住宅様式が飽くまで中流幾摸の住宅の様式としてあることもまた，開らかと

なし得るであろう。


